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（ 午前９時００分 開議 ） 

○嶋田委員長 おはようございます。  

ただいまから再開し、直ちに本日の会議を開きます。  

昨日９日に引き続き、第３款民生費についての質疑をお受けいたします。 

木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の１３３ページの高齢者優待券の交付なんですけども、今般、一

般質問でですね、同僚議員から質問があって、その中で町長が一定、イコカの考え方に

ついて触れられておりましたけども、私自身こうした、今までのバスのみに使えた分よ

りも範囲が広がるということについては、住民の皆さんが望んできたことなので、まあ

取り組みとしてはいいのかなというふうに思ってます。  

  ただ、そのイコカについて、どこまで使えるのかとか、その辺の認識については、私

も持っておりませんでして、その辺についてはどういうふうになっているのかというの

と、町のほうでもどこまで考えておられるのかという点で、お尋ねをしておきたいと思

います。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 この関係等については、議会議員さんからもいろいろとご指摘いただきまし

たように、イコカも使える範囲というのがございましたから、去年に大体整理をされて、

今は地下鉄からもうほぼ全てが使えます。ＪＲ東海であろうが、どこであろうが使える

と。またイコカの売店でも使えますし、そういう関連の店屋さんでもイコカカードで示

していただいてということであれば使えますし、そういうことで考えたらやっぱり奈良

交通も使えますから、そういう点で皆さん方からそういうご要望が高い中で、ひとつこ

の際に、王寺町もやっておられますし、斑鳩としてもイコカでいこかということで、難

関というのはやっぱりもう来年度から奈良交通は断らないけませんから、もう今準備を

していこうとしたら９月が最低限の限度であるということで、職員とも副町長とも相談

したら、そういうことで奈良交通の関係等については断る整理をしなければいけないし、

そしてまたイコカという関係についても、これからまたお願いしにいかなければいけま

せんし、まあそういうことを考えますと、こういう時期だということで、この間の一般

質問等でイコカということで今、いかせていただいたということでございます。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 地下鉄も含めていろいろ全ていけるよということですけども、タクシーのほ

うというのはどうなんでしょうかね。  
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○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 タクシーはこれは難しいと思いますね。そのかわり、今、タクシーの券は残

してますから。これももう切ればええというようなものじゃないですから、ありますけ

ども、いろいろなご意見ありますよ。やっぱり予算的な関係あってですね、そういうチ

ケットよりもと、せやけどまあタクシー券のほうはやっぱり残していこうということで、

今、協議をしていまして、そういう関係でイコカでいって、それでタクシーは、タクシ

ーとしては使えないと思います。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、町長、タクシーの券とおっしゃったのは、福祉タクシーの券かなという

ふうには思いますが、イコカ自体は今タクシーのほうには対応してないということです

けども、将来的にはどうなっていくのかなというところについて、また、町のほうとし

ても要望等上げていっていただきたいなと。  

  今回イコカに切りかえていくことについて、適用範囲が広がるということで、住民さ

んも多分喜ばれると思いますが、その中でもやっぱりタクシーにも使えるようにしてほ

しいという声もありましたので、今、制度自体がなかなか適用されてないですけども、

将来的にもこういうことについても、町のほうからできれば要望していっていただきた

いというふうにお願いしておきたいと思います。  

  それと、成果報告書の１４５ページですね。車椅子の昇降用リフト付バスの運行とい

うことで上げていただいてますけども、これ、不用額のところに４４万６，０００円計

上されてまして、実態として、サービス利用者、若干減ってはいるんですけども、この

不用額が出た要因と、それと、こうして委託料返還という形で返ってきていますが、こ

れも総務費のところでしたかね、自治会連合会の補助金なんかは精算をするという形で

今、町が出している補助金、委託金等がそういう形で精算をするという体制、これまで

なかなかなかったと思うんですけども、そういうふうな体制にされているのかどうか、

この辺のところもちょっとお聞かせいただきたいなというふうに思います。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 このリフト付バスの委託のほうなんですけども、町の社会福祉協議会、

こちらのほうに委託をしておりまして、この委託料の積算根拠につきましては、１件当

たりいくらではなくて、社会福祉協議会の職員の俸給であったりとか手当であったりと

か、そのあたりをもとに積算をされているところでございます。  

  ですので、社会福祉協議会の全体の予算あるいは決算を見る中で、今回このリフト付
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バスの運営に充てる協議会としての収入というところで、今回精算額、いわゆる不用額

が出たところでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 町から社会福祉協議会のほうに対して補助金という形で出している部分と、

ちょっと私、調べられてませんけども、こうしたバスの運行に関して委託をしている部

分というのと２系統出しているかというふうに思うんですけども、今の言い方ですと、

運行の実績によって返ってきている部分ではなくて、人件費等を精算して返ってきてい

ると。だから、そういうのって、ここのバスの委託料で返還をするという形で精算して

ますけども、その補助金のほうで精算するというふうにはならないんですかね。  

○嶋田委員長  植村住民生活部長。 

○植村住民生活部長 社会福祉協議会の会計につきましては、自主財源もございますけれ

ども、今、議員おっしゃいましたように、町の補助金と、それから個別の事業につきま

しては、このリフトバスの運行だけではなくて、例えば手話通訳者の養成講座なども委

託しております。  

  その中で、それぞれの事業について、特にこのバスにつきましては、運転手の人件費

を充てるわけですけれども、どの職員をどれだけ配置させるかということによって、社

協の内部でそれを補助金を財源にするのか、この委託料を財源にするのかというふうに

決めているわけです。  

  ですから、そのときの予算を立てたときと、社協が実際にこの職員を運転手に充てる

というふうに決めたときのその運転手のいわゆる給料とか手当とか、そういうふうなと

ころの差で委託料では今回のような精算をさせてもらうと。 

  ですから、トータルとして、委託料と、それから補助金との中で、委託料でとれば補

助金は減る。補助金でとれば委託料は減るという関係にあるのは、議員がおっしゃると

おりでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。どちらを持ってくるかというのは社協の中で相談をしていた

だいて、こういう精算という形をとっていただくというのは非常にわかりやすいと思い

ますので、今後も補助金と委託料についても、やっぱり使った分を精算して、余ったら

返していただくということが望ましいというふうに思います。  

  続いてですね、成果報告書の１５１ページの障害者相談の支援のところなんですけど

も、サービスの利用件数自体は、これ、２４年度を見ると減っているんですけども、利



 - 5 - 

用者がふえているという関係について、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 こちらにつきましては、平成２３年度、２４年度の２か年の比較となっ

ておるんですけども、サービス利用件数の推移を見ますと、平成２１年度が１，７８２

件、利用者数は９３人、２２年度は１，６６３件、利用者数は１４１人、２３年度は１，

６０５件の１２６人、２４年度は１，４４４件の１４６人となっております。  

  委託のほう、ななつぼしのほうに委託をしておるんですけども、確認をいたしますと、

自立支援法、これが施行されましておよそ丸７年経過している中で、特にサービス事業

者さんからの相談について、今まで数回必要であったところが１回で済むようになって

きたと。いわゆる法施行から年数を経過することによって、サービス内容、いわゆる事

業者さんも含めて、一定、障害者福祉としての浸透がされてきたのかなというところで、

１人当たりのサービス件数が減っているというところで確認をしております。  

  実際の利用件数につきましても、今申しあげましたように、年々減尐しておるという

状況でございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そしたら、実態として、件数自体は減っているけども、利用については別に

減っているわけでないということで理解しておきます。 

  そうしましたら、次に、成果報告書の１６３ページの児童福祉費のところですけども、

これ、毎回予算決算の審査のときには指摘しているんですが、県の解放保育研究集会の

参加について、予算のときにも８，０００円で２人分参加費が計上されていましたが、

これは結局参加はされたんでしょうか。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 平成２４年度は１０月８日に開催されておりまして、各園より１名、合

計２名の参加をさせていただいております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 これについてもずっと指摘をしてきてますけども、やはり特定の団体が主催

するこうした研究集会ですね、しかもその中身がどういうものかといいますと、やっぱ

り差別があるということを前提にして、解放するということの精神を身につけることを

目的とした集会というのが、この間、その集会で配られる教材の中身を見る中で明らか

になってきている中で、そうした一定のイデオロギーを身につけることを目的とした集

会に、町がこうして毎年繰り返し職員を参加させるということについては、やはりいか
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がなものかなというふうに思います。  

  いろいろこうした差別にかかわる問題、人権にかかわる問題なんかについては、いろ

いろな団体が研究集会等されていると思いますので、そうした過去の実態があったとい

うことについて学ぶということ自体はやぶさかではありませんけども、同対法自体がも

う既に期限切れになっている中で、いつまでもやはりそうした対策のような形に見える

誤解を招くような取り組みについては改めていくべきだというふうに指摘をしておきた

いと思います。  

  そうしましたら、１６６ページの学童保育のところなんですけども、一般質問等でも

触れられておりましたけども、この間、お隣の平群町が学童保育の時間延長をされてき

ている中で、斑鳩町では、人材確保が難しいというのと、夕食の準備が今の段階ではで

きないということで答弁されておりましたけども、平群町は実際どういうふうにされて

いるかというのは町のほうでつかんでおられるでしょうか。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 これは６時半とか７時とかいう問題よりも、問題は６時半であっても、６時

４０分、４５分に迎えに来られなかったら、これ、保育士は、この人は残ってないかん。

そうしたら必ず６時４５分、５０分ぐらいにやっぱり来られます、現状は。斑鳩小の学

童でも、あるいは西学童、東学童でも。平群が７時としたら、７時でもまたこれ必ず７

時１０分ぐらいに来られるんです。そうしたらまた７時半にしようかと、こうなってく

るんですけども、やっぱり問題は、私はもう木澤委員から言われているように、もうや

っぱり食事をする時間等、私は今、子どもさん、これだけ大事な子どもさんを育ててい

く中で、やっぱり親子の会話というのがこれ大事やと思います。今、もう親子の会話が

抜けてきているんです。もうほとんど預けたら預けたままです。  

  そういうことよりも、やっぱりちょっとでも抱きついて、ちょっとでも会話をしてい

こうという気持ちと、それから皆さんそろって食事をするということでなかったら。い

つもおっしゃるように、給食は栄養士を雇ってそしてまた給食は新鮮なものをしながら、

カロリー制限をしてやってます。 

  しかし、家へ帰ったら、子どもさんが仮に食事をするにしたかって、できなかったら

やっぱり何か食べますやんか。そのことを考えたら、１日のカロリーがどうあるべきか

というたら、なかなかできない。  

  われわれ糖尿になってから、初めてカロリー制限というのがあるんです。１，８００

というのが。そういうものをどうしていくかということは、やっぱりこれ、かなり皆さ
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ん心配してやっているんです。 

  そういうことも木澤委員さん考えていただいて、何も別に６時半だからといって、そ

の６時４０分に来られた人をやっぱりほっておくわけにいきませんから、結局、結果的

にはもう７時ぐらいまでになるんですよ。だからそういう準備とかそういうものがあっ

て、仮に８時半から始まるとしたかてもう８時に来られる職員もおるわけです。  

  だから、そういう点については、やっぱり皆さん方いろいろと苦労をされているんで

す、工夫を。 

  そういうことを考えたら、やっぱり６時半が一番、それも時間延長して６時半にきて

いるという現状を考えたら、私は一応、非常にこれで辛抱してもらえているんではない

かなと思ってます。  

  言えば皆さん方はやっぱり長時間預ってほしいと、こうなりますからですね、やっぱ

りその辺の限度というのも考えていかないかんと思うんです。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 前回この議論をしたときも、町長から同じように、やっぱり子どもさんのた

めに親御さんが早く帰ってあげてほしいという思いを聞かせていただいて、それはその

とおりなんです。できるんだったら、それは親子の触れ合う時間をね、早目に帰ってと

っていただくのがベストなんですけども、でも、そうできない方がいらっしゃると。じ

ゃあ早く帰ってくるというふうになると仕事が続けられないという、そういう状態にあ

る方がいるのを防ぐために、私はこうした対応が必要じゃないかなと思いますし、保護

者のほうからも声が出ていると思うんです。  

  平群町の実際の運営時間ですけども、ちょっと７時７時という時間帯がでてますけど、

確か平群町は７時半までされていたかなというふうに思いますので、ちょっとその点も

あわせて先ほどの質問について、担当課のほうでお答えいただけますか。 

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 今、委員さんのほうから質問のございました、平群町でございますけど

も、開室時間につきましては、午前８時から午後７時半までということで確認をしてお

ります。それと、夕食につきましては提供されていないというところは確認をとらせて

いただいております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 夕食は提供されていないということで、斑鳩町でもそうした形で対応できな

いのか。保護者の方がどない言うてきてはるかというのはあるんですけども、そうした
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やり方が一定、近隣の町村でされているというのは確認しておきたいと思います。  

  それと、指導員の確保ですね。これもう、斑鳩町は募集してもなかなか来ないんです

ということで、非常に苦労されていますが、平群町の実態、おわかりになりますか。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 当町におきましては、従前より有資格者のほうを採用しておるところな

んですけども、平群町におきましては、有資格者に限らず、いわゆるその資格のないも

のについて採用されているということで確認をとらせていただいております。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 以前に生駒市さんの例なんかも私も調べて一般質問等で紹介をさせていただ

きましたけど、有資格者じゃない方も指導員に採用されているということで、斑鳩町で

は資格を持っている方でいきたいということでずっときていただいてますので、この点

について、私もどういう形がいいのか、それぞれ保護者の皆さんにもさらに意見を聞き

ながら、やはりそうした声にこたえていけるような体制を斑鳩町としてどう確保してい

くべきなのか。そういう点については私自身も研究しながら、この問題についてこうし

た課題をクリアしながら実施していけるように、またお願いもさしていただきたいと思

いますので、今の段階で町長のほうではそういうお考えでしょうから、またこの点につ

いては私も繰り返し議論していきたいというふうに、意見だけ申しあげておきます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 まず、今の同僚委員のいろいろな質問をされて、私は町長が答えられている

のは、やはり斑鳩町の学童というんですかね、斑鳩町は民間企業じゃないということで、

町長といいますか、斑鳩町はバランス的なことを考えて６時半として設定されていると

いうことを、私は理解しております。 

  民間企業でしたら、サービス、全くのサービス、企業ベースに乗った形でやっていけ

るということもありますので、先ほどの町長の答弁というか説明はしっかりと理解でき

るということをまず申しあげておいて、一つ教えてほしいんですが、１６４ページの広

域入所の充実ということで、２４年度は受託児童数がゼロやということなんですね。 

  当然、これは公立のあわ、たつた保育園への受託ですが、そうしたら、委託されてい

るところは民間のそういう保育園か、いや公立なんか、そういう具合に限定しているの

か。それらの点をちょっと、全く不勉強で申しわけないんですが、教えてもらいたいの

と、その２４年度にゼロということになった、当然、斑鳩のあわとたつた保育園へ入所
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希望者がゼロやったからゼロという結果だと思うんですが、何か考えることがあるのか

なと。それが一つは６時半という、一つの見方では早いという見方がされている親もお

られるみたいですのでね、そういうことも要因であるのか、どのように分析されている

のか、ちょっとお答え願いたいなと思います。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 まず、ご質問の１点目でございます。委託児童数２４年度で１１２人と

いうことなんですけども、こちらにつきましては、近隣市町村の公立、私立に限らず両

方、当該市町村長に協議をする中で委託をさせていただいております。  

  それと、受託児童数ゼロでございますけども、おっしゃるように、公立の町立のたつ

た、あわ両保育園で受け入れることができない状況になっておりまして、その結果とし

て、受託児童数がゼロ人というふうになっておるところでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 あわ、たつたで受け入れられない状態で、希望者があっても受け入れてない

と、そういうことなんですか。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 おっしゃるとおりでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 この、説明というんですかね、それには、多様な保育ニーズへの対応の一環

として本町以外の市町村にも相互に入所できるよう、保育サービスを提供したというこ

とになってきたら、やはり、希望者があれば受け入れるべきだと思うんですが、その相

手の希望された市町村のほうへも斑鳩町の児童が委託している可能性もあると思うんで

すが、そういうのはこちらが無理だということでそうして断ることはできるんですかね。

この言葉で言えば、相互にという言葉もありますのでね。その点はどうなんですか。そ

んなシビアに考える必要ないんですかね。  

○嶋田委員長  池田副町長。  

○池田副町長  保育園につきまして、まず町立保育園、まず斑鳩町の人を優先的にとらな

いとということになってまいります。どこの町でも一緒なんですわ。委員ご存じのよう

に、たつた、あわもその年齢によってもう当初から定員いっぱいのところもございまし

た。定員がいっぱいになってないところは希望があればとらさせていただきますけども、

もう定員いっぱいなのでお断りしたと、こういう状況になっておりますので。 

それでもう今現在、管外保育でも、これはもう私立でも一緒なんですが、今例えば近
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隣のありますけども、もう定員いっぱいになりましたので、希望してももうあきません

よと、斑鳩町の分はあきませんよと、こういうところもありますので、そういう状況で

すので。  

  空きがあるクラスについては、希望があればそのクラスは空いてますということで、

向こうへは申し入れはしておりますので、そういう状況ですので。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 わかりました。そしたら、先ほど課長がね、委託先ということで公立、私立

両方あるということですが、そこの町でも余裕がなかったら断られるということで理解

したらいいということやから。  

  そうしたら、１１２人の内訳は、わかるんだったら教えてください。公立と私立。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 すみません。ちょっと今、集計ができておりませんので、後ほどお答え

させていただきます。  

○嶋田委員長  よろしいですか。  

小野委員。  

○小野委員 結構です。別に後で教えてくれということでも何でもないんですので、もう

結構です。  

  それでね、多分、私思うのは、この私立の保育園へ行っておられる方が大半だと、そ

ういう今の状況だったらね、思われます。  

  それが先ほどの話、同僚委員の質問にちょっと何かいろいろ注文をつけるようになっ

てしまったんですがね、私はその時間が延長されるほうへ行っておられるんじゃないか

なと、そういうことも考えられますので、今こういう質問をさせてもらっています。 

  繰り返すようですが、私は今のこの学童、学童と保育所はまた違うと思いますけど、

保育所のこともいろいろそういうことでも聞いてますので、まあ学童も同じように、公

立としては限度があるんじゃないかなと、そのように申しあげておきます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  伴委員。  

○伴委員 １２８ページの上の戦没者追悼式の開催なんですが、これは非常に私は必要な

式やと思っておるんですが、ちょっとこれ、参加者が２３年度に比べて、これ年々減っ

てくる。これはもうそうなってくるかなというのはわかるんですけど、決算額が上がっ

ているんです。１３万円ほど上がっている。この人数が減っているのにこの辺が上がっ
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てきている。この辺は何でかなというのをちょっと教えてくれはりますか。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 この決算額が上がっている理由でございますけども、こちらにつきまし

ては、祭壇の設置委託料ということで、参加者の人数にかかわらずかかる費用の分が、

平成２４年度では上がっているというところでございます。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 今、祭壇が値段が上がったと。内容が同じやねんけど、その委託先といいます

か、が金額が上げてこられたか、ちょっとそのあたりもう尐しお願いします。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 こちらにつきましては、戦没者追悼式、十数年来低い価格でずっと据え

置きで来ていただいておったんですけども、実勢の価格に合うようにということで、委

託先のほうから話がございまして、そのあたりで上げさせていただいたものでございま

す。 

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 内容はわかりました。  

  次、１３８ページの子ども医療費の助成なんですが、２３年度と比べ、大体安定して

きたかなというような感じはしているんですけど、これ、昨日の１１９ページのところ

を見させていただくと、出生数は上がってないんですね。逆に下がっているんですね。  

  それで、一般質問でも、何か小学校の児童数が６年後ぐらいには上がると、微増にな

るというような話なかったですかな。何かそのあたり、子ども医療費の助成、せっかく

してくれて、ちょっとこれ出生数が上がってない。この辺の町の見解はどんな感じです

か。 

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 前の一般質問でも申しあげましたように、斑鳩町の昨年の出生数、

確かに二十何人減尐、全体では減尐しておりますけども、１人の女性が生む子どもの数

というのは合計特殊出生率ですけども、これまで県また国の平均値よりも下がっており

ましたけども、ここ数年はその国、県より率はふえております。  

  そういった面から見ましても、子ども医療費の助成につきましては、確かに子育て支

援という面から見まして、有効な効果があったとは考えております。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 トータルの数といいますか、出生はやっぱり下がっているわけですね。だけど
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効果はあったと思うと。ちょっとわかりにくいんですけど、もう結構ですわ。  

  １５９ページの父子家庭新入学児童のこれ激励ですか。図書カード。確か私、以前に

も、これ非常に数が尐ない。そしてお聞きすると、来ていただいてそして交付させてい

ただいているというようなこと、ちょっとお聞きした記憶があるんですけど、これやっ

ぱりお父さんが、父子家庭ですので、なかなか役場のあいている時間帯にこのカードを

もらいに来るというのはなかなか難しいように思うんですね。今回これ１件やと。  

  これ、本当にそういう、行政がそういうような気持ちで激励しようと思うのであれば、

その対象家庭に送付してあげるとか、申請があったからでなく、わかるはずなんですね。

それかこの事業て必要なんかなと、こういうような感じも私は受けておるんですが、そ

のあたりいかがですか。 

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 今現在、父子家庭新入学児童の激励ということで、この周知につきまし

ては、幼稚園あるいは保育園を通じて周知をさせていただいているところでございます。  

  おっしゃるように、ちょっと利用件数が尐ない状況でございますので、ちょっとその

あたり、検討してまいりたいなというふうに思います。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 やはり２件とか１件とか、本当にそういう気持ちでやっぱりこれ激励していく

といいますか、父子家庭にというのであれば、そういうようなもっと大勢の、まあ父子

家庭１件２件ということは僕はないと思うんですね。だから、何かそういうような形で

考えていただくか、本当にこれが必要なのかという両方。何かこう、制度はある、こう

いう事業はあるけど、非常に使いづらいものになっているというか、利用者数がこれこ

んな形になるやろなと、なかなかやっぱり平日の昼間にこれをもらいに来るというお父

さんは尐ないと思いますので、検討していただきたいと思います。  

  以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 今の同僚委員の父子家庭新入学児童の激励ということ、確かにこの民生費の

中に入っているんやろうけど、まず答弁される方が誰かなと私は興味を持ってたんです。

同僚委員のおっしゃるとおりだとは思います。こういう具合にして事業名として激励し

ているんだと。激励しているんだったら、担当課長がＰＲしてますと、保育所、それか

ら幼稚園等でしてますと言うんやったら、別にそのそういう制度ありますよというＰＲ
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しかできてないんですよ。 

  激励というようなネーミングをするからね、これはやはり同僚議員が言うように、し

なければいけないかなと、私は今ふっと考えてます。  

  そうした中で、その家庭によっては、父子家庭によっては、何も激励してもらう必要

ないという、そういう家庭もあるかもわかりませんのでね、やはりここは慎重にいかな

あかんと思います。 

  そのためにはね、このネーミング、いつからされたのかちょっと知らないんですが、

父子家庭新入学児童の激励というようなね、ものすごくこちらから、行政からやるとい

う意味やったら、その方が要らんと言うててもやはり持っていかなあかんと思うんです。

今みたいなＰＲの仕方というか、こういう制度がありますよということでやっているん

だったら、このネーミングを変えると。そういうことも検討されるべきと違うんかなと

思います。  

  そういう具合にして、やはり図書カード、激励でいただくということまでは、私はそ

の立場になってね、要らない。だから、こういうネーミングでいつからこういう事業を

されているかちょっと私は知りませんねんけどね、ちょっと中途半端なやり方やという、

言葉ちょっと適当やないと思うけど、そこらも一緒に検討してもらいたい。そういうこ

とを申し添えておきますので、よろしくお願いします。  

○嶋田委員長  小林委員。  

○小林委員 １４５ページのリフト付バスの運行についてなんですけれども、ひとつ要望

させていただきたいんですけれども、長年社協のほうで運営されまして、リフト付バス

をどんなところに行ったのかとか、またそういうデータが、情報が蓄積されていると思

いますので、例えば行き先、高齢者の方がどんなところによく行くのか、それでそこま

での距離とか時間とか、具体的なガソリン代、また、行ったところの経費とか、それで

実際、本とか情報で調べられて行ってみて、そこの感想とか、滞在時間の目安など、そ

んな行った団体さんの評価も含めて、そういう情報が、今はやりの工場見学とかいう雑

誌とか、インターネットで何か一々検索しなくても、もう既に社協にそういう情報があ

ると思いますので、そういう情報が簡単に手に入るのも便利だなと思いますし、また、

高齢者の団体さんで情報が集めにくい団体もあるのかなというふうに考えますので、そ

んな団体さんにとっても、高齢者の社会参加の促進についても役立つのではないかなと

いうふうに考えますので、そういった情報整理と、整理した情報の公開を一度検討して

いきたいなというふうに要望させていただきます。  
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  以上です。 

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  伴委員。 

○伴委員 すみません。もう１点お願いします。１５６ページの総合保健福祉会館の維持

管理なんですが、その中でちょっと私思うんですけど、足湯なんですね。これ、２３年

から２４年、数が尐なくなってきている。そして私、暑いときなんかでしたら、ほとん

ど入っておられる方、見られない。  

  それで、確か私の記憶では、１時間延長、数が確か２２年度かなんか６，０００台に

なったか７０００近くなって、なにか延長していただいたと。４時のやつを５時までし

ていただいた。これ、寒い時期でこそ利用者があって、その時期いうのは日が短い。こ

れで実際これ本当に５時まで必要なのか。一度、これ、そのあたりどう考えておられる

か、ちょっとお聞きしたいです。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 ただいまご指摘いただきました、例えば足湯で平成２２年は６，７

１８人。平成２３年が５，９８５人。平成２４年度が４，９１２人ということで、開館

当初ですね、目新しさもあってか非常に多く利用していただいておりました。  

  年々減っておりますけども、ある一定の方が利用していただいているんではないかと

いうふうには考えております。  

  それと、このふえた時期に、今おっしゃっていただいたように、４時までを５時に延

長しております。  

  ことしの８月に、こういったこともありまして、足湯の時間帯等広報でお知らせを今、

ことしさせていただいております。  

  ことしの状況を見る中で、今ご指摘いただいた点を入れまして検討して、その時間帯

にしても今後次年度に向けまして検討してまいりたいと、利用状況を見ながら検討して

まいりたいというふうに考えております。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  木澤委員。  

○木澤委員 総合福祉会館のところ、衛生費で聞こうと思っていたんですが、ここで項目

が上がっていますので、こちらのほうで聞かせていただきたいと思います。 

  会議室の利用について、２４年度、人数はこうして増やというふうに書いていただい

てますけど、その部屋の利用率というのはどういうふうになっていますかね。 
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○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 利用率ですけども、平成２３年度は会議室全体では４９．２％、平

成２４年度では５６．９％となっており、利用率のほうも上がっており、来館していた

だく方につきましても、平成２３年から平成２４年度では、約８，４００人の１６％増

となっており、年々生き生きプラザを利用していただく方もふえてきているというよう

な状況でございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今、利用率もだんだんふえてきているということで非常に喜ばしいというか、

ええことやというふうに思います。  

  やっぱり多くの住民の皆さんから、せっかく生き生きプラザをつくったけども、なか

なか利用されてないという声を聞くんです。多く比較されるのがやっぱり公民館なんか

と見て、人の出入りなんかも見ながらそういうふうに感じてはるのかなというふうには

思いますけども、いろいろ担当課のほうでも、月に土曜日２回ほどイベントを行うなど、

アピールもしていただいてますし、これからやっぱり健康維持の取り組みなんかでもさ

らにいろんな施策についても発展させていっていただいてますので、その中でやっぱり

多くの町民の皆さんに、より御利用いただきながら、こうした会議室の利用についても

ふやしていけるような形でまた工夫をお願いしたいと思います。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  （「なし」と呼ぶ者あり  ） 

○嶋田委員長  これをもって第３款民生費についての質疑を終結いたします。  

次に、第４款衛生費について説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、第４款衛生費の決算の概要についてご説明をいたします。 

失礼ですが、座らせていただきます。 

  まず、平成２４年度歳入歳出決算書の１００ページをご覧いただきたいと思います。  

第４款衛生費の全体では、予算総額１１億１，６１８万６，０００円に対しまして、

決算額は９億７，７４９万６，６５２円で、執行率は８７．６％となっているところで

ございます。 

それでは、まず初めに第１項の保健衛生費についてご説明申しあげます。 

主要な施策の成果報告書の１６９ページでございます。  

まず、１６９ページから１７０ページの第１目保健衛生総務費でございます。 
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予算現額１億４，７０５万２，０００円に対しまして、決算額は１億４，５５０万１，

０８０円で、執行率は９８．９％であります。  

１６９ページの健康づくりの意識啓発と活動支援の食生活改善の推進などでございま

すが、食生活改善の普及啓発を図るため、食生活改善推進員と連携を図りながら、食育

の推進に努めたものでございます。 

また、保健・福祉・医療の連携と充実のうち、医師会との連携、王寺周辺広域休日応

急診療施設組合との連携、栄養士会の活動支援及び次のページの食生活改善推進員協議

会の活動支援でございます。 

 住民の健康増進と健康意識の向上を図るため、町医師会・町歯科医師会と連携を図り、

また、栄養士会や食生活改善推進員協議会の活動を支援しながら、乳児から高齢者の健

康づくりに努めたものでございます。  

 また、王寺周辺広域休日応急診療施設組合との連携を図るとともに、休日応急診療体

制の充実にも努めたところでございます。 

１７０ページの環境保全対策の西和衛生試験センターとの連携では、西和衛生試験セ

ンター組合と連携いたしまして、環境基本法により環境基準が定められている大和川、

竜田川、富雄川の水質検査等や鳩水園の浄化した水質検査を行ったところでございます。  

続きまして、１７１ページから１７５ページまでの第２目感染症予防費でございます。  

予算現額は１億２６７万７，０００円に対しまして、決算額は９，４１８万４，４９

０円で、執行率は９１．７％でございます。  

定期予防接種といたしまして、高齢者インフルエンザ、日本脳炎、二種混合、三種混

合、四種混合、ポリオ、麻しん・風しん、ＢＣＧの各予防接種を実施いたしました。ま

た、任意予防接種といたしまして、細菌性髄膜炎、いわゆるヒブワクチン、また高齢者

肺炎球菌、小児肺炎球菌、ロタウイルス、子宮頸がんの接種費用の助成を実施したとこ

ろでございます。 

１７１ページからの予防・相談体制の充実についてでございますが、まず、１７１ペ

ージの高齢者インフルエンザ予防接種の実施でございます。インフルエンザによる高齢

者の肺炎等の重症化と蔓延予防を図るため、１０月から実施し、接種者は４，１５６人

で、接種率５５．８％となっております。  

１７２ページの日本脳炎予防接種の実施でございますが、積極的勧奨の対象である３

歳・４歳児には健診や相談・訪問時におきまして、また、小学校２年生と３年生には個

人通知を行うことにより接種勧奨に努めました。  
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次に、１７３ページのポリオ予防接種の実施でございます。 

平成２４年９月から生ワクチンから不活化ワクチンに切りかわり、保健センターでの

集団接種から医療機関での個別接種になったところでございます。保護者には、生ワク

チンのポリオ予防接種を受けないで不活化ワクチンを待つことは、ポリオの感染の危険

があること等を説明し、接種勧奨に努めたところでありますが、不活化ワクチンの導入

が検討されていたことから、接種を見合わせる人がふえ、生ワクチンの接種率が低くな

ったのではないかと考えております。  

次に、１７４ページの細菌性髄膜炎予防接種（ヒブワクチン）の実施でございます。

生後２か月から６０か月未満までの乳幼児を対象としており、９６５人が接種され、予

防接種費用の全額を助成いたしました。  

また、小児肺炎球菌ワクチン予防接種の実施では、同様に生後２か月から６０か月未

満までの乳幼児を対象としており、９７８人が接種され、予防接種費用の全額を助成し

たものでございます。  

次に、１７５ページの子宮頸がんワクチン予防接種の実施であります。中学１年生か

ら高校２年生までの女子を対象に実施し、５３３人が接種され、接種費用の全額を助成

いたしました。  

ロタウイルス予防接種の助成についてでありますが、この助成は、平成２４年度から

開始したものであり、生後６週から３２週までの乳児を対象に、接種費用の一部助成を

実施し、３２６人が接種されました。  

また、四種混合予防接種の実施でありますが、平成２４年１１月から定期の予防接種

として導入されたものであり、ジフテリア、百日咳、破傷風、小児麻痺を予防するため、

生後３か月から９０か月に至るまでの乳幼児を対象に実施し、１３１人が接種されたも

のでございます。 

続いて、１７６ページから１８２ページの第３目母子衛生費でございます。 

予算現額３，１３６万４，０００円に対しまして、決算額は２，７２３万５，７４５

円で、執行率は８６．８％でございます。 

まず、１７６ページの健康づくりの意識啓発と活動支援でございます。 

思春期保健の推進では、小学６年生を対象に、たばこの害についての健康教育を行い

ました。また、中学生を対象に母性や父性を養うきっかけとし、自分の体を大切にする

ことができるよう、助産師による生命についての講演会や産婦人科医による性感染症予

防についての講演会を行いました。  
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次に、母子保健推進活動の支援では、保健事業を通して妊娠期から親とのかかわりを

持ち、親が孤立することなく安心して子育てができるようにサポートするなど保健セン

ターと協働した活動をしている母子保健推進員の支援に努めました。  

 また、母子保健講座の実施では、年々子どもの予防接種の種類がふえてきていること

や成長に応じた子どもとのかかわり方で悩む保護者が多いことから、医師による「子ど

もの予防接種」や臨床心理士による「子どもの叱り方」について講演会を行ったもので

ございます。 

次に、１７７ページからの予防・相談体制の充実でございます。  

 まず、１７７ページの乳児健診の実施でございますが、その利便性を考慮いたしまし

て、かかりつけ医で健診が受けることができるよう個別健診としているところです。健

診後は、医療機関からの結果をもとに、経過観察を必要とする乳児に対しては、保健師

が担当医と連携を図りながら、発達を促すためのかかわり方や授乳・離乳食等の指導を

行い、育児の支援に努めました。また、未受診者を訪問し、状況把握と受診勧奨を行い、

受診率の向上に努めているところです。 

次に、１歳６か月児健診と次のページの３歳児健診でありますが、経過観察を必要と

する児童には、臨床心理士による発達相談を行い、保護者の育児不安の軽減に努めまし

た。 

１７８ページの新生児訪問の実施では、出産直後の早い時期に訪問することにより、

授乳指導や乳房の管理など、個々の産後の回復状況に応じた具体的な指導を行い、母親

など保護者の育児不安の軽減に努めたところです。 

次に、１７９ページの両親学級の実施では、親としての自覚が高められるよう助産師

による講義を行い、また、子育て教室の実施につきましては、親の育児力の向上を目指

し、子どもの成長発達に応じた教室を開催いたしました。  

次に、１８０ページでございます。妊婦一般健康診査の実施でございますが、健康診

査の受診券を一人当たり１５回分、９万７，５００円を助成し、経済的な負担の軽減を

図り、子どもを産みやすい環境づくりに努めたところでございます。 

次に、１８１ページの食育の推進でございますが、「食の大切さを知り、いつまでも

健康に過ごすための充実した食生活の実現」を基本方針とした斑鳩町の食育推進計画に

基づき食育の推進に努めました。特に、乳幼児期は生涯の食習慣の基礎となる大切な時

期であることから、妊娠期の両親学級や乳児期の離乳食教室、幼児期の子育て教室など

を通しまして、子どもが食事を楽しく食べること、食に対して興味を持つことができる
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よう、その保護者の食に対する意識の向上を図ったところでございます。 

２歳６か月児健診の実施につきましては、対象者に個人通知を行うとともに、歯科健

診だけではなく、育児の相談や身体計測を行いました。  

また、乳幼児訪問指導の実施でございますが、おおむね生後５か月以上１歳６か月ま

での乳幼児のいる家庭に訪問し、健診の未受診者に対しての受診勧奨や親子の心身の状

況、養育環境を把握し、必要に応じて育児指導を行うことにより、子育ての孤立化を防

ぐとともに育児不安の軽減を図ったものでございます。 

１８２ページの一般不妊・不育治療費の助成でございますが、一般不妊治療や不育治

療を望む夫婦に対しまして、高額となる治療費用の一部を助成いたしました。一般不妊

治療は２５件助成いたしましたが、不育治療費の申請はございませんでした。  

また、保健・福祉・医療の連携と充実の産婦人科一次救急医療体制の整備でごいます

が、安心して妊娠・出産ができる体制を確立するため、産婦人科の一次救急体制の整備

に努めたところでございます。 

続いて、１８３ページから１９０ページまでの第４目健康増進事業費でございます。 

予算現額３，８１１万５，０００円に対しまして、決算額は３，６２０万５，９６０

円で、執行率は９４．９％でございます。 

１８３ページからの健康づくりの意識啓発と活動支援についてでございます。 

 まず、健康教育の実施についてでありますが、生活習慣病予防についての健康づくり

の講演会や歯周病予防についての歯の健康教育を行いました。  

 また、はつらつ運動教室、メタボリックシンドローム予防教室、糖尿病予防教室を実

施し、保健師・栄養士・健康運動指導士、歯科衛生士により、一人ひとりに合った具体

的な生活習慣改善の方法について指導を行い、行動変容につながるよう努めたところで

ございます。 

１８４ページの保健センターサポーターの養成では、地域の健康づくりについて学び、

一人ひとりが主体性を持って健康づくりに取り組み、さらに地域での健康づくりを推進

するため、保健センターと協働して活動できる保健センターサポーターを養成いたしま

した。 

１８５ページから１８６ページの各種がん検診におきましては、受診者の利便性を考

慮いたしまして、集団検診と個別検診の両方で実施し、延べ６，４４５人が受診され、

がんと診断された方は、大腸がんで２人、胃がん２人、乳がん３人、子宮がん３人、前

立腺がん４人、肺がん１人でございました。 
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１８５ページの大腸がん検診の実施につきましては、平成２３年度から、がん検診推

進事業として４０歳から６０歳までの５歳きざみの節目の人に無料クーポン券とがん検

診手帳を送付し、受診勧奨に努めました。  

同じく乳がん健診の実施及び次のページの子宮がん検診の実施につきましても、平成

２１年度からの継続の事業といたしまして、女性特有のがん検診推進事業を実施し、国

の補助を受け、２０歳から４０歳までの５歳きざみの節目の人に子宮がん検診無料クー

ポン券とがん検診手帳を、また、４０歳から６０歳までの５歳きざみの節目の人に乳が

ん検診無料クーポン券とがん検診手帳を送付し、受診勧奨に努めたところでございます。  

次に、１８７ページ、歯周疾患検診の実施であります。４０歳以上の人を対象に実施

をしたところでございます。この疾患は、糖尿病などの生活習慣病との関連性があるこ

とから、早期に発見し、治療することが大切であるため、４０歳、５０歳、５５歳の人

に個人通知を行うとともに、各種がん検診の結果通知を行う際に、受診案内を同封する

など、受診勧奨に努めました。  

また、脳ドック健診受診費用の助成でございますが、平成２３年度からの助成の対象

人数を１００人から１５０人に拡大し、平成２４年度は１４６人に助成を行いました。

受診の結果、８人の方に異常所見が認められたところでございます。 

１８９ページの高齢者健康診査の実施でございますが、高齢者の医療の確保に関する

法律に基づきまして、奈良県後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、７５歳以

上の高齢者を対象に健康診査を実施したものであり、平成２４年度は９１７人が受診を

いたしました。  

また、心の健康づくり事業の実施では、精神科医による講演会や精神保健福祉士によ

る個別相談を実施し、心の健康づくりの推進に努めたところでございます。 

続きまして、１９１ページの第５目狂犬病予防費でございます。  

予算現額３７万７，０００円に対しまして、決算額は２９万５，０４６円で、執行率

は７８．３％でございます。 

狂犬病予防法に基づく犬の登録業務及び狂犬病予防注射済票交付業務等を行ったもの

でございます。 

続いて、１９２ページの第６目火葬場費でございます。 

予算現額３，４８７万７，０００円に対しまして、決算額は３，３８７万２，００２

円でございます。執行率は９７．１％でございました。 

火葬場の維持管理といたしまして、火葬業務や火葬施設の日常的な維持管理に必要な
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経費を支出したものでございます。 

平成２４年度におきましては、火葬場施設内の機械設備の中でも、重要な役割を担う

排風機制御盤の電気系統が落雷の影響を受け故障いたしましたことから、今後、突発的

に事故が発生しても、火葬業務に支障が出ることがないよう、電気系統を１回路から２

回路に増設するための緊急修理を実施したところでございます。 

また、火葬場の周辺対策では、火葬場周辺の方々にご理解とご協力をいただきながら、

適切に運営いたすため､周辺環境整備に努めたところでございます｡ 

続いて、１９３ページから１９６ページまでの第７目環境対策費でございます。 

予算現額２４２万９，０００円に対しまして、決算額は１７５万３，３０３円で、執

行率は７２．２％でございます。 

まず、１９３ページからの環境共生まちづくりの推進でございます。 

環境保全推進委員の充実についてでございますが、平成２３年度に委嘱しました第８

期環境保全推進委員には、地域を巡視していただき、実態調査を行った結果をもとに､

各地区において啓発活動や実践活動を実施していただきました｡ 

次に、１９４ページの環境教室の充実では、親子で環境について考える機会を提供す

ることにより、環境問題への意識を高め、行動を起こす契機にしていただくため、親子

環境教室を開催いたしました。水生生物探検教室が雤天により中止となったため、ソー

ラークッカーづくり教室のみの開催となりましたが、２５人の参加を得たところでござ

います。 

１９５ページの飼い猫不妊手術費の助成でございますが、飼い主に対しまして、猫の

管理や保護といった飼い主の意識の向上、また、野良猫等によるふん、尿の迷惑防止を

図る必要があることから、不妊手術費用の一部について、前年度より１０件多い４５件

の助成を行ったところでございます。 

次に、自治会別環境問題学習会の実施では、「ごみを燃やさない、埋め立てないまち

を目指して ～ゼロ・ウェイストってなんだろう～  」をテーマに、自治会別環境問題学

習会「環境井戸端会議」を、自治会の西地区未実施地区及び東地区を対象に、１６自治

会におきまして開催し、４０５人の参加を得たところでございます。 

また、地球温暖化の防止につきましては、地域における温室効果ガス排出抑制に向け

た自主的・自発的な活動を促進することを目的といたしまして、平成２４年１０月に県

内の町村では初めてとなります地域住民・企業・行政で構成された斑鳩町地球温暖化対

策地域協議会、愛称エコるがと申しますが、これを設立されたところでございます。今
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後、このエコるがを中心といたしまして、地球温暖化防止に関する活動、情報発信など

の事業展開を実施していこうと考えているところでございます。 

次に、１９６ページでございます。環境保全対策の公害指導の実施でございます。遊

休地の適正管理に対します指導を３２件行うとともに、住民から寄せられました公害等

に関する苦情相談７１件につきまして、調査、指導を行い、全ての事案につきまして、

一定の解決を見たところでございます。 

続きまして、第２項清掃費でございます。  

まず、１９７ページの第１目清掃総務費でございます。 

予算現額１，５４２万１，０００円に対しまして、決算額は１，４８５万４，２９６

円で、執行率は９６．３％でございます。 

循環型社会の形成といたしまして、美化推進啓発の充実及び美化推進活動の充実でご

ざいますが、ポイ捨てをしにくい雰囲気を醸成するとともに、美化意識の向上を図るた

め、クリーンキャンペーンの実施や環境パトロール時の啓発広報を実施いたしました。 

いかるがの里クリーンキャンペーンにつきましては、「自分たちの住む町は自分たち

の手で美しく」をテーマに、各家庭から思い思いのコース、場所を清掃した後、環境イ

ベント会場に参加していただくこととし、子どもから大人まで約２，０００人の方が参

加いたしました。  

 また、たばこの吸殻や空き缶などのポイ捨て禁止の啓発につきましては、町議会、各

種団体等とも連携いたしまして、ＪＲ法隆寺駅から法隆寺までの区間と、県立竜田公園

におきましてキャンペーン実施をいたしました。  

 また、９月から１０月を自治会内美化キャンペーン月間として位置づけ、各自治会に

対しまして、自治会内の道路、公園、水路等の清掃活動を呼びかけ、１２２の自治会で

実施していただくなど、美化意識、連帯意識の向上に努めました｡ 

続きまして、１９８ページから２０６ページまでの第２目塵芥処理費でございます。 

予算現額６億１，４５７万５，０００円に対しまして、決算額は５億９０６万５２円

で、執行率は８２．８％でございます。 

近年の全国的なごみ処理対策の充実から、全国の埋め立て処分場の残余容量の寿命は

延びてはきておりますが、依然、廃棄物の量を削減していくことは大きな行政課題とな

っております。その課題に加え、当町におきましては、焼却処理施設の老朽化といった

独自の課題も抱えておりました。  

これらの課題に対応するため、平成２４年度におきましても、積極的にごみ減量化・
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資源化の促進に取り組むこととし、平成２４年３月末で衛生処理場における焼却処理を

廃止し、４月から可燃ごみ焼却処理を民間委託に移行したところでございます。 

まず、１９８ページ、循環型社会の形成といたしまして、資源物集団回収の奨励では、

平成２４年度におきましては、８９の団体によりまして、年間１，３７９．６ｔの古紙

類等が回収され、これに対し奨励金を支出いたしました。  

次に、２００ページでございますが、ごみ減量・資源化の啓発におきましては、自分

たちが出したごみや資源物がどのような工程を経て最終処理されていくのかを追跡し、

分別や減量の必要性を認識する「ごみのゆくえ探検ツアー」につきまして、自治会を対

象としたツアーを２回開催し、７自治会、３９人の参加をいただき、一般対象のツアー

と合わせますと、合計で４回、９３人の参加を得たところでございます。 

次に、２０１ページ、事業系ごみ減量化の推進では、平成２２年８月より事業系一般

廃棄物の適正処理、減量化を図るため、指定袋制による処理手数料前納制の導入の下に、

搬入展開検査や排出事業所への訪問指導等による指定袋の徹底とごみ減量化への意識啓

発を行い、さらなる指定袋の徹底とごみ減量化の促進を図ったところでございます。 

次に、紙おむつ類専用ごみ袋の無料交付では、乳幼児や介護が必要で常時紙おむつ類

を使用する方に対しまして、平成２３年４月より、紙おむつ類専用指定袋を無料交付い

たしまして、ごみ袋購入に関する負担の軽減を図り、もって児童福祉や高齢福祉の充実

を図ることとしております。 

平成２４年度におきましては、乳幼児７１４人、要介護者等１８６人に、一人当たり

年間６０枚を限度として無料交付をいたしました。  

次に、２０２ページ、資源物のリサイクルでは、町で回収している資源物のうち、ペ

ットボトルと食品トレイはやや増加しておりますものの、ビン類・缶類、その他プラス

チック類は減尐しており、前年度よりは下回る回収量となりましたが、住民の方の分別

が徹底されてきているものと考えているところでございます。 

次に、同じく２０２ページの古紙類・繊維類のリサイクルでは、尐子高齢化など地域

の事情で集団回収ができない１２の自治会に対しまして、町が古紙類等を回収しており

ます。平成２４年度では、２７．５８ｔを回収し、３３万９，１７０円の売却益を得た

ところでございます。  

次に、２０３ページのバイオマス利活用の推進では、地球温暖化防止対策の一環とい

たしまして、廃食用油をバイオディーゼル燃料化し、ごみ収集車の一部で使用しており

ますが、平成２４年度につきましては、廃食用油を活用したＮＥＦ燃料を施設で使用し
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ている重油の代替燃料として使用し、経費節減に努めたところでございます。 

また、平成２２年１０月より剪定枝葉・草類の分別収集を開始しておりますが、平成

２４年度におきましては、焼却量の約１６．９％に相当する８５９．８７ｔを堆肥化処

理いたしました。  

さらに、平成２１年度から実施しております生ごみ分別収集モデル事業も、平成２３

年度の１，０１８世帯から、平成２４年度では２，８５６世帯に拡充いたしまして、焼

却量の約４．５％に相当する２２６．７９ｔを堆肥化処理したところでございます。 

次に、２０４ページ、ゼロ・ウェイストの推進では、今後さらなるごみの減量化を進

めるためには、資源の浪費・無駄をなくし、脱焼却・脱埋め立てを目指す、ゼロ・ウェ

イストの考え方への転換が必要でございまして、これらにかかりまして、環境井戸端会

議を開催したところでございます。 

次に、同じく２０４ページのごみ・し尿処理でございますが、まず、２０５ページの

ごみステーションの整備では、平成２４年度におきましては、６自治会からの要望によ

り、新たに６か所のごみステーションの整備を行ったところでございます。 

次に、２０６ページの衛生処理場の周辺対策でございますが、衛生処理場周辺の方々

にご理解とご協力をいただきながら、適切に運営をいたすため、周辺自治会から平成２

３年度までに要望がありました周辺環境整備に努めてまいりました。  

また、可燃ごみ積み替え施設の整備でございますが、稼働開始から３０年が経過し、

老朽化が進む衛生処理場においては、平成２４年３月末をもって焼却処理を廃止し、４

月より可燃ごみの焼却を民間委託したことに伴い、廃棄物運搬の効率を図るため、平成

２４年度では、ごみ積み替え施設整備事業、２か年の継続事業でございますが、これを

発注いたしまして、発注仕様書に基づく実施計画及び県許可申請等を行ったものでござ

います。  

次に、衛生処理場焼却棟の解体撤去でございますが、平成２４年３月末をもって、衛

生処理場の焼却処理を廃止したことに伴い、平成２５年度からの焼却棟の解体撤去に向

けて、衛生処理場解体撤去計画を策定したものでございます。 

また、資源物回収車の購入では、今後も増加が見込まれる資源物の回収用としてダン

プトラックを購入し、資源物回収の充実を図りました。  

このような取り組みを行ったことによりまして、家庭系・事業系、公共施設を合わせ

ました総処理量は、前年とほぼ同量の６，５２０．６９ｔとなりましたが、平成２４年

度では、大和川の樹木伐採という通常時では排出されないごみが排出されたことを考慮



 - 25 - 

いたしますと、実際には減尐傾向にあるものと考えているところでございます。 

このような状況から、住民一人１日あたりの排出量は、平成２４年度では、前年度と

比較しまして、３ｇ多い６２８ｇとなったところでございますが、国民一人１日あたり

の排出量の９７６ｇ、奈良県民一人１日あたりの排出量９３２ｇ、これはいずれも平成

２２年度でございますが、これらと比較いたしましても、本町は低い排出量で推移して

いるものでございます。 

また、総ごみ発生量のうち、資源化された割合、いわゆる資源化率につきましては、

平成２４年度で４５．０％、発生したごみの４割以上は資源として再利用が図られたと

ころでございます。全国平均の２０．８％、奈良県の１４．４％、いずれも２２年度で

ございますが、これらと比べても、高い資源化率となっているものでございます。 

本町は、ごみ発生量そのものが尐なく、発生しても焼却や埋立処理の量が尐ないとい

うことで、全国的な課題であります最終処分場の残余容量の寿命に貢献したのではない

かと考えているところでございます。 

続きまして、２０７ページから２０８ページまでの第３目し尿処理費でございます。 

予算現額１億２，９２９万９，０００円に対しまして、決算額は１億１，４５３万４，

６７８円で、執行率は８８．６％でございます。  

まず、２０７ページのごみ・し尿処理として、鳩水園の運営では、施設からの放流水

につきまして、オゾン処理装置による高度処理及び脱窒素処理などにより、水質汚濁の

防止に努め、適正な施設運営を行いました。  

また、２０８ページ、合併処理浄化槽の設置補助では、平成２４年度におきましても、

引き続き浄化槽設置者に対しまして補助金を交付するとともに、浄化槽の適切な維持管

理につきまして、広報紙等を通じまして、その啓発を努めたところでございます。 

以上で、第４款衛生費に係ります説明といたします。何とぞよろしく御審査賜ります

ようお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりました。 

ここで１０時３５分まで休憩いたします。  

（ 午前１０時１６分  休憩 ） 

（ 午前１０時３５分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

それでは、第４款衛生費について質疑をお受けいたします。  

坂口委員。  
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○坂口委員 ずっと戻っていただいて、３６ページ、下段のほうにＩＳＯ１４００１のこ

と書かれているんですけれども、運用範囲の施設数なんですけど、ずっと２２年度から

５施設のままとどまっておって、目標は１９施設になっているんですけども、５施設に

とどまっているのはなぜかと、それとあと１９施設全部されるのかどうか、その辺ちょ

っとお聞きしたいと思います。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 ＩＳＯ１４００１につきましては、斑鳩町の本庁舎が他の施設の模

範となるように外部審査を受けまして、他の施設につきましては、順次ＩＳＯの規格に

基づいた運用をするということで、その施設数をふやすことを目的に取り組んでおりま

す。 

  現在のところ、役場本庁舎のほかに、三井浄水場、衛生処理場、最終処分場、生き生

きプラザ斑鳩の計５施設で運営をしているところであります。  

  それぞれの施設が、共通の役場本庁舎のマニュアルで運用できれば、一斉に施設をふ

やすことができますが、やはり三井浄水場と生き生きプラザ斑鳩では、その目的そのも

のが違います。その施設に応じたマニュアルを作成をする必要がございます。  

  このような中、当町では、衛生処理場焼却棟の廃止、あるいは可燃ごみ処理の委託化、

そしてごみ積み替え施設の建設、衛生処理場の解体と、大きな事業がここ２、３年ござ

います。まずはそちらを優先させる必要があるということで、平成２２年度以降、ＩＳ

Ｏの運用範囲の拡大につきましては見送っているところであります。  

  しかしながら、全ての公共施設で、今も省資源・省エネルギーには取り組んでいただ

いていると思いますが、環境の国際規格でありますＩＳＯ１４００１規格に基づいた統

一的な取り組みは必要と考えております。今後、順次公共施設での運用をふやしていく

考えでございます。  

○嶋田委員長  ほかにございますか。  

  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の１８２ページのところの一般不妊・不育治療費の助成のところ

なんですけども、これ、一般不妊治療のほうは２５件の実績が上がってきていますけど

も、不育治療のほうはゼロになっているんですが、予算の見込みとの関係で見て、どう

いう形になっているんでしょうか。  

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 予算でございますが、一般不妊治療は予算は１人５万円の２０人で
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１００万円、不育治療費は１人１０万円で５人で５０万、合わせて１５０万をとってお

りました。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 不育治療がこれゼロになっているというのは、その要因というのはわかりま

すか。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 不育治療につきましては、一般的に妊娠するが着床しないと。２回

以上流産すれば一般的に不育というふうに言われております。一般不妊治療につきまし

ては、避妊期間を除きまして、２年の間に妊娠をしなかったら、一応不妊というような

考え方がございます。  

  ただ、これにつきましては、専門の産婦人科医の先生の診断によりまして、それが一

般不妊治療なのか、不育治療なのかということで申請をしていただいて、町としてはそ

れに基づいて助成をさせていただくという方法をとっております。  

  それが平成２４年度につきましては、そういった内容での不育治療費の助成の申請が

なかったということでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 相談しにいって、お医者さんのほうでどちらの治療が必要かということで判

断をされるということですので、不育治療のほうで不用額が出てますけども、ただ、不

妊治療のほうは２０件を超えて実績がありますので、できれば項目を一つにしていただ

いて、不妊か不育か、お医者さんに相談にいって申請されるということなので、こうし

て不用額を出すというよりも、一つにしていただいて、どちらでも選べるような形で予

算計上していただくのも一つの方法かなというふうに思いますので、またそれについて

は検討いただきたいと思います。 

  それから、成果報告書の１８３ページですけども、健康づくり運動教室ということで

やってきていただいてますけども、これも成果報告書の１３ページのところで見ると、

いくつかいろいろやっていただいてますけども、実績が、参加人数なんかが減ってきて

いるなと、これ見た限りではそうなんですが、これの実態について、ちょっとお尋ねを

したいと思います。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 今、ご質問いただきました健康づくりの分につきましては、成果表

の１３ページでは、生活習慣病予防教室というところで実績等を上げさせていただいて
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います。  

  保健センターで、例えばこう減っていると、回数等減っているということにつきまし

ては、平成２３年度までは高血圧や高脂血症などの病態別のメニュー講座等を年５回開

催しておりましたが、平成２４年度からこれを、このケースを取りやめております。  

  そのかわりに糖尿病教室にシフトしてきているという状況です。  

  例えば、この糖尿病の予備軍と言われる人は、一般的に４人に１人と言われておりま

して、斑鳩町におきましても、特定健診の結果から、血糖値の多い方が非常に多いとい

う状況を踏まえまして、町医師会の糖尿病の専門医の先生に講師をお願いいたしまして、

実施をしております。  

  また、例えば、町内のウォーキングというのを平成２３年度もやっておりましたが、

平成２４年度からはそれをなくして、正しい歩き方等の講習を運動教室の中に取り込み

まして、ウォーキングを希望される方は、元気クラブ等で行っておられるウォーキング

を紹介させていただいてということで、事業が重複しないような形での検討を行ってい

るところです。  

  例年やっている事業につきまして、継続すべき事業かどうかは検討しておりまして、

平成２４年度は尐し回数、参加者が尐なくなってきております。  

  今後も、住民のニーズ等把握いたしまして、健康づくり教室等を見直しながら、より

多くの方に参加してもらえるように努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜

りますようよろしくお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ここに出てきている数字としては、ちょっと減っているような形で計上され

ているけども、ほかの取り組みに参加していただいているということで、担当課のほう

でも、いろいろな形で参加しやすいような形態をとっていただいてるのかなというふう

に思います。  

  斑鳩町として、国保の治療費がやっぱり高額になってきていることから、健康づくり

というのが非常にやっぱり町の課題としても重要になっていると思いますし、国保のほ

うでは、特定健診なんかもやっていただいてますが、やっぱりそうした取り組みと連携

して、いかにこうした健康に関心を持っていただくかという点については、非常に重要

になってきますし、まさに改善が求められてくる点だというふうに思いますので、こう

した点につきましても、担当課におかれましては、引き続き改善のほう図っていただき

ますように、よろしくお願いいたします。  
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  それから、成果報告書の１９２ページの火葬場の周辺対策ということで、補償の関係

ですね。火葬場だけではないんですけども、一定、補償の考え方について、これまで予

算決算のときにいろいろ議論してきた経過があると思うんですが、その中で、やっぱり

補償額について一定の基準をつくっていくような考え方が必要じゃないかなということ

で、私も議論させてきていただいた経過があるんですが、この予算の審査のときにも、

例えば施設、火葬場でしたら、施設利用料のうちの範囲で補償額を出すとか、あとまた

一定の割合ですね、パーセントを決めて出すというような考え方などが提案はされてい

たと思うんですが、こちらのほうでも研究はしていくが、担当課のほうでも研究を進め

ていただきたいというふうにお願いをしてきたわけですが、その点について、その後担

当課のほうで検討していただいている状況なんかもちょっとお聞かせいただきたいと思

うんですが、いかがでしょうか。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 火葬場を初めといたします衛生施設につきましては、周辺住民のご

理解とご協力の下で設置運営することができておりまして、施設の設置、運営に当たり

ましては、周辺自治会と覚書等を交わす中で補償要望が出てまいります。  

  この補償要望につきましては、予算編成前に次年度の実施要望が提出をされまして、

自治会代表者の方々とその内容を確認しながら協議をいたしまして、予算にも限界があ

ることをご理解を願いながら、できるだけ単年度施行ではなく、複数年での施行、ある

いは施行方法もできるだけ費用のかけない方法でお願いをしているところであります。  

  このことから、補償要望の内容や前年からの繰り越し、あるいは地元での優先順位な

どによりまして補償額に変動が生じておりまして、年度によりましては極端に補償額が

尐ない年度もございます。  

  町といたしましては、建設当初の経緯などから、施設維持管理費の何パーセント以内

でありますとか、例えば限度額を設けるというのは、これから定めるというのは非常に

難しく、できるだけ財政負担の軽減を図っていくような交渉を地元としてまいりたいと

いうふうに考えているところであります。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 担当課のほうでも、交渉の中で、単年度での額をできるだけ抑えていくとい

う形での要望の対応なんかも気にしながら行っていっていただいているということで今、

答弁いただきました。  

  確かにおっしゃるように、額を決めて、それでしてもらうということが今までの経過
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からいって難しいなという点については、私どもも理解はできますが、やはりこの補償

費が町の財政を圧迫してきているというのも事実ではありますので、今ここですぐに結

論は出ない問題かもしれませんが、引き続きやっぱりこの点については研究を進めてい

っていただきたいなというふうに、まあお願いだけしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 木澤委員おっしゃっていただくように、何よりもそれは補償の問題等につい

てはですね。だけどこれ、焼却場でも３０年を一つの関係で、議決をして、煙突はやめ

ました。これをつくるときにやっぱり大きな問題は、こんなん必ず反対ですから、やっ

ぱり最終的には受けていくとしたら、やっぱり何かを補償していただいてですね。その

中で、おたくさんの野呂民平さんが、１０年撤去を含んで再交渉ということをおっしゃ

ったんです。私は平成４年と平成１４年と平成２４年、３回いります。もう平成４年に

なったら、また次の項目が出てくるわけです。それやったら町長もう役場の前に行って

くれと、こうなるわけです。  

  だからそういう、木澤さんのおっしゃるように、誰でも議員さんも皆一緒で、この補

償をどうしていくかという問題、それが一番問題なんです。だから、その３０年を一つ

のもうこれで焼却場はできないということをあらかじめもう平成１４年のときにもう申

しあげているんです。１４年のときにもうやっぱり別のところを考えるのか、もうこれ

でやめるのかというところを考えていかなかったら、これ恐らく解体撤退やと思います。  

  だから今、白石畑にもご無理を申しあげて、そしてまた東里のあの周辺も、皆さん方

に大変ご不便をかけてます。やっぱり１０トン車ですから、３０キロほど、２０キロで

すか、そういうこともいろいろとお願いしているわけです。やっぱりそういう経緯を見

ていかなかったら、これできない。  

  やっぱりそういう中で、一つはこれまあ、解体をしていくわけですから、ただまあ、

やっぱり残っているものはやっていかないといけませんけども、できるだけ今、栗本課

長が言うように、できるだけ精査をしながら、やっぱりできるだけ財源をほかからも取

ってこられるように努力をしながらやっていくということの基本は我々としては考えて

やっていきたいと思っていますし、まだ火葬場とかあるいは衛生処理場の問題について

も、もう稲葉車瀬はあれ、最終、公民館を建てて終わりましたけども、神南は残ってい

ます。 

  そういう関係等についても、できるだけやっぱり担当の職員は必死に、１１月ぐらい

に予算の関係で来られたら、その部分を受けて、できるだけ予算的にやっぱり極力下げ
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てですね、できるものについてはこれを採択していこうということですから、何も我々

としてもできるだけやっぱりそういう点については、ちょっとでも減らしていただいて、

ほかのところに回していくという努力をしていかなかったら、やっぱりこれは福祉の関

係についてもこれから生まれてくる子どもさんについても、あるいは高齢者についても

努力をするということで、皆さん方のご了解をいただいて、福祉にはやっぱりできるだ

け努力をしていこうということでやっておりますので、そういう点だけ考えていただい

て、そういうまだ残る補償については、できるだけ極力節約をしながら、倹約しながら

努力をするということでございますので、よろしくお願いいたします。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしましたら、２０１ページのところなんですけども、この紙おむつ類専

用ごみ袋の無料配付の関係ですが、これは担当の常任委員会でも意見が出ていたと思う

んですが、今、乳幼児に対しても配付していただいている中で、年齢関係なしに同じ枚

数やということについて検討を求める声がありまして、私もここであえて答弁求めませ

んけども、それについては検討していただきたい。やっぱりうちの近所なんかでも特に

若い人が結構いてまして、そうした紙おむつのごみ袋の話なんかも、やっぱり尐ないと

きがあるというようなことも聞いてますので、ここで答弁いただけるのであったら、お

願いしたいですけども。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 ご意見等いただいて、検討はしておりますけども、結局、えらい出すからそ

の枚数をふやしてほしいとか、できるだけ紙おむつに対する助成を、袋をやっているわ

けですから、その与えられた袋の中で極力やっぱりご辛抱願っていかなかったら、ちょ

っと１歳の子、あるいは生まれた子とか、その判断をしていくというのは、これは難し

いと思います。  

  そういう点ではやっぱりその６０枚で皆さん方ご辛抱願って、そういう調整というの

はなかなか難しいと思います。生まれた子に６５、７０にするのかというようになって

きたら、そういう点で、６０枚ということで、もしそこの家庭が余ればそのご近所の方、

その関係、努力をしてやっていく。そういうところも考えていかなかったら、このごみ

袋でもそうなんですよ。４５リッターの袋を最初につくったときに、やっぱり第一地所

でも、半分に切って、半分ずつ使わはったところもあるんです。そういう実態もあるん

です。そういうことも踏まえて、何でもあれやからということでなしに、やっぱり６０

枚無料で町が回収するという中でございますから、そういう点については担当課ともい
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ろいろと相談する中では、やっぱりこの枚数は上げるとか下げるとかいうのは難しい状

態やということで、ご辛抱願いたいと思います。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 この２３年度から２４年度にかけて、特に乳幼児のほうなんですが、配布枚

数、交付枚数が減ってきている。この関係についてはどういった要因なんでしょうか。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 この紙おむつにつきましては、新生児から３歳児までを配布をして

おりまして、大体対象につきましては１，０００人程度おられるだろうというふうに把

握しております。最近、特に赤ちゃんの成長が早いということもございまして、３歳児

では、もう約１５％しか紙おむつをされてないということがあるので、この使用枚数の

減尐につながっているというふうに分析をしております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうですよね。だから、６０枚要らない方もいらっしゃる。３歳児になると

ね。 

  先ほど町長、余った分についてはご近所で云々というふうにおっしゃいましたけど、

これそやから余った分は町としては返してくださいねと。だからほかの人に渡して使っ

てもらうようなことのないようにという形で今管理されているというふうに思うんです

が、その点はいかがでしょう。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 この紙おむつの専用袋の無料交付をするときに一番ネックになった

のが、ルール違反での排出です。例えば紙おむつ以外のものを入れられて出されたとき

に、その行為者をどのようにして特定するのかといったことで、今、紙おむつ専用袋に

は全て通し番号を印字をしてあります。そして交付するときに、その番号を全部控えて

おりますので、誰に交付したのかとわかるような仕組みになっております。  

  そういったことから、不必要になった場合は使い回しをするじゃなくて返却をしてく

ださいということでお願いをしております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 やっぱりそうした不正使用を防ぐということで通し番号をつけてやっておら

れる中で、例えば１歳児と３歳児は比較すると、３歳児については６０枚も要りません

よという方で、それについては町が回収して、１歳児の方に、やっぱり足らないという

声がありますので、配布割合を変えていただくということについての研究をできるのか
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なと。町のほうも例えば総量はふえない形で、年によってちょっと枚数を、交付する数

を調整するということについて、担当課のほうで研究をいただきたいなというふうに思

いますので、また、担当の常任委員会でも議論されていくかと思いますので、要望して

おきたいというふうに思います。  

  続きまして、成果報告書の２０５ページのところになるかと思うんですが、可燃ごみ

の民間委託の関係で、監査委員さんから意見書の中で、業者委託をするのに、やっぱり

いきなり委託できないような状況のないようにしていくべきだということで、委託先の

決算書なんかを入手するという、そうした企業の情報をきっちりつかんでおく必要があ

る、そういう方法もありますよということで指摘がされています。  

  この間、私のほうも、町のいろいろな町が行うべき自治事務について、民間委託をし

ていくということについては、やっぱり急にそれができなくなるというような、特に鳩

水園の関係で、業者が一斉に入札を断ってくるというようなことも想定される中で、や

っぱりそういう危うさも含みながらの運営になるということで、できるだけそういうこ

とのないような運営を求めてきてます。  

  今回、監査委員さんのほうからこうした指摘いただいている意見について、町はどん

なふうにとらえてはるのかという点について、お尋ねしたいと思います。 

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 現在、可燃ごみの処理を委託しております三重中央開発株式会社に

おきましては、現行の１３０トン炉２炉のほかに、このほど２３７トン炉の炉を２炉備

えたエネルギープラザを建設されるなど、１日の処理能力、焼却能力７００トンを超え

る、規模としては全国最大クラスの廃棄物処理業者であります。  

  しかしながら、当町では、倒産はもちろん、故障などで三重中央開発で処理できない

ことを考えまして、バックアップ施設として、大阪府内にございます別の処理施設とも

契約を締結し、万一に備えた対応を現在しているところであります。  

  今回、決算監査の意見書の中で、監査委員より委託先の状況を把握しておくべきとの

指摘をいただいております。  

  もちろん、初めて契約をする前、平成２３年度の決算書につきましては、三重中央開

発の決算書あるいは会社の経営状況がわかる書類等の提出は受けておりますが、今後に

おきましても、あらゆる企業情報を収集をいたしまして、住民の方々の生活に支障が出

ないように、万全を期してまいりたいというふうに考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  
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○木澤委員 指摘していただいている件についても、担当課のほうでも認識を持っていた

だいているというふうに確認をさせていただきました。  

  こうした民間企業の経営状況なんかのこともあるんですが、方向性としては、基本的

に地域で出たごみについては地域で処理をしていくというのが基本的な考え方としてあ

ると思うんです。  

  実際に費用的に見ますと、今、町も進めていただいている生ごみ分別などによってさ

らに可燃ごみ処理に係る費用というのは削減をされていくという点もありますが、やは

りそうした民間委託の経営運営による危うさという点もぬぐいきれませんので、これを

民間委託する際にも意見として申しあげましたけども、やはり今後、複数の自治体等で

共同して炉を作るというような計画なんかが、まあ今は、県の計画はもう頓挫してしま

いましたけども、そうした可能性については、町のほうとしても情報を入手していただ

いて、そうした点については協議の場があれば参加していくというような形を、姿勢を

持っておいていただきたいなというふうに思いますので、意見として申しあげておきた

いと思います。 

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 主要な施策の成果の１９２ページの、先ほども同僚議員聞かれてたんですけ

ど、火葬場のことなんですけど、この需用費いうのがかなりふえているのは多分何か工

事されたのかなと思うんですけど、あと委託料が変わってないのは同じところへ委託さ

れているのかなと思うんですけど、この町内町外利用者が２６５、２６２とそんなに変

わってないのに、決算額でいうたら多分、補償のほうがえろう減っているから、トータ

ル的には変わってないとは思うんですけど、この需用費がふえたのちょっと説明してい

ただきたいのと、この委託料というのは、どこかへ委託されて、利用者のときにされて

て、この委託先に払われているお金やったら、これ２６２回ということは、１回利用し

たら大体４万円ぐらいかかるのかなと。ほとんど町の施設なのに、今までかかってるの、

ちょっと高いんじゃないかなとはちょっと思うんですけど、その辺ちょっと、どういう

ふうな理由でこういうふうになったか、ちょっと教えていただけますか。 

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 まず、平成２４年度、火葬場費の需用費が大きく増加している理由

でございますが、先ほどもございましたように、平成２４年度におきまして、火葬炉内

の設備の中で重要な役割を占めております排風機を自動的に制御する制御盤の電気系統
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が突然故障をし火葬ができなくなったという事故がございましたので、緊急修理として

稼働開始当初から使用していた制御盤を更新するとともに、万一、一つの回線が不具合

を生じましても、別の回線で切り替えて運転ができるように、１回路を２回路にする工

事も緊急工事でさせていただいております。その関係で、特に需用費の修繕料が大きく

増加したのが要因でございます。  

  次に、委託料でございますけども、委託料には、火葬業務の委託、例えば火葬炉の保

守点検の委託、警備保障、あと電気設備の保守点検等々ございます。火葬場の管理運営

につきましては１件いくらというような契約ではなく、年間通しての契約となっており

ます。常に職員が、正月の３日間を除いて常駐も、火葬があるときもないときも常駐を

しております。そういった関係で年間の委託料を契約していると。去年と契約委託料が

同じというのは、全て委託業務は据え置きで契約をさせていただいたという結果でござ

います。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小林委員。  

○小林委員 １７５ページの子宮頸がんワクチン予防接種の実施についてと、もう一つが

一般不妊・不育治療費の助成について、せっかくここに実施状況のデータがありますの

で、教育長のほうに、性教育についてちょっとお聞きさせていただきたいなというふう

に思うんですけれども。といいますのも、まず１８２ページの不妊・不育治療、これは、

今、国のほうでよく議論されてますのが、４３歳で妊娠されたら５０％の方々が流産さ

れる。また３０後半になったらなかなか妊娠しにくいというのを、そういう、卵巣の老

化について、最近の子というかほとんどの、僕の友達ですけれども、３０代の女性も知

らないという中で、また、１７５ページの子宮頸がんワクチンの予防接種の実施につい

て、最近副作用の被害者の関係で問題になってますけれども、斑鳩町のほうには日常的

な生活にそういう影響の出る副作用の方がおられないということをお聞きしますので安

心していますけれども、日本というのは、予防接種も低い、しかも子宮がんの検診率の

低いのも先進国の中で一番最低レベル。また、学校教育もあまりされない。そういう学

校教育をされない中で、されてこなかった女性の方が母親になる。欧米でしたらやっぱ

り学校教育と母親の役割が大きくて、こういう子宮頸がんワクチンになる方が尐ないん

ですけれども、そうなってきましたら、やっぱり欧米に比べて日本は受診率も低い。ア

メリカで八十数パーセント、ヨーロッパで８０％に近い数字ですしね、日本みたいにか

かりつけ医が早くから出ているような状況じゃない。また、日本では予防医学に対する、
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予防医療に対する意識の低さなどがありますので、そういう関係で担当課のほうとはい

ろいろお話をさせていただきましたし、担当の委員会でもお話をさせていただいて、い

ろいろ議論はさせていただきましたけれども、そうなってくるとやっぱりせっかく保健

センターのほうがいろんな制度、補助金のほうを作っていっても、やっぱり当事者であ

る子どもたち、女性たちに対する啓発活動なり性教育なり、そういうことについて、学

校としてどういうふうに取り組んでおられるのか、またどういうふうに今後やっていか

なければいけないのかなというふうなことを、今、答弁できるんでしたら。また、無理

でしたら。 

○嶋田委員長  いけますか。基本的にはこれ教育委員会の教育長が答えるいうことは教育

委員会の関係に出てくると思うんです。できるのやったら、やってくださいね。 

  小林委員。  

○小林委員 せっかく今ここにデータというか実績が出てますので、これについてまた後

で質問させていただきたいなというふうに思いますので、学校教育の。このデータをも

とに後で、教育の担当課に、教育のところでまた質問させていただきますので、答弁の

ほうの準備よろしくお願いいたします。  

以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 まず１７４ページですが、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成というこ

とで、今、２４年度のこれは７０歳以上で、私もこの委員会とかでいろいろ話をしてて、

６５歳までにしてもらえへんかということも言うてまして、今年度ですかね、６５歳以

上ということになっているんですがね。 

決算審査の中で、以前に提案してたことで、ちょっと心配なんですが、６５歳以上で

接種者数がふえているかどうかということもちょっと心配なんですが、どんな状況なの

か、ちょっと教えてもらえますか。  

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種の助成ということで、ことし４

月から新たに６５歳まで年齢を引き下げ、助成を３，０００円から６，０００円という

ところでやっている、助成の範囲を拡大させていただいたところでございます。  

  今ちょっと直近の資料ということで、ことしの、２５年７月末と去年の７月末を比較

した数字でございますけども、昨年は、７０歳以上の方３９人の方に助成をさせていた
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だいています。ことし７月末は８２人ということで、その内訳といたしましては、６５

歳から６９歳の方は１２人、７０歳以上の方が７０人という状況でございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 私も６５歳以上で受けに行こうと思ってますねんけど、まだ行ってませんの

で、尐しでもそうして接種者がふえるということは、提案させてもらった私としてもい

いことかなと思っております。 

  それと、その次のページで、先ほど同僚議員もちょっと触れられましたけど、子宮頸

がんワクチンの副作用云々のことで、マスコミも何か予防接種を受けるのがいかんとい

うような感じでも報道されていたようにも思っているんですが、それらの経緯について

というか、今、経過ですね、どんな状態なのか教えてもらえますか。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 子宮頸がんの予防接種につきましては、ことし４月から定期の予防

接種として始まったところでございます。それで、ことしの５月１４日付けで国のほう

からヒトパピローマウイルス感染症、子宮頸がんになるウイルスの名前ですけども、ヒ

トパピローマウイルス感染症の定期接種の対応についてということで、厚生労働省健康

局長から勧告がありました。  

  勧告の内容でありますが、本年４月１日から定期接種として実施したところでありま

すが、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的疼痛、痛みですけども、ヒトパピロ

ーマウイルス様粒子ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度

等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に

勧奨すべきでないとされたところであり、当町といたしましても、国の方針に沿って積

極的勧奨は差し控えているところでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 だけど、受けている人はおられるんですかね。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 この通知によりますと、積極的には勧奨しないけども、それの有効

性等をご理解いただいて、受けたいという方は受けていただければ助成をさせていただ

くということでございます。  

  それで、接種の状況でございますが、これもちょっと調べております。ことし７月末

までの状況でございます。平成２４年度の７月末、４月から７月末までは１８３人接種

されましたけども、ことしは４７人。特に７月、この通知があった後ですね、７月だけ
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を比較しますと、昨年は４２人だったのがことしは３人と、やはり受ける方が尐なくな

っているという状況でございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 次に、１７７ページの予防相談体制の充実ということで、この中で、要観察

児ということで何名か上がってきている、いろいろな、１歳６か月児健診の実施とか、

ほかのも上がってきているんですが、その要観察児というの、その対象となった人、児

童というんですか、子どもたちに後どのようにされているかということで、その通知を

するだけでは私はちょっとフォローというんですか、それらのことについても、やはり

行政もある程度していくべきだと思っているんですが、どういうようなことをその要観

察児に対して、フォローというんですか、町としてはされているのか、教えてほしいな

と思います。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 乳幼児と３歳児健診等につきましては、この要観察の内容について

も若干かわってきてます。小さいお子さんは言葉の出が遅いとか、発達、大きくなるに

つれて身体的な部分の要観察もあるとかいう、あと情緒的な部分とか、そういった内容

で要観察児ということでございます。  

  町といたしましては、情緒的な部分につきましては、臨床心理士の先生に来ていただ

きまして相談をするということで、保健センターでそういう機会を設けております。  

  それで、その後やはり専門医のほうで経過的に見ていただかなければいけないとか、

身体的な部分もあるということであれば、そういったリハビリとか、そういったほうに

つなげると。あとは療育教室等で様子を見るという場合は、療育教室を紹介をしたりし

ながら、その経過等についての対応をしております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 そしたら、これもちょっと。１８１ページに、乳幼児訪問指導の実施という

ことで、おおむね生後５か月以上ということで、家庭訪問しとなっておるんですが、そ

の対象というんですか、訪問先は、訪問者数４７１て書いてる、２４年度はなってるん

ですが、これは全てでこちらから訪問しているという、そういう状態なのか、いや全て

の人を把握して、それで行政から通知をして訪問していると、そのように理解していい

のか、ちょっともう尐し詳しく教えてください。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 斑鳩町はまず、出生２か月ぐらいまでに新生児訪問、全戸訪問を実
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施しております。その後、経過的にやはり訪問して経過様子を見なければいけないとい

う方は、この乳幼児訪問を引き継いですると。 

  それとあと、先ほども出ました健診ですけども、健診未受診の方、来られない方おら

れます。そういった方も中心的にこう見ていただいて、虐待につながらないかどうかと

いう確認も必要なことから、平成２４年度は３５人未受診者おられましたけども、そう

いった方も訪問してもらうということにしております。  

  それで、これは助産師と保健師が訪問しておりますけども、この訪問者数４７１とい

うのは、行ったけど留守とか、ポスティングをして帰りましたよという数字も含めてお

りまして、出ている回数をしてます。それで、うち指導者数２３２人とありますけども、

この数字が実際に会えて面談をさせていただいているという数字になっておりますので、

よろしくお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 課長が虐待云々の話も、私はそれをちょっと、いろいろなマスコミ報道で心

配してると思いますが。４７１で、そのうちの半数ぐらいに面談できたと。いろいろな

虐待事件というんですか、それが報道されたときに、いろいろな行政が訪問していたん

だけど会えなかったんだと、だから気がつくのができなかったというような、そういう

ようなケースが多いように思うんですがね。今、２４年度ではそしたら半数が会えてな

いということなんですが、その対象の家庭に対しては、どのようなあと、フォローをし

ているのか。再度ポスティング行くとか、やはり会えるように、いろんな方法を使って

もらいたいと思うんですが、その点はどうなんですか。  

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 この５か月から１歳６か月、約１年分ということで、出生者数に近

い数字で２３２人という、これ出てます。ですから、この訪問件数的には４７１と多い

んですけど、そのときにポスティングとか、留守のところは行ってほぼ面談をさせてい

ただいているという形にはなっております。ただ、３５人の未受診者につきましては、

ちゃんとその状況等を全て保育所、幼稚園とかご本人さんの家に訪問して確認をしてお

りますので、未受診者に対してはわからないという状況はないということでございます。  

○嶋田委員長  基本的にもう全部会っているということですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 先ほどね、ちょっと私、勘違いして、課長の答弁でね、４７１のうち会えた
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のが２３２というようなそういう、これは指導者数やね、うち指導者数と。  

  今、答弁してもうてるように、きめ細かな対応をお願いしておきます。  

  続いて、１８８ページ、生活習慣病の予防や介護予防を図るために生活の場における

個々の状況に応じた相談指導ができるよう訪問を行ったということですが、これもその

訪問先をどのようにして決定されているのか。それと、区分のところに、これは実数、

括弧書きで実数と、それから延数というのは、これどういう区分があるのかなという。

どういう定義というんですか、どういう状況なのか、ちょっと教えてもらいたいなと思

います。 

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 訪問指導、実数と延べと今同数になっておりますけども、中には１

回だけじゃなくて２回３回と訪問を必要とする場合もありますけども、２３年、２４年

度は１回ずつだったということでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 その訪問先はどないしてセレクトというか、決定されているんですか。  

○嶋田委員長  西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 特定健診の結果、指導等こちらへ来られない場合は訪問したりする

場合がございますので、人数的には尐ないですけども、そういったデータをもとにして

おります。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 それと、１９３ページ。ＩＳＯの関係なんですが、先ほど同僚委員も、運用

範囲の拡大を図れてないということもちょっと述べておられましたけど、私は、そのこ

とも大事ですけども、どうなんですかね、率直に、この庁舎内、ＩＳＯ１４００１の実

施していろいろな成果も上げている中で、庁舎内の全面禁煙ということについては、検

討されているのですかね。  

○嶋田委員長  乾総務部長。  

○乾総務部長  公共施設での禁煙ということは、これは厚生省からも、あるいは県の健康

増進課からもいろいろ照会、毎年照会が来ておりまして、県内でももう５市町村ですか、

ぐらいの残り全面禁煙してないというところがございますので、町といたしましても、

毎年照会が来る中で検討していこうということはしているんですけども、だんだんと県

内でもほかの市町村は全面禁煙という形で、まあ施設内禁煙ね、全面禁煙あるいは施設

内の禁煙ということを進めてまいっておりますので、これもやはり健康増進ということ
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もかんがみて、やはり本庁もできましたら来年４月をめどに、から、施設内禁煙という

形で進めていきたいなという考えを持っておりますので、当然今、庁舎内で分煙機を設

置しております。３階とそれから地下のロビーのほうで分煙機も設置しておりますけれ

ども、これは一部分煙という形でやってきておりますけれども、県のほうからも施設内

禁煙ということの指導といいますか、やっていただきたいということも受けております

ので、そういったことも含めて、来年４月からやっていきたいなという考えは持ってお

ります。  

  今、先ほど申しあげましたように、議会棟、３階ですね、３階の分とそれから地下の

ロビーにございますけれども、これはできましたら分けて、分けてといいますか、まず

そうですね、３階の分についてはまた議会とも御相談申しあげながら進めていきたいな

というふうに考えておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 ２０６ページのところに、先ほど課長の説明で、資源化率というのが４５％

ということかな。それで全国平均が２０．８％、奈良県が１４．４。斑鳩町も入ってい

て１４．４です。だからほかの市町村というんですか、もう全く資源化率については、

どう言うんですかね、後退というか、後退じゃない、全然考えてないと。もう斑鳩町の

この資源化率いうのは全く誇れるもんだと思いますね。  

  こういう環境問題についてもやはり斑鳩町はどんどんやってきている。しかも、ＩＳ

Ｏ１４００１を早くから取り入れて。私はもうそれを採用するときに何やのというよう

なことも言ったし、まだ今、議員の中でもその経費のことについても言うてると思いま

す。ただまあ、その当時、町長はやはりここが模範を示すことによって、庁舎を模範を

示すことによっての環境問題ということをおっしゃっていたし、実際、それらがなされ

てきている。  

  だけど、今、総務部長おっしゃっているように、もう庁舎全面禁煙というのはね、こ

んなもん常識なんですよ。もう早速ね、どこに相談する、議会と相談するて、議会のそ

ばにあるからどうのこうのて。もうすぐにそれを打ち出してもらいたいなと、そのよう

に思うんですがね。  

  何かやっていることが、こっちはもうワースト５の中に入っている。５つの自治体が

まだ全面禁煙やってない。庁舎内禁煙て、どこでもですよ、今作ってくるのは。そんな

ん何を躊躇しているんやろうと。 

  私はね、この資源化率が４５．何ぼというのは、これはほかの市町村へ行っても、私
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はもう堂々と言おうと思ってますねんけどね。それらとも考えてね、そんな簡単なこと

ですやん。庁舎内全面禁煙しますと。環境問題の推進している町としては当然ですやん。

まあ、そういうことを私の意見としてこの決算委員会の中でも申しあげておきますので、

よろしくお願いします。 

以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

 伴委員。  

○伴委員 もう今、先ほどの同僚議員の質疑について、たばこの問題、私の思いをちょっ

と述べさせていただきます。  

今、総務部長が来年４月からそういうようなことを実施していくことを検討したいと

いう話がございましたが、実際よく、僕は思いますねんけどね、たばこというのはやっ

ぱりマナーを守ってしていくもんやと。それで基本的にたばこを吸うことが、嗜好品で

すので、悪いと。確かに分煙をしっかりすればどうかなという思いを持っております。

また、全面禁煙している施設、特に学校等なんかで見ますと、先生の方々が外で、学校

の外へ出てたばこを吸っておられる姿なんかも見かけたりいたします。やっぱりあまり

見た目がいいようには思いません。  

  実際、ちゃんとしたマナーを守ったことをやっていくと。確かに今の時代の流れでい

きますと、駅とかで全面禁煙というようなことがどんどん行われてきておりますが、そ

れが本当にいいのかなと、私自身は思っている。  

その辺、検討していただければと思います。  

  答弁は要りませんので。  

  私、ほかに、１９７ページ。美化推進啓発の充実。これ、２０６ページの環境パトロ

ールの実施。これは実施回数とかこれ似てますねんけど、この啓発とこの環境パトロー

ルで、このごみの回収、これは同じような状況で行われているものなんでしょうか。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 環境パトロールと環境の啓発回数、これ共に１０１回というのは、

環境パトロールをしながら広報テープを流して住民の方々に啓発をしているということ

で、同時にやっているということで、それぞれ１０１回ということで上げさせていただ

いております。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 そうしますと、この１９７ページのこの６万５，１００円というこの件は同時
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にやられて、こう金額をこう分けてされている。これはどういうようなこの金額の割り

振りから来ておるものなんですか。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 清掃総務費の美化推進啓発の充実６万５，１００円というのは各自

治会から要望をいただいて各自治会に設置しております啓発看板、これの作成費が６万

５，１００円ということでご理解をいただきたいというふうに思います。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 内容はわかりました。  

  次に、２０１ページのこれも同僚議員の質疑があった、紙おむつ類の専用ごみ袋の件

なんですが、私もこれ、厚生委員会で何とかならないかと要望させていただきました。

町長の答弁で、非常に難しい、非常に技術的に難しい部分があるので、何とか同じ数で

いきたいというような今、答弁がございましたが、やっぱりシーズンによっていう部分

もあるんですけど、非常にもうなんぼこう節約というか、無駄遣いしなくても足らない

んやという乳幼児をお持ちの父兄の方からの声がやはり私の耳にも入ってきます。  

  子育てを非常に重要な施策にされておられますので、そのあたり、何とかこう困難は

あると思いますねんけど、検討していただきたいなと、このように思うんですが、ちょ

っと町長、どうでしょうか。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 ここにも書いてますように、この紙おむつの関係等についてはやっぱり無料

化にしたということに大きな問題があると思うんです。ごみを減らしていこうという中

ではやっぱりごみの袋に有料化をしていったという一つの基本的なスタンス。事業系の

ごみについても事業系のごみ袋をつくったということもございます。 

  そういう一つの中でこれをまあ言うたら、生まれてくる赤ちゃんと３歳まで、できる

だけやっぱりそういうことで紙おむつをどうするかという中で、町としても６０枚でひ

とつやっぱり無料でいこうという一つの方向づけをしたということが大きな成果だと私

は思っていますし、そうしてまたその関係等について、６０枚を７０枚にするとかいう

ことについては、これ、いろいろとこれから子どもさんが出生率が高くなって、状況等

をやっぱり見ていく中で、特に斑鳩町の施策として、生き生きプラザとかいろんな関係

等について努力をしてますから、子どもさんの出生率が上がってくる。できれば私は奈

良県一の出生率にしていきたいという気持ちがありますから、そういうことを踏まえた

中で見ていきたいと思っています。  
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○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 今後ともこのあたりまた検討をよろしくお願いします。  

  続きまして、２０２ページの資源物のリサイクルなんですが、以前この件で質問させ

ていただいたときに、２００ページの空き缶の分別回収での、この、あれですね、缶と

いいますか、スチール缶、アルミは売却をしていただいている。ただ、この資源物のリ

サイクルのほうで、住民のほうが袋で出したやつはそれがでけへんねんというようなお

話があったと思いますねけど、これはやっぱり難しいもんなんでしょうか。非常にこれ

もリサイクルでやっぱり資源として売っていただいていると認識している住民が非常に

多くおられます。ちょっとそのあたりお願いします。  

○嶋田委員長  栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 有価で原材料として売却しようとした場合、種類ごとに分ける必要

がございます。空き缶回収機で回収しております缶は自動的にアルミ缶とスチール缶に

選別されて出てまいります。そうしたことで、売却が可能になります。  

  ただ、皆さん、水曜日に出していただいている、資源の日に出していただいているビ

ン類缶類につきましては、アルミ缶、スチール缶、そしてビン類混合で排出をされて、

それを町のほうで業者に委託をして選別をしていただいておりますので、これは、資源

物、有価物という扱いにはならなく、あくまで廃棄物という扱いになりますので、お金

は処理をする市町村のほうから支払うという義務が生じてまいります。そういう違いが

ございます。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 確かにこれ以上分別を細分化し、なおかつお年寄りとか、非常にこれがスチー

ル缶かアルミ缶かと選別するのは非常に困難な部分いうのは理解できるんですが、他の

行政が、やっぱりこれ何とか有価物にされているような例がもしございましたら、また

その辺研究していただくというようなことで、ちょっとお願いいたします。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 先ほど、庁舎内全面禁煙ということで提案しましたけど、今、嗜好品だから

どうのこうのというような議論をされておるんですが、私はその個人の嗜好品の制限を

加えるために庁舎内全面禁煙という、そういうちっぽけな意見で言うているんと違いま

すから、その点しっかりと思ってほしい。やはり環境問題についていろいろ私どもは進

んでおります。だから、そのことで全面禁煙を躊躇なく実施という、そういうことを思
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っていたので、何も個人の嗜好品を制限を加えたんでもないです。  

  そして、その同僚委員がおっしゃっているように、庁舎外でたばこを吸っている。何

かそれは見苦しいような言い方されてます。そういうことやったら、そういう嗜好品、

もうやめたらよろしいです。私もずっと平成１０年までたばこを吸ってました。だけど、

これだけいろいろな弊害というんですか、吸わない人に対する影響も多いという、そう

いうことになるんだったら、やはりそういう結果が出てくるんだったらね、やはりその

嗜好品として楽しんでおられる方が、この庁舎という、皆の公の場所でやっぱり我慢を

すると。そのときに吸うのは我慢すると。やめよとは私は絶対言ってません。その点も

当然行政の方はわかっておられると思います。ＩＳＯ１４００１にこだわりますけども、

そこらで環境問題やと、また、ごみのそういう資源化率とか、地球規模での環境問題に

ついて推進している我が町として、やはり分煙という形はとっておられますけど、あの

分煙でもはっきり言って分煙、完全分煙にはなってないしね。もう限度だと私は思いま

す。一日も早いそういうことを打ち出してもらいたい。重ねて申しあげておきます。 

  以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  （「なし」と呼ぶ者あり  ） 

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって第４款衛生費についての質疑を終結いた

します。  

次に、第６款商工費について説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、第６款商工費のうち住民生活部が所管いたします決算の

概要についてご説明いたします。  

  失礼して、座らせていただきます。  

それでは、主要な施策の成果報告書の２２４ページをお開きいただきたいと思います。  

 第６款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費でございます。  

商工総務費のうち、社会参加の促進・支援として、シルバー人材センターの支援につ

きましては、斑鳩町シルバー人材センターに対して８３０万円を助成したものでござい

ます。高齢者の豊かな知識や経験、技能を生かした就業機会の提供、生きがいと健康づ

くりを支援したものでございます。 

次に、２２５ページの消費者意識の向上といたしましてですが、生活設計学習会の開

催についてでございます。保険の基本を理解するための知識や安心な暮らしのための生
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活設計等、生活の合理化に資する知識を取得することを目的とした学習会を開催いたし

たものでございます｡ 

また、消費者保護対策の充実として、消費者相談の実施についてでございますが、消

費生活相談員による消費生活相談窓口を開設し、住民の方々からの複雑多様化する相談

に対応するとともに、消費者被害の防止や消費者意識の向上などに努めてまいりました。  

 また、引き続き生駒郡４町の広域連携による相談体制の充実に取り組んだほか、全国

消費生活情報ネットワーク・システムの端末機を設置し、全国の相談情報の検索・取得

等に活用いたしたものでございます。 

以上で、第６款商工費のうち、住民生活部が所管いたします決算の概要の説明といた

します。なにとぞよろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、第６款商工費についての質疑をお受けいたしま

す。 

  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の２２５ページの消費者相談の実施ですけども、最近、訪問販売

等の被害なんかがふえてまして、相談件数がふえてきているんじゃないかなというふう

に思うんですけども、ここに７６件ということで２４年度は上げていただいてますけど

も、申し込みされた方が漏れてしまっていると、開催日数に対して申し込みのほうが多

くなっているとか、そういう実態とかというのはないですかね。  

○嶋田委員長  清水住民課長。 

○清水住民課長 申し込みなんですけども、相談でございますねんけども、今書いてます

ように、私どもは、斑鳩町は木曜日にやっておりますねんけども、あと月、火、水とが

生駒郡内でやっておられますので、もしも斑鳩町の方でほかの月曜日、火曜日、水曜日

の相談の方、来られた場合は、各町のほうへ御案内申しあげております。  

  そして、もしも各町でだめでしたら、奈良県のほうの相談もございますので、そこへ

はご案内させてもらってます。件数的には、この件数でございます。  

  漏れている人はおらないと思います。  

○嶋田委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり ） 

○嶋田委員長  これをもって第６款商工費についての質疑を終結いたします。  

ここで、１３時まで休憩いたします。  

（ 午前１１時４４分  休憩 ） 
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（ 午後 １時００分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

次に、認定第４号 平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査に入ります。  

理事者の説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、認定第４号  平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明申しあげます。 

まず、議案書を朗読いたします。  

認定第４号  

平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

平成２５年９月５日提出 

斑鳩町長 小城利重  

それでは、座って失礼いたします。  

それでは、平成２４年度歳入歳出決算書の２２ページをご覧いただきたいと思います。  

平成２４年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が３０億５，０２

５万４，７１２円、歳出総額が３５億５４９万６１５円となり、歳入歳出差引額は４億

５，５２３万５，９０３円の歳入不足となっております。 

このため、平成２５年度会計におきまして、繰上充用の予算補正措置を行い決算を終

えているところでございます。 

それでは、決算の状況につきまして、歳出の部からおのおのの款ごとに説明をいたし

たいと思います。 

初めに、主要な施策の成果の３２３ページをお開きいただきたいと思います。  

まず、３２３ページから３２９ページの第１款総務費でございます。 

款全体では、予算現額４，９４０万２，０００円に対しまして、決算額は４，６５９

万８８８円で、執行率は９４．３％でございます。 

まず、３２３ページから３２４ページの第１項総務管理費でございます。   

予算現額３，２１４万８，０００円に対しまして、決算額は３，０６８万２，４８３

円で、執行率は９５．４％でございます。 
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この科目は、国民健康保険事業にかかわる職員の人件費及び給付や資格管理などの事

務の執行に係る経費などを支出したものでございます。 

３２４ページの表をご覧いただきたいと思います。  

平成２４年度末現在におけます加入世帯数は４，２３９世帯でございます。  

総世帯数に占める割合、いわゆる加入率は３８．０％でございます。また、被保険者

は、７，４９７人でありまして、総人口に占める割合は２６．３％となっているところ

でございます。 

次に、３２５ページから３２８ページの第２項徴税費でございます。 

予算現額１，６３０万６，０００円に対しまして、決算額は１，５１５万３，５３０

円で、執行率は９２．９％でございます。 

国民健康保険税の賦課徴収にかかわる職員の人件費及び賦課計算業務委託などの電算

委託料などを支出しています。  

平成２４年度の国民健康保険税の状況についてでございますが、まず、３２６ページ

の表をご覧いただきたいと思います。  

現年度課税分につきましては、調定額が６億８，８６７万３，４００円に対しまして、

収入額は６億４，２０３万７，７００円で、収納率は９３．２％でございます。 

現下の厳しい経済・雇用情勢の中、前年度と比較して、調定額では１，５９８万７，

３００円、収入額で８９５万６，２００円それぞれ減尐いたしました。なお、収納率は

０．８ポイント上昇しているところでございます。 

一方、３２７ページの滞納繰越分でございますが、調定額は２億９２４万２，０１０

円に対しまして、収入額は３，０３９万２，７６１円で、収納率は１４．５％でござい

ました。 

前年度と比較しまして、調定額では１４８万１，６３７円が増加、収入額では１０７

万８，７９７円減尐いたしまして、収納率では０．６ポイントの減となりました。  

なお、平成２４年度の滞納処分の実施状況については、ページを戻っていただきまし

て、３２５ページの表でございます。差押で９件、交付要求で４件、滞納額では４１３

万７，０００円を処分いたしました。これらのうち、換価または配当があったものは４

件で、金額は５４万２，０００円となっております。  

今後も滞納整理につきましては、税の公平性の確保の観点から、公正な取り組みを進

めてまいりたいと考えていますが、納税意識の低下を招くことがないよう、できる限り

滞納者との接触の機会を確保するよう努めてまいりたいと考えております。 
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次に、３２９ページの第３項運営協議会費でございます。  

予算現額１８万円に対しまして、決算額は７万５，０００円で、執行率は４１．７％

であります。  

国民健康保険運営協議会を２回開催し、国民健康保険事業の運営、特定健康診査の進

捗状況などについて審議をいただきました。  

次に、第４項趣旨普及費では、予算現額７６万８，０００円に対しまして、決算額は

６７万９，８７５円で、執行率は８８．５％でございます。 

被保険者証の更新にあわせまして、制度の解説やエイズについての正しい知識の啓発

のためのリーフレットを配布し、それぞれの理解に努めました。  

続いて、３３０ページから３３３ページの第２款保険給付費でございます。 

款全体では、予算現額２１億８，３９０万円に対しまして、決算額は２０億７，３７

５万８，６３８円で、執行率は９５．０％でございます。 

まず、３３０ページから３３１ページの第１項療養諸費でございます。  

療養諸費の項全体では、予算現額１９億５，３３４万２，０００円に対しまして、決

算額は１８億５，１７３万８４６円で、執行率は９４．８％でございます。 

療養諸費は、本会計の過半を占める中核的な科目でございます。前年度と比較します

と、７，２４５万３，１０５円の減尐となりましたが、平成２２年度の決算額よりは９，

７５３万４，３７６円多くなっているものでございます。 

被保険者の年齢構造が高齢化しているとともに、医療技術の高度化や疾病構造の変化

等により、保険給付の増加傾向は今後も続くものと考えているところでございます。 

次に、３３２ページの第２項高額療養費でございます。  

項全体では、予算現額２億１，３０６万９，０００円に対しまして、決算額は２億１，

２３０万４，０１２円で、執行率は９９．６％でございます。 

高額療養費につきましては、７０歳以上の高齢者では、その自己負担限度額の基準が

緩やかになることで、対象となる件数が多くなる一方、比較的尐額の医療費であっても

高額療養費の支給が発生することになります。１件当たりの平均額は、７０歳未満の場

合よりも尐なくなる傾向を持っているものでございます。 

高額療養費の支給状況の推移を見ますと、支給件数は年々増加しているところであり、

この傾向は今後も続くものと考えているところでございます。 

次に、３３３ページ、第３項移送費でございますが、給付事案はございませんでした。  

同じく３３３ページの第４項出産育児諸費でございます。  



 - 50 - 

項全体での予算現額は１，６３６万９，０００円に対しまして、決算額は８７０万３，

７８０円で、執行率は５３．２％でございます。 

平成２４年度の出産育児一時金の給付は２１件でございました。  

出産育児一時金は、妊産婦の経済的負担の軽減を図るために、１人の子どもにつき４

２万円が支給されるものです。  

また、この支援にあわせて開始されました、出産育児一時金を保険者が直接医療機関

等に支払うことにより、出産時の経済的負担を軽減させる「出産育児一時金直接支払制

度」も継続をされているところでございます。 

同じく３３３ページの第５項葬祭諸費でございます。  

予算現額１０２万円に対しまして、決算額１０２万円で、執行率は１００％でござい

ます。 

給付額は１件当たり２万円で、給付件数は５１件でございました。  

続きまして、３３４ページの第３款後期高齢者支援金等でございます。 

款全体での予算現額３億８，０１７万１，０００円に対しまして、決算額は３億８，

０１５万７，０２６円で、執行率は９９ .９％でございます。 

後期高齢者医療制度は、患者の負担を除き、国、県、市町村からの公費が約５０％、

現役世代からの支援金が約４０％、高齢者本人の保険料が１０％で医療給付費を賄うこ

とになっております。  

このため、現役世代からの支援金といたしまして、社会保険診療報酬支払基金に後期

高齢者支援金を納付したものでございます。  

続いて、３３５ページの第４款前期高齢者納付金等でございます。  

款全体では、予算現額１０２万７，０００円に対しまして、決算額は４０万８６３円

で、執行率は３９．０％でございます。 

６５歳から７４歳までの前期高齢者の偏在による医療保険制度間の不均衡を是正する

ため、前期高齢者財政調整制度が平成２０年度に創設されております。  

この制度は、前期高齢者が多い医療保険者では費用負担が大きくなることから、この

不均衡を是正するため、医療保険者間で前期高齢者納付金を負担し合い、前期高齢者が

多い医療保険者に前期高齢者交付金として再配分されるものであります。このため、保

険者として負担する費用を、社会保険診療報酬支払基金に前期高齢者納付金として納付

いたしたものでございます。 

続きまして、３３６ページの第５款老人保健拠出金でございます。  
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款全体で、予算現額３万６，０００円に対しまして、決算額は２万７６０円で、執行

率は５７．７％でございます。 

老人保健拠出金は、老人保健制度の医療費に要する費用の財源とするために、各医療

保険者が拠出するもので、社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございます。平

成２０年４月から後期高齢者医療制度に移行したため、平成２２年度の清算に係る拠出

金を納付いたしたものでございます。 

続きまして、３３７ページの第６款介護納付金でございます。 

予算現額１億５，１３８万１，０００円に対しまして、決算額は１億５，１３８万８

２６円で、執行率は９９.９％でございます。 

介護納付金は、介護保険制度の給付費に要する費用で、各医療保険者が介護保険の第

２号被保険者の人数に応じた額を社会保険診療報酬支払基金に納付するものでございま

す。このため、保険者として負担する費用といたしまして、その同支払基金に介護納付

金を納付いたしました。 

続きまして、３３８ページの第７款共同事業拠出金でございます。  

款全体での予算現額は３億３，７２５万４，０００円に対しまして、決算額は３億３，

１０３万９９２円で、執行率は９８．２％でございます。 

高額な医療費の発生等による保険者の過重な負担を緩和するため、奈良県国民健康保

険団体連合会を事業主体といたしまして、県内の市町村が拠出金を出し合って財源とす

る高額医療費共同事業、また、保険財政共同安定化事業などが実施されておりまして、

このため、これら事業に対して拠出金を支出いたしたものでございます。 

続いて、３３９ページから３４０ページの第８款保健事業費でございます。 

款全体では、予算現額２，９２６万１，０００円に対しまして、決算額は２，０１２

万８，１１９円で、執行率は６８．８％でございます。 

まず、３３９ページの第１項特定健康診査等事業費では、予算現額２，５０５万７，

０００円に対しまして、決算額は１，６７２万１，２２４円で、執行率は６６．７％で

ございます。 

法令によりまして、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防とその予備

群の減尐を目的とした健康診査、保健指導が医療保険者に義務づけられております。  

このため、高血圧・脳卒中などの生活習慣病を早期に発見するとともに、日常生活習

慣を見直し生活習慣病を予防するために特定健康診査を実施いたしました。  

平成２４年度からは、個別健診に加え、集団健診、年３回でございますが、集団健診
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を実施し、受診率向上に努めたところでございます。 

次に、３４０ページの第２項の保健事業費では、項全体で予算現額４２０万４，００

０円に対しまして、決算額は３４０万６，８９５円で、執行率は８１．０％でございま

す。 

健康に対する認識や医療給付についての理解を深めてもらうため、医療費通知を送付

するとともに、被保険者の健康の保持、増進と疾病の早期発見のため、１０３名に対し

まして人間ドック健診受診費用の助成を行ったところでございます。 

続いて、同じページの第９款公債費でございますが、一時借入金の借入れはございま

せんでした。  

続いて、３４１ページから３４２ページの第１０款諸支出金でございます。 

款全体では、予算現額４，０７６万３，０００円に対しまして、決算額は３，９２４

万３５３円で、執行率は９６．３％でございます。 

まず、３４１ページの第１項償還金及び還付加算金では、項全体では予算現額４，０

４７万１，０００円に対しまして、決算額は３，８９５万３，３５４円で、執行率は９

６．３％でございました。 

所得の修正や重複納付などによって過誤納付となった国民健康保険税の還付と国庫補

助金や療養給付費交付金について、前年度で超過交付となっていたものを精算還付いた

したものでございます。 

次に、３４２ページの第２項療養費等指定公費立替金では、予算現額２９万２，００

０円に対しまして、決算額は２８万６，９９９円で、執行率は９８．３％でございます。  

７０歳から７４歳までの高齢受給者に療養費を支給する場合、自己負担を１割に据え

置くため、国が負担している１割相当額の指定公費負担医療費分を保険者が一旦立て替

えて支給するものです。 

その後、国民健康保険団体連合会を通じまして国に立替分を請求して、指定公費負担

医療立替交付金が交付される仕組みとなっています。  

このため、療養費等指定公費立替金として、奈良県国民健康保険団体連合会に支払い

をしたものでございます。 

同じページの第１１款予備費でございますが、平成２４年度の充用はございませんで

した。 

最後に第１２款前年度繰上充用金でございますが、予算現額４億６，２７８万３，０

００円に対しまして、決算額は４億６，２７８万２，１５０円で、執行率は９９．９％
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でございます。 

平成２３年度会計におきまして４億６，２７８万２，１５０円の歳入不足が生じたこ

とから、平成２４年度会計で繰上充用の予算補正を措置したものでございます。 

続きまして、歳入決算の状況について説明いたしたいと思います。  

３２１ページにお戻りいただきたいと思います。  

第２表といたしまして、平成２４年度の歳入決算の内訳を記載をいたしておりますが、

この決算額につきましては、千円単位で表記しておりますが、説明は円単位で行いたい

と思います。  

まず、１行目でございます。第１款国民健康保険税は、決算額が６億７，２４３万４

６１円でございます。  

国民健康保険税につきましては、歳出で説明をいたしましたので割愛をさせていただ

きたいと思います。  

次に２行目、第２款国庫支出金は、決算額が６億９，２６７万１，９６９円でござい

ます。 

国庫負担金として、療養給付費負担金、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等

負担金、老人保健医療費拠出金負担金を受け入れ、また、国庫補助金としまして、財政

調整交付金を受け入れたものでございます。 

次に３行目、第３款療養給付費等交付金でございます。  

決算額は８，１５８万８，５０７円でございます。 

退職被保険者等の保険給付費、老人保健拠出金の財源といたしまして、社会保険診療

報酬支払基金から交付されたものでございます。 

次に４行目、第４款前期高齢者交付金は、決算額は８億９，９２７万４，６３７円で

ございます。 

６５歳から７４歳までの前期高齢者が多い医療保険者では費用負担が大きくなること

から、この不均衡を是正するため、医療保険者間で前期高齢者納付金を負担し合い、前

期高齢者が多い医療保険者にこの交付金として、社会保険診療報酬支払基金から再配分

を受けるものでございます。 

次に５行目、第５款県支出金は、決算額が１億７，３２３万９，１４５円でございま

す。 

県負担金といたしまして高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金を、また

県補助金といたしまして財政調整交付金を受け入れたものでございます。 



 - 54 - 

次に６行目、第６款共同事業交付金は、決算額が３億２，４４７万４２６円でござい

ます。 

高額医療費の発生による影響を緩和するために交付される高額医療費共同事業医療費

交付金、また、県内市町村国保間の保険税の平準化、財政の安定化を図るために交付さ

れます保険財政共同安定化事業交付金を受け入れたものでございます。  

次に７行目の第７款財産収入では、決算額が１２円でございます。国民健康保険財政

調整基金の預金利子で、同額を同基金に積立てをしております。 

次に８行目、第８款繰入金は、決算額１億９，４４９万９，４８４円でございます。 

国民健康保険事業の運営に必要となる人件費を含む事務経費及び療養給付費に係る町

負担などの法定の繰入金のほか、制度上におきます介護分の赤字を補填するための財源

を一般会計から繰り入れたものでございます。 

次に９行目、第９款繰越金でございますが、平成２３年度会計におきましても、実質

収支が赤字となったことから、決算余剰金は発生をしておりません。 

次に１０行目、第１０款諸収入は、決算額が１，２０８万７１円でございます。 

国民健康保険税の納付に伴う延滞金のほか、第三者行為により発生した保険給付に係

る損害賠償金、不正・不当な医療に係る返納金、７０歳以上の負担凍結に伴います療養

費等指定公費返還金が主なものとなっております。 

平成２４年度の国民健康保険事業の財政状況は、療養諸費が前年度よりも減尐したこ

とに伴い、単年度収支では黒字になったとはいえ、決して保険給付が減尐傾向に転じた

わけではなく、依然として厳しい状況が続いているものと考えているところでございま

す。 

このことから、引き続き医療費の適正化や保険税収入の確保に努めるとともに、国民

健康保険を取り巻く環境の変化に注目しながら、円滑な保険運営に努めてまいりたいと

考えているところでございます。 

以上で、認定第４号 平成２４年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についての説明といたします。何とぞよろしく御審議を賜りまして、原案どおり認

定いただきますようお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  木澤委員。  

○木澤委員 まず、国保の統一化のことなんですけども、この間、いろいろ動きがある中

で、だんだんと市町村に対してもその方針の説明なんかが行われてきていると思うんで
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すけども、会議にも出ていただいていると思いますので、その状況についてお尋ねして

おきたいと思います。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 国保の広域化につきましては、国のほうで平成２９年度を目途に国

民健康保険の保険者を各市町村から都道府県に移行することが、この国民会議の最終報

告を受け、また８月２１日のその工程また手順を定めましたプログラム法案の骨子の内

容でうたわれております。  

  そして、奈良県におきましても、これまで平成２７年度を目途に広域化に向けた環境

整備について、ワーキンググループを設けまして保険料の標準化に向けた取り組み等に

つきまして協議をしてまいりました。  

  また、国民健康保険の運営主体につきましては、昨年度のワーキンググループでの協

議では、現行法の枞内で可能な対応として、市町村及び県が組織する広域連合、今でい

う現行の後期高齢者医療制度の広域連合に準じる形というので運営主体を、それを運営

主体とし、市町村と共同で運営するということがおおむね確認をされ、今年度はこの運

営主体につきましては、広域連合と市町村の役割分担、またその広域連合設置におけま

す人員体制、また人件費、電算システム等の運営経費の負担等を協議する予定を行って

おりましたけれども、先ほど申しましたように、国のほうで平成２９年度に運営主体を

都道府県に移行するという中で、なぜ奈良県では平成２７年度に広域連合というものを

立ち上げるかという議論になりまして、それはおかしいのではないか、２年後に県単位

にしなければならないのに電算システム等多額の経費がそれでは無駄になるのではない

かといった意見が続出いたしまして、奈良県におきましても国の計画に沿って進むべき

ではないかといった意見が多く出されております。  

  そして、次回のこのワーキンググループでは、こうした国の動きに基づきまして、そ

の標準保険料等につきまして協議をしていくことになっております。  

  以上でございます。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 これまで進めようとしてきた形とは違う方向で国のほうが動いてきていると

いうことで、その動向については、しっかりと見ていかないといけないなというふうに

思うんですけども、この県による運営、一本化されたときに、保険料がなかなかこちら

のほうで設定できないという形になってくると思うんですが、それぞれの市町村によっ

て上がるところと下がるところとかいろいろあるというふうに思いますが、斑鳩町のケ
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ースで、今示されているような状況ではどんなふうになるんでしょうか。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 標準保険料の協議の中では、まず確認されたことといいますのは、

まず保険料を３方式で持っていくと。所得割、平等割、均等割。そして今課税している

資産割はなくしていくという方向で、それで応能応益を５０対５０でもっていくという

ことは確認をしております。  

  ただ、今現状の平成２４年度の奈良県の市町村の保険料の１人当たりの調定を見てみ

ますと、２．いくつかの開きがございます。吉野の山間とかの村と比べますと。そうし

た場合、この標準保険料を用いますと、そうした今低いところは当然ぽんと大きくはね

上がりますので、そうした場合、激変緩和措置をどうするのか。今、後期高齢者医療が

用いております不均一保険料、そうしたものを国民健康保険税でも用いるのかというこ

とは協議をしております。  

  また、昨年シミュレーションいたしました斑鳩町の場合、その標準保険料を用います

と、１人当たり四千いくらか今の現状より高くなりますけども、それを激変緩和措置を

用いまして、その上昇率に関係してそれを用いますと、千いくらかの上昇におさめられ

るというシミュレーションをいたしておりますけれども、これからの医療費の動向によ

ってはこういったシミュレーションはまだまだ変わってくるものと考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 あと、一本化されたときに保険料もかわってきますけども、斑鳩町が持って

いる累積赤字については、どんな形になるんでしょうか。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 今、斑鳩町では累積赤字が４億５千万、まあ精算も含めますと多分

４億９千万近くになると思いますけども、今度その県単位で統一化されるまでには、ま

だこの赤字が当然毎年ふえていくものと思われますので、その場合、県の統一化になっ

た場合、県はその赤字、市町村における赤字分は当然面倒は見てくれませんので、それ

は市町村単位で賄いなさいよということになっておりますので、当然一般会計から補填

してもらうなり、何らかの方法でその赤字というのは対処していかなければならないと

考えております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今そういう状況で協議がされているということで、これにつきましては、ま

だ不確定な部分もありますが、動向についてそれぞれ確認ができた段階で、またいろい
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ろと情報をいただきたいと思います。  

  そうしましたら、３２５ページのほうの、その差押えの関係なんですけども、２３年

度から２４年度にかけて差押えの件数もふえているんですが、実態としてはどういうも

のを差し押さえているのかというのと、いくら勧告してもコンタクトがとれないという

方に対しては、その後も結局コンタクトをとれないまま終わってしまっているのか。そ

の状況についてお尋ねしたいと思います。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 滞納世帯の中には、悪質なものもあれば、経済的に本当に苦しくて

払えないという世帯も当然ございます。そうした実態を十分に把握し見きわめることが

大切だと考えておりまして、被保険者と接触する機会をより多く確保いたしまして、一

括またあるいは納期内に納付が困難な場合は、その実態に即した納付計画を作成すると

ともに、病気等でやむを得ない場合につきましては、生活状況等の資料の提出を求める

などを行っております。 

  そして、どうしてもそういう悪質な場合につきましては、そういう法に基づいて、執

行停止も視野に入れた滞納処分を行っております。  

  それで、平成２４年度におきます滞納処分の実施状況ということでございますけども、

ここで２４年度では差押えで９件、そして交付要求で４件、合計１３件の滞納処分を実

施しておりますけれども、その差押えの内訳では、不動産が２件、そして預金で１件、

生命保険で４件、給与で１件、その他１件となっておりまして、このうち換価できたも

のが、生命保険の４件の５４万２，０００円となっております。  

  当然、年に何回かそういう滞納者につきましては、役場へ来て相談を受けてください

という案内も出しておりますし、この１月から３月におきましては、平日役場に来られ

ない人につきましては夜間納税相談、また１月から３月の日曜日、休日納税相談を行い

まして、そういった相談の窓口を開いております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 すみません。もう一つ聞いてました、その後コンタクトをとれているのかど

うかですね。 

○嶋田委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 どうしても再三自宅とかお伺いもしまして、また来庁依頼のそうい

う文書を投簡いたしても連絡がとれない場合につきましては、そういう所得の状況等を

実態調査をかけまして、そういう法に基づいて差押えのほうへ進んでいきますけども、



 - 58 - 

それでもなかなか納められないものにつきましては、当然、執行停止、財産がない場合

は執行停止を視野に入れて、３年間様子を見て、それでももう払わない場合は不納欠損

という形で処理をしております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 せやからこの合計１３件、ほとんど連絡がとれないということで理解してお

いていいんですかね。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 滞納があった場合、当然即に差押えという、には持っていきません

ので。当然すぐにしませんので、まずこの前段階で、当然差押えの予告通知等を持って

いきますので、その間に何らかのアクションが向こうから持ってきます。それでも当然、

そういう向こうから何の返答もない場合は、そういった次の段階に進んで差押えに持っ

ていくということでございます。  

  それで、ここに載せています合計１３件につきましては、全員にコンタクトはとれて

おります。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 それでも差押えに至っているということで、全くとれない、わからない状況

の中で行っているわけではないということでは理解をしておきます。 

  そうしましたら、３２８ページのところなんですけども、この短期保険証の交付状況

がありますけども、この間、１８歳以下の子どもがいるご家庭に対しては、こうした短

期保険証が発行される中で、窓口でとめ置いている状況をなくしていくということで対

応してきていただいてますけども、その状況について再度確認をさせていただきたいと

思います。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 平成２４年度の当初の窓口でのとめ置き件数は１３７件ございまし

た。そのうち１８歳未満の子どもがいる世帯は１６世帯で、１８歳の子どもが３２人ご

ざいましたけれども、全員に正規証を発行をしております。  

  そして、平成２５年度、今年度ですけども、窓口でのとめ置き件数は１０５件、そし

て１８歳未満の子どもがいる世帯は１９世帯で３９人の１８歳未満の子どもがおられま

すけども、全員に正規証を渡しております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 この間、国からのいろいろそうした通達もありましたけども、町のほうとし
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ても、意識を持ってそういう形で行っていただいているというふうに確認できて安心は

しています。ただ、それ以外の部分でも、なかなか再三町のほうからも連絡はしている

けど、やはり窓口にとめ置いている状況というのもあると思いますので、引き続き町の

ほうもコンタクトをとれるような、相談体制も充実していただいてますけども、なかな

かお越しいただけないようなところは電話とか訪問なんかも利用して、コンタクトをと

っていただけるようによろしくお願いしておきます。  

  それと３３３ページのほうなんですけども、出産育児一時金のところで、午前中にも

他の委員さん、別のところで質問されてはいましたけども、出産の人数ですね、国保の

中の出産人数がこうして件数、これも見てみますと、多いときは年間４０人ぐらい出産

されていましたけども、それがだんだん減ってきているということで、町のほうとして

は、出産育児一時金の制度自体は、国の補助金がなくなってもずっと続けてもらってま

すし、本人が立て替えなくても、もう町のほうから払うという形で、制度は改良されて

きてますけども、なかなかその出産の人数がふえないなという状況について、要因なん

か考えられることですね、担当課ではどんなふうに分析されていますか。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 昨年度の斑鳩町の出生人数が２３２人いうことで、前年度より２２

人の減尐ということで、そしてこの中で国保加入者の出生者数が２３年度では２８人か

ら昨年度は２１人で７人減尐しているということで、単純に言えば国保加入者の若い世

代の方の出産が尐なかったということしかちょっと今のところ把握はできておりません。

国保の年齢別の加入者につきましてもちょっと申しあげますと、斑鳩町の２４年度末の

国保の加入者の年齢構成を申しあげますと、零歳から１０歳台が全体の９％、そして２

０歳台が全体の６．２％、３０歳台が全体の９％、４０歳台が全体の９．２％、５０歳

台が全体の１０．１％、６０歳台が全体の３４．８％、７０歳台が全体の２１．７％と

なっておりまして、斑鳩町の国保加入者の平均年齢が大体５３歳となっております。  

  ちなみに、協会健保では平均年齢が３６歳、そして健保組合では３３．８歳、共済で

は３３．４歳となっております。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 定年退職された方が国保に加入するという状況がふえてきているというのは、

この間もずっと報告いただいてますけど、若年層の占める割合というのは年が経過する

ごとに増減というのはどうなっているんでしょうか。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 
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○寺田国保医療課長 国保加入者の若年者の占める割合いうのは、毎年そう大きくは変わ

っておりません。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 若年層が、例えばごっそり減っているということであれば、出産数が減って

いることについても、よその健康保険組合のほうに移って出産されている可能性もある

かなと、ちょっと思いましたけど、なかなかそういう分析も難しいのかなというふうに

思いますが、やっぱり生んでもらうというのは難しいですけども、今、町のほうでも子

育て支援の政策には力を入れていただいてますし、合計特殊出生率自体は改善はしてき

てますので、あとはまあやっぱりどうその数をふやしていくかという、そういうところ

についてはまた改めて研究のほうしていっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをしておきます。  

以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  （「なし」と呼ぶ者あり  ） 

ないようですので、これをもって国民健康保険事業特別会計に対する質疑を終結いた

します。  

続いて、認定第７号 平成２４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての審査に入ります。  

理事者の説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、認定第７号  平成２４年度斑鳩町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算の認定につきましてご説明申しあげます。 

まず議案書を朗読いたします。  

認定第７号  

平成２４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

平成２５年９月２日提出 

斑鳩町長 小城利重  

失礼して、座らせていただきます。  

それでは、平成２４年度歳入歳出決算書の４０ページをお開きいただきたいと思いま
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す。 

平成２４年度の介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が１８億６，６３９

万３，０４６円、歳出総額が１８億３，０４７万６，５９２円となり、歳入歳出差引額

は３，５９１万６，４５４円の歳入超過となっております。 

それでは、決算の状況につきまして、歳出の部からおのおの款ごとに説明を申しあげ

たいと思います。 

初めに、主要な施策の成果報告書３５６ページから３６０ページの、第１款総務費で

ございます。 

款全体では、予算現額５，１７２万１，０００円に対しまして、決算額は４，７６７

万９，９９９円で、執行率は９２．２％でございました。 

まず、３５６ページ、第１項総務管理費でございます。  

予算現額は２，８１４万２，０００円に対しまして、決算額は２，７４７万１，９５

８円で、執行率は９７．６％でございます。  

この科目は、介護保険にかかわる職員の人件費のほか、電算ソフト使用料や国民健康

保険団体連合会への負担金などが主なものでございます。 

次に、３５７ページから３５８ページまでの第２項徴収費でございます。  

予算現額は１４４万５，０００円、これに対しまして決算額は１３７万８，３５５円

で、執行率は９５．４％でございます。 

この科目は、介護保険料の賦課徴収事務に係る経常的な経費の支出がその主なもので

ございます。 

平成２４年度の介護保険料は、平成２４年度から平成２６年度までを計画期間とした

第５期介護保険事業計画で見込んでいる給付額に基づき、年間基準額５万８，７００円

をもって賦課を行ったものでございます。 

３５７ページの表でございます。  

まず、現年度分の保険料でございます。  

現年度分の調定額でございますが、まず特別徴収は３億９，８０８万６，６９０円、

普通徴収が４，３６２万３，２４０円でございました。また、滞納繰越分の保険料につ

きましては、調定額は普通徴収で８１９万６，５４０円でございました。  

現年度分と滞納繰越分を合わせた調定額の合計は４億４，９９０万６，４７０円でご

ざいました。  

収納状況についてでございます。現年度分の特別徴収は１００％の収納率ではあるも
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のの、普通徴収につきましては、還付未済を除けば、納付額が３，９４５万４，０５０

円であり、収納率は９０．４％、還付未済を除いた現年度分の収納率が、普通徴収で対

前年度５．３ポイント上昇したこととなったことから、全体では、対前年度０．３ポイ

ント上昇し、９９．１％となったところでございます。 

次に、３５９ページの第３項介護認定審査会費でございます。  

予算現額２，０５１万９，０００円に対しまして、決算額は１，７３０万３，５７１

円で、執行率は８４．３％でございます。 

介護認定審査会を設置しています王寺周辺広域休日応急診療施設組合に対する負担金

や認定調査、主治医意見書の作成に係る経費が主なものでございます。  

同じページの第４項趣旨普及費では、予算現額１５０万円に対しまして、決算額は１

４６万６，１１５円で、執行率は９７．７％でございます。 

この科目は、介護保険制度を周知するため、保険料額の決定の際に配布する啓発パン

フレットなどを作成した経費でございます。  

次に、３６０ページの第５項介護保険運営協議会費でございます。予算現額８万円に

対しまして、決算額は６万円で、執行率は７５％でございます。 

この科目は、介護保険運営協議会の開催に係る経費を支出したものでございます。 

次に、同じページ、第６項の地域包括支援センター運営協議会費では、予算現額３万

５，０００円でありましたが、執行はございませんでした。  

この科目は、地域包括支援センター運営協議会の委員の報償費でございますが、同委

員は全て介護保険運営協議会の委員でもあり、平成２４年度に開催しました２回の協議

会は、いずれも介護保険運営協議会と同日に開催したものであったため、執行がなかっ

たものでございます。  

続きまして、３６１ページから３６４ページの第２款介護給付費でございます。 

款全体では、予算現額１７億７，５９３万円に対しまして、決算額は１７億２，１４

４万５，９９６円で、執行率は９６．９％でございました。 

介護給付費は、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、介護サービスや介

護予防サービスを受けたときに、その費用の９割に当たる保険給付を支出する科目であ

り、介護保険事業特別会計の歳出予算の大半を占める科目でございます。 

第５期事業計画の初年度である平成２４年度の介護給付費総額の事業計画上の執行割

合は約９５％でございました。  

まず、３６１ページの介護サービス等諸費では、予算現額１５億９，５２２万１，０
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００円に対しまして、決算額は１５億４，５６０万８，９１２円で、執行率は９６．

９％でございます。 

この科目は、要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス、施設サービス、ケアプラ

ン作成、福祉用具購入、住宅改修等に係る給付でございます。 

このうち最も給付額が大きいのは、居宅サービスに係る経費であり、次いで施設サー

ビスとなっているところでございます。 

３６２ページの第２項介護予防サービス等諸費では、予算現額は７，５１９万８，０

００円に対しまして、決算額は７，４９７万４６０円で、執行率は９９．７％でござい

ます。 

この科目は、要支援認定を受けた被保険者の居宅サービス、ケアプランの作成、福祉

用具の購入、住宅改修等に係る給付でございます。 

次に、第３項その他諸費では、予算現額２４９万９，０００円に対しまして、決算額

は２４９万８，７４５円で、執行率は９９．９％でございます。 

この科目は、保険給付に係る審査支払手数料であり、国民健康保険団体連合会に支出

したものでございます。 

次に、３６３ページの第４項高額サービス等費では、予算現額３，３７０万２，００

０円に対しまして、決算額は３，３６９万６，０７３円で、執行率は９９．９％でござ

います。 

自己負担額が一定額を超えた場合などにその超過額を給付する高額介護サービス費及

び高額介護予防サービス費を支出したものでございます。 

次に、同じページの第５項高額医療合算サービス等費でございます。予算現額７１１

万円に対しまして、決算額は２４７万５，７１６円で、執行率は３４．８％でございま

した。 

この科目は、介護保険の限度額と国民健康保険や後期高齢者医療などの医療保険の限

度額をそれぞれ適用した後、年間の自己負担額を合算して、その額が所得に応じた負担

限度額を超えた場合、その超過額のうち、介護保険に係る負担割合を支出したものでご

ざいます。 

次に、３６４ページの第６項特定入所者介護サービス等費では、予算現額６，２２０

万円に対しまして、決算額は６，２１９万６，０９０円で、執行率は９９．９％でござ

います。 

低所得の要介護認定者等が、施設サービスや短期入所サービスを利用したとき、食費
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や居住費に係る自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過額を保険から給付するも

のでございます。 

続いて、３６５ページの第３款基金積立金でございます。 

予算現額２，０５８万５，０００円に対しまして、決算額は２，０５０万９，７９３

円で、執行率は９９．６％でございます。 

平成２３年度の決算における給付関係の実質的な黒字収支分及び介護保険者が所管す

る介護保険給付費準備基金の運用益等を積み立てたものでございます。  

さらに平成２４年度では、奈良県介護保険財政安定化基金の取崩しに伴う交付金１，

５８３万９，８１７円についても積立てを行ったところでございます。平成２４年度末

現在高は４，７９１万９，４４９円でございます。 

続いて、３６６ページから３７４ページの第４款地域支援事業費でございます。 

款全体では、予算現額４，２１５万１，０００円に対しまして、決算額は３，０６０

万６，１５３円で、執行率は７２．６％でございます。 

まず、３６６ページから３７０ページの第１項介護予防事業費では、項全体の予算現

額８２２万３，０００円に対しまして、決算額は６９５万５，２８６円で、執行率は８

４．６％でございます。 

この介護予防事業費は、一次予防事業費と二次予防事業費により構成されております。  

３６６ページからの一次予防事業は、原則として二次予防事業対象以外の高齢者を対

象といたしまして、主に運動指導士等による転倒防止・運動器の機能低下予防に関する

教室の開催等を行ったものでございます。  

また、３６８ページからの二次予防事業は、将来要介護状態となるリスクの高い虚弱

な高齢者に対しまして、運動指導や栄養の相談、口腔機能に関する教室等を行うことに

より、転倒防止や生活機能の向上を図ったものでございます。 

なお、３７０ページの健康づくり高齢者の把握では、二次予防事業対象者の把握のた

め、生活機能に関するチェックリストについて、平成２３年度は要介護・要支援認定者

を除く高齢者全員を対象としていましたが、平成２４年度では、要介護・要支援認定者

を除く６５歳到達者と、これまで未回収となっている高齢者を対象に実施いたしました。  

また、地域包括支援センターにおいて、チェックリストをもとに事業参加の可能性や

意向を確認し、それぞれに応じたサービスの提供を実施したところでございます。 

次に、３７１ページから３７４ページの第２項包括的支援事業・任意事業費では、項

全体で予算現額３，３９２万８，０００円に対しまして、決算額は２，３６５万８６７
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円で、執行率は６９．７％でございました。 

包括的支援事業・任意事業費は、包括的支援事業費と任意事業費により構成されてお

ります。 

まず、３７１ページの包括的支援事業費でございますが、斑鳩町地域包括支援センタ

ーの運営に係る経費で、その事業運営を斑鳩町社会福祉協議会に委託いたしました。  

斑鳩町地域包括支援センターには、センター長ほか、社会福祉士、看護師、主任ケア

マネジャーを配置しておりまして、高齢者の相談や二次予防事業対象高齢者を把握する

とともに、介護予防サービスを希望される方に介護予防プランを作成し、運動器の機能

向上、栄養改善等、地域支援事業等の各種サービスの利用の勧奨に努めたところでござ

います。 

次に、３７２ページからの任意事業費でございます。 

まず、家族介護教室の実施では、高齢者を介護している家族に対して知識や技術を習

得してもらうため、家族介護教室を開催したものでございます。また、家族介護用品の

支給として、常時失禁状態にある高齢者を介護されている一定の所得の範囲内の方を対

象に、紙おむつや寝巻き、パジャマ、おむつカバー等の介護用品を支給し、家族介護を

支援したものでございます。  

さらに、３７３ページでございますが、徘徊高齢者家族支援サービスの提供として、

認知症の高齢者が徘徊した場合に早期に発見できるシステムの使用料を助成し、家族の

介護における負担の軽減に努めたところでございます。 

また、３７４ページでございますが、身体等の理由により調理が困難な方や栄養バラ

ンス面で問題のある方に対しまして、居宅を訪問して昼食を配食しながら高齢者の安否

確認を行う配食サービスの提供、あるいはひとり暮らしの高齢者が万一の緊急事態に救

急や支援を求めることができるよう緊急通報装置の設置を行ったところでございます。 

続きまして、３７５ページの第５款諸支出金でございます。 

款全体の予算現額１，０７７万２，０００円に対しまして、決算額は１，０２３万４，

６５１円で、執行率は９５．０％でございます。  

平成２３年度以前の第１号被保険者の保険料の還付金及び国・県の支出金や支払基金

交付金の超過交付の返還金でございます。 

続いて、同ページの第６款予備費でございます。 

予算現額１００万円でございましたが、２４年度の充用はございませんでした。  

続きまして、歳入の決算の状況について説明をいたします。  
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３５４ページにお戻りいただきたいと思います。 

第２表といたしまして、本特別会計の歳入決算の内訳を記載しております。   

国保特会と同様に、この決算額は千円単位で表記しておりますが、円単位で説明を申

しあげたいと思います。 

まず１行目、第１款保険料でございます。  

決算額は４億３，９７６万６，４７０円でございます。  

保険料の状況につきましては、歳出で説明いたしましたので割愛をさせていただきた

いと思います。 

次に２行目、第２款使用料及び手数料です。  

決算額は４，４００円でございます。保険料に係る督促手数料でございます。 

次に３行目、第３款国庫支出金は、決算額が３億６，２９０万８，８１９円でござい

ます。 

国庫負担金として介護給付費負担金を、また、国庫補助金として調整交付金及び地域

支援事業交付金を受け入れたものでございます。  

次に４行目、第４款支払基金交付金は、決算額が４億９，９１１万６，０００円でご

ざいます。 

支払基金交付金として、介護給付費交付金と地域支援事業交付金を受け入れたもので

ございます。 

次に５行目、第５款県支出金は、決算額が２億６，１５２万６５５円でございます。 

県負担金として介護給付費負担金を、また、県補助金として地域支援事業交付金を受

け入れたものでございます。 

次に６行目、第６款財政安定化基金事業交付金は、決算額が１，５８３万９，８１７

円でございます。 

介護保険料の未納や給付費の見込誤りによる保険者の財政不足に対応するために設置

されました奈良県介護保険財政安定化基金について、平成２４年度に限り、基金を取り

崩して保険料の上昇緩和に充てることができる特例が定められたことに伴いまして、奈

良県介護保険料抑制市町村特例交付金を受け入れたものでございます。  

なお、当該交付金につきましては、その全額を介護保険給付費準備基金に積立てをい

たしました。  

次に７行目、第７款財産収入では、決算額が７万２，８３２円でございます。介護保

険給付費準備基金の利子でございます。 
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次に８行目、第８款寄附金でありますが、平成２４年度では、寄附金の受け入れはご

ざいませんでした。  

次に９行目、第９款繰入金は、決算額が２億７，１４７万１，９８６円でございます。  

一般会計からの繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業費繰入金、職員給与費繰

入金及び事務費の繰入金でございます。 

また、基金繰入金は、介護保険給付費準備基金から受け入れたものでございます。 

次に１０行目、第１０款繰越金は、決算額が１，５３６万７，２４９円でございます。

本特別会計の平成２３年度の決算におきまして、歳入決算額が歳出決算額を上回ったこ

とから、その差引額を平成２４年度に繰り越したものでございます。 

最後に１１行目、第１１款諸収入は、決算額が３２万４，８１８円でございます。 

諸収入の主なものは、奈良県国民健康保険団体連合会の平成２３年度決算剰余金に係

る返還金を受け入れたものでございます。 

平成２４年度の介護保険の給付量は、事業計画の範囲内で収まりましたものの、増加

傾向がとどまったというわけではございません。あと２年間の給付量には十分留意しな

ければならないことは当然でございますが、要支援者の給付が変更となるかもしれない

介護保険改革の動向にも十分注意しながら、今後も安定した保険運営に努めてまいりた

いと考えております。  

以上で、認定第７号 平成２４年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての説明といたします。何とぞよろしくご審議を賜りまして、原案どおり認定い

ただきますようお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  木澤委員。  

○木澤委員 ３６６ページのところですけども、監査委員さんの意見書でも指摘がありま

したけども、地域密着型介護サービス給付費と施設介護サービス給付費が見込みを下回

ったというふうに、よるもんだということで。この、ページが違いますんで。  

  一般被保険者療養給付費の上半期においての見込みを、せやから上半期が予算の見込

みを上回るペースで給付されていたので、その修正をかけたら、下半期で見込みを下回

ったと。 

  すみません。決算審査意見書の３ページのところの下に書いてある部分ですけども、

下から５行目のところですね。地域密着型介護サービス給付費と施設介護サービス給付

費が見込みを下回ったということで不用額が出てきてますけどもということで指摘があ
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ると思うんですけども、何で不用額が出ているのかなという点について、お尋ねしたい

と思います。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 予算等におきます見積りにつきましては、これ過去の実績であったり、

今後の見通しをもとに積算をさせていただいているところでありますけども、実際の実

績額がその見込み額を下回ったということで、不用額等が出ているものでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 先ほど部長、説明の中で、給付費全体については伸びているということで説

明はいただいてますけども、この事業に関して、そしたら実績として今までより減って

いるということではないんですか。  

○嶋田委員長  いけますか。答えられますか。休憩しましょうか。 

  暫時休憩いたします。  

（ 午後 ２時０６分  休憩 ） 

（ 午後 ２時０８分  再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。  

  植村住民生活部長。 

○植村住民生活部長 ３６１ページに介護サービス等諸費で、介護サービスの状況という

のがございます。この中では、平成２３年度に比べますと、上から３行目で、地域密着

型介護サービス給付費がございまして、若干ですけれども、２３年度よりは上昇してい

る状況でございます。また、上から５行目ですけれども、給付額は、これが施設サービ

スですけれども、２３年度から２４年度にかけては上昇しているということで、基本的

には私、説明の中では、介護給付費は増加傾向にあると申させていただきました。  

  監査委員さんの意見書の中では、サービス費が見込みを下回っているというふうに書

いてはいただいてますが、これは予算に関しては下回ったということにはなりますけれ

ども、給付そのものは上昇傾向にあるという認識を持っているところでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そしたら、特定の原因があって、なんか事業全体の給付量が下がっていると

いうことではないということで理解をしておきます。  

  それとですね、３６８ページのところで、栄養の改善ということで上げていただいて

いますけども、これがどこに書いてあったか忘れましたけども、これまで栄養士を雇っ

て栄養改善の指導をするというふうに見込んでいた部分が、栄養士を雇うまでもなく対
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応できるということで、これ確か不用額か何か出ていたと思うんですね。ただ、この関

係でもう２４年度で回数と人数についてはふえてきているという中で、今後の対応とし

てはどういうふうに考えておられるのか、そういう点についてお尋ねしておきたいと思

います。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 今回、栄養の改善のところで前年度と比べまして８３万９，５４７円、

事業費のほうが減尐しております。こちらにつきましては、平成２３年度について、保

健センターに栄養士を配置して常に栄養相談できる体制をとっておったところなんです

けども、より効率的に相談に応じるというところで、２４年度からは対象者を選定して

栄養改善教室という形に切り替えをさせていただいたものでございます。  

  なお、個別の相談につきましては、保健センターとも連携する中で、センターで毎月

行われている栄養相談、こちらのほうを紹介するとして、その対応をさせていただいた

ところでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そういうふうに連携をとっていただいて対応していただいているということ

で、今後もそういう形で対応していただくということで理解しておきたいと思います。 

  それともう１点ですね、３７１ページなんですけども、地域包括支援センターの運営

のところで、これ委託料が減になっているんですけども、この減の理由についてお尋ね

をしたいと思います。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 こちらの委託料のほうがおよそ１８０万減となっております。こちらに

つきましては、一般会計のほうの障害福祉のリフト付バスの運行、こちらのほうでもご

説明のほうをさせていただいておるんですけども、社会福祉協議会の全体の予算の中で、

職員の人件費とその経費を割り振りされておられまして、その関係で今回、対前年に比

べてマイナスになったというところでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうしますと、事業自体が減になっているとか、その地域包括支援センター

の体制が弱くなっているということではないというふうに理解しておいていいですかね。  

○嶋田委員長  本庄福祉課長。 

○本庄福祉課長 そのとおりでございます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって介護保険事業特別会計に対する質疑を

終結いたします。  

続いて、認定第８号 平成２４年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査に入ります。  

理事者の説明を求めます。  

植村住民生活部長。  

○植村住民生活部長 それでは、認定第８号  平成２４年度斑鳩町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定につきましてご説明申しあげます。 

まず、議案書を朗読いたします。  

認定第８号  

平成２４年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

平成２５年９月２日提出 

斑鳩町長 小城利重  

それでは、平成２４年度歳入歳出決算書の４６ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

平成２４年度の後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が３億１，４８８

万７，８１３円、歳出総額が３億１，４８３万７，５１３円となり、歳入歳出差引額は

５万３００円の歳入超過となっております。  

なお、出納整理期間中に収納のありました保険料等につきましては、平成２５年度会

計に繰り越しした上、奈良県後期高齢者医療広域連合に納付することとなっております。  

それでは、決算の状況について、歳出の部から款ごとにご説明申しあげたいと思いま

す。 

初めに、主要な施策の成果報告書３７９ページから３８１ページの第１款総務費でご

ざいます。 

款全体では、予算現額４５０万４，０００円に対しまして、決算額４０７万３，２２

８円で、執行率は９０．４％でございます。  

まず、３７９ページの第１項総務管理費では、予算現額１３６万７，０００円に対し

まして、決算額は１１２万８，１１１円で、執行率は８２．５％でございます。 
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後期高齢者医療の資格管理事務の執行に係る経費などを支出いたしているところでご

ざいます。 

平成２４年度末現在における被保険者は３，３６３人、総人口に占める割合は１１．

８％でございます。 

次に、３８０ページから３８１ページの第２項徴収費では、予算現額３１３万７，０

００円に対しまして、決算額は２９４万５，１１７円で、執行率は９３．９％となって

います。  

被保険者に対しまして、奈良県後期高齢者医療広域連合長の名前で保険料額決定通知

書を、また、斑鳩町長名で保険料納付通知書を交付するとともに、保険料の収納管理を

行っております。 

平成２４年度の保険料の状況についてでございますが、現年度分の調定額は２億５，

４６７万７，７００円、収納額は２億５，３７２万２，９００円で、収納率は９９．

６％と前年度より０．１％の増となっております。 

また、滞納繰越分では、調定額が２５７万９００円、収入額１１５万８，２００円で、

収納率は４５．１％でございました。 

続いて、３８２ページの第２款後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

予算現額３億２，５６８万８，０００円に対しまして、決算額は３億９７８万５，１

８５円で、執行率は９５．１％でございます。 

広域連合事務費負担金、また、町が徴収いたしました保険料及び保険基盤安定負担金

を奈良県後期高齢者医療広域連合に納付いたしました。  

続いて、３８３ページの第３款諸支出金でございます。 

予算現額１７４万２，０００円に対しまして、決算額は９７万９，１００円で、執行

率は５６．２％でございます。 

軽減の認定や死亡などによりまして納め過ぎとなった保険料の還付となっております。  

同じページの第４款予備費でございますが、２４年度は充用がございませんでした。  

続きまして、歳入の決算の状況について説明をいたしたいと思います。 

３７７ページにお戻りをいただきたいと思います。  

第２表といたしまして、本特別会計の歳入決算の内訳を記載しております。  

これも先ほどと同様に、決算額は千円単位で表記しておりますが、円単位でご説明申

しあげたいと思います。 

まず１行目、第１款後期高齢者医療保険料でございますが、決算額が２億５，４８８
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万１，１００円でございます。 

保険料につきましては、歳出で説明いたしましたので、割愛させていただきたいと思

います。  

次に２行目、第２款使用料及び手数料は、決算額が１万４，５５０円でございます。 

これは、督促手数料でございます。 

次に３行目、第３款寄附金でございますが、平成２４年度は寄附がございませんでし

た。 

次に４行目、第４款繰入金は、決算額が５，８５０万９，１６３円でございます。 

後期高齢者医療制度の運営に必要となる町及び広域連合の事務経費を一般会計から繰

り入れるとともに、保険料の所得に応じた均等割軽減分及び被用者保険の被扶養者であ

った被保険者の軽減分を補うために必要となる県及び町負担金分を一般会計から繰り入

れたものでございます。 

次に５行目、第５款繰越金は、決算額が１２３万４，１００円でございます。 

平成２３年度会計における出納整理期間中に収納のあった後期高齢者医療保険料等の

繰り越しでございます。 

最後に６行目、第６款諸収入は、決算額が２４万８，９００円でございます。 

後期高齢者医療保険料の納付に伴う延滞金のほか、保険料の償還に伴う広域連合から

の還付金が主なものでございます。 

老人医療制度から後期高齢者医療制度に移行して５年が経過いたしまして、制度は定

着してまいったものと思っております。高齢者が安心して医療が受けられるよう、今後

も親切丁寧な対応に心がけてまいりたいと考えております。  

以上で、認定第８号 平成２４年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定についての説明といたします。何とぞよろしくご審議賜りまして、原案どおり認定い

ただきますようお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。  

  木澤委員。  

○木澤委員 後期高齢者医療制度については、２年ごとに保険料の見直しが行われまして、

この２４年度についても、保険料の値上げが行われていますが、１人当たりにしますと、

５，７５２円、８．９６％の値上げとなりましたが、その全体の金額、値上げによる影

響というのは、このどこの部分を見るとわかるんでしょうか。  

○嶋田委員長  寺田国保医療課長。 
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○寺田国保医療課長 今、委員が申されましたように、後期高齢者医療の保険料につきま

しては、均等割と所得割の２本立てで、２年ごとに見直しをされることになっておりま

す。 

  平成２４年度では、所得割が８．１％、そして均等割が４万４，２００円となりまし

て、前年度の２３年度と比較しますと、所得割で０．４％、そして均等割で３，４００

円の増となっております。そして、施策の成果の３８０ページの真ん中の表の保険料の

状況（現年度分）というのを見ていただければと思っております。  

  平成２４年度の調定額で、合計で２億５，４６７万７，７００円。そして平成２３年

度の保険料の調定が２億３，２４１万７，３００円となっておりまして、調定で約２，

２２６万円の増。そして次の収入済額を見ていただきますと、平成２４年度が２億５，

３７２万２，９００円、そして２３年度が２億３，１３１万３，９００円で、収入済額

で約２，２４０万９，０００円の増となっていることがわかると思います。  

  前年度と比較して、被保険者の人数も約１２６人ふえておりますので、一概に単純に

率とかが上がってこれだけふえたということが言えないかもわかりませんけども、そう

いう状況でございます。 

○嶋田委員長 木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。また、あれですね、いろいろ含めた金額でその増になってい

るけども、そのうちでまた含まれているということで、また確認したいと思います。  

  もう１点ですね、わかる範囲で教えていただければと思うんですけども、もともと民

主党政権のときには、後期高齢者医療制度を廃止をするという方向でいっていたと思う

んですけども、これも政権がまたかわって、今、自民党政権に戻ったということで、今

後の見通しというのが非常に本当にどうなっていくのかよくわからない状況だと思いま

す。 

  市町村もその制度が変わるごとに振り回されて、非常に職員さんも大変な思いをされ

てきてますし、住民の皆さんもなかなか制度についての理解もできないままきていると

思いますが、この後期高齢者医療制度についての今後の見通しなんかがわかれば、わか

る範囲でお答えいただければと思います。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 今現在、自民、公明、民主３党が税の改革等の関係やっています。民主党は

そういうことで再開するとか脱会するとか言ってますけども、今、その、まさにそうい

うことをやっている中で、この関係等については、自民党の時分にできたんですから、
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それを民主党さんが廃止するとおっしゃったけども、それはなかなか一遍つくったもの

はなかなか廃止できません。ただ、税の関係等について、国がどういう形でしていくの

か、今もこの国民健康保険もずっとこれ過去からこういう議論はあるんです。あっても

全く改革できないんです。改革できないというのは、結局市町村の中でも赤字の多いと

ころとやっぱり黒字のところもあるんです。  

  その状況をどうするかという問題で、県に委託したらええとかいろいろなことを言い

ますけども、保険料そのものは絶対に県とか国は賄ってくれません。あのときでも一緒

です。合併をしたら、もう借金している財政は皆返さんでもええというような関係をし

ても絶対それは返してもらわないかんと。これはもう当然のことですから。やっぱりそ

ういうことの中でどうあるべきかということを、今、税の体系でですね、これからまた

消費税の問題がございますから、消費税がそういうその社会福祉に回していくというこ

とであれば、そういうことについても、これからそういう議論が進んでいくのではない

かということでございますので、まだ今、様子を、きょうの新聞でもある程度厚生労働

省が示したやつが出てましたけども、これからこういう形でやると。今も７０歳から７

５歳は１割を２割にしていこうということも出てますように、いろいろ変わってくると

思います。まあせやけど、後期高齢者そのものについては、基本的にはこれは、この制

度はこのまま続くと思います。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 私のほうもこの後期高齢者医療制度については、制度ができた当初から、年

齢によって医療を差別するという、そういう制度だと問題指摘もしてきましたし、それ

で２年ごとに改定される保険料も値上げですね。高齢者がふえてお医者さんにかかれば

かかるほど保険料がふえていくとんでもない制度だということで問題だというふうに申

しあげてきましたが、国のほうも今後そうした、本来であれば国民の健康を守るという

のは、国の責任として行っていくべきだと思いますが、どんどんと国の負担については

下がってきていますし、町長もおっしゃいましたけども、国保についたかって、もとも

と５０％近くあった国の負担が今は２０％台に下がってきているということで、どんど

んやっぱり福祉については後退していってます。  

  町のほうについては、特にこの後期高齢者医療制度なんかっていうのは、事務をやっ

ていただいているという状況ではありますが、やはり住民の皆さんにとって保険料が引

き上がっていくという点については、看過できない問題だというふうに思っていること

を申しあげておきたいと思います。  
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○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり ） 

○嶋田委員長  ないようですので、後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終結いたしま

す。 

これをもって、住民生活部所管に係る決算審査を終わります。  

１４時５０分まで休憩いたします。  

（ 午後 ２時２７分 休憩 ） 

（ 午後 ２時５０分 再開 ） 

○嶋田委員長  再開いたします。 

それでは、都市建設部、上下水道部所管に係る決算審査に入ります。  

まず初めに、第２款総務費について説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長 それでは、第２款総務費のうち、都市建設部が所管いたします事業

につきましてご説明をいたします。  

失礼ですが、座って説明させていただきます。  

平成２４年度歳入歳出決算書の７８ページから７９ページで、主要な施策の成果報告

書の１０７ページから１０８ページでございます。 

それでは、決算書の７８ページ、施策の成果の報告書の１０３ページをご覧いただき

たいと思います。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第６目企画費であります。  

予算現額１億６，３８３万円に対しまして、決算額１億４，７３９万８，８２２円で、

執行率は８９．９％となっております。  

友好都市交流の推進でございます。友好都市でございます長野県飯島町、大阪府太子

町、兵庫県太子町を初め、法隆寺ゆかりの都市文化交流協定を締結いたしました神奈川

県小田原市、そして正岡子規ゆかりの地であります愛媛県松山市と物産交流を図り、地

域産業の活性化と観光客の誘致を図りました。  

次に、第８目交通安全対策費であります。  

主要な施策の成果報告書の１０７ページをお願いします。  

予算額８４１万円、決算額８１４万９，５９８円で、執行率は９６．９％となってい

ます。 

交通安全に対する意識の高揚を図り、交通安全対策の推進を目的に、財団法人奈良県



 - 76 - 

交通安全協会西和支部協会斑鳩町分会などの交通安全活動団体の協力を得て、交通安全

週間や各種イベントにおける啓発・普及活動を初め、幼児・児童に対して交通安全教室

の開催を行ってまいりました。また、それらの交通安全活動に積極的に取り組んでおら

れます交通安全活動団体に対しまして支援を行ってまいりました。  

また、道路反射鏡及び各種路面表示や標識などの交通安全施設の整備及び補修を行い、

交通事故の未然防止に努めてきたところでございます。  

今後も、交通安全活動団体及び住民の皆様方の協力をいただきながら、交通安全の啓

発や施設整備に取り組んでまいります。 

以上で、第２款総務費のうち、都市建設部が所管いたします事項の決算の概要でござ

います。よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

  伴委員。  

○伴委員 １０８ページの下のほうの交通安全施設の整備ですねんけど、２３年度でした

ら５００万切ったぐらいで、今回７３７万ですか。これ、金額上がっているのは、どの

辺がえらい力を入れてくれはりましてんやろ。 

○嶋田委員長  川端建設課長。 

○川端建設課長 特に力を入れたということはないんですが、反射鏡とか、そういうもと

もとのその修繕箇所がかなりふえてきておりますので、全体的に上がってきたと、維持

費のほうが上がってきたという状態になります。  

○嶋田委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。  

  小林委員。  

○小林委員 私も交通安全施設の整備についてなんです。１０８ページの同じところなん

ですけれども、町として、警察関係なく町としてできる範囲は住民さんの安全確保には

努めていただいているんですけれども、改めて、古い昔の斑鳩町の生活実態にあわせて

今の規制がされている。それで今私たちが生活している新しい世代、新しい住民さんが

来られて交通というか、ルートが変わってくる。また、生活環境も変わってくる中で、

新しい交通規制をしたいなと思って、今の生きている人らが安全に生活できるように新

しい交通ルールにしたいなと思っても、どうしても昔の規制、昔にひかれた横断歩道な

り、そういう規制に、規制が優先されて、今生きている私たちが何か遠慮しながら交通

規制をかけていくという状態なんですけれども、そうなってきたら同じ規制、同じただ

の白線とかを引くよりは、今先進地で行われている新しい、新しいというか、その言い
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方ちょっと変にすると、奇抜な人目につきやすい白線整備とか、その横断歩道の注意喚

起とかいうのが今行われているんですけれども、そういうことも斑鳩町内で検討してい

るのかなと。今までどおりの白の白線に昔ながらの注意喚起の文字ばっかりをこれから

も続けるのかな。どういうふうに考えておられるのか、ちょっとお聞かせ願いたいなと

いうふうに思います。  

○嶋田委員長  川端課長。  

○川端建設課長 交通規制関係の表示等につきましては、警察等の許可等が要りますねん

けど、道路管理者でできる範囲での新しいやり方、一応、今年度にちょっと計画してお

りますのは、交差点部分、事故等が多い部分の交差点部分に一応カラー化をちょっと考

えているところです。それによって他の市町村で行った結果がかなりいい結果が出てま

すので、斑鳩町も試験的にといいますか、そういう試しにということで、ことし交差点

のほうで一応服部と法隆寺線の服部道の交差点をカラー化を現在考えているところです。  

○嶋田委員長 小林委員。  

○小林委員 なかなか、県の公安のほうはなかなか規制というのは、行政の中で規制とい

うのはなかなか動きづらい、なかなかすぐには対応できない部分かなと思います。  

  そういう中で、町として、いつもすぐにできる限りの対応をしていただいてますので、

感謝申しあげます。引き続き、住民さんが安全に斑鳩町内で生活できるように、引き続

きまた研究していただくように、要望だけさせていただきます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

小野委員。  

○小野委員 私も、この交通安全施設の整備ということで、その内容を見させてもらって

いて、白線整備というのがかなりあるということですね。私自身はこの白線整備という

のは、いろんな規制があって、なかなか引かれないんかなとも思ってました。  

  それと、そこなんですがね、保健センターというんですか、保健センターでもないん

か。役場を出てすぐに、以前の稲田事務所の前、あそこ舗装する前は、あのカーブがも

のすごく危険やから真ん中に何か白線を引いて、小回りして事故の起こらないようなこ

とが表示がしてあったと思うんです。  

  何かのあれで舗装復旧した後、もう何も引いてないと思うんやけどね、ああいう場所

がたくさんあるんですよね。もう自分のことを言うて申しわけないけど、錦ヶ丘帰るま

では、はっきり言うてカーブセッテイングがきちっとできてないような道がほとんどで

すので、小回りされたら当たってくるようなとこがたくさんあるし。そういう白線は、
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あれは町が、町道やから引いているんですね。これで見たらね。 

  勝手に引かれないのかなと思ったりしてたから何も言わなかったんやけど、こうして

引けるのやったらね、そこの場所、自分の勘違いではないと。昔というか舗装をやり直

す前は確かあったと思います。だけどそれを今はもうつけてないんですね。そういうよ

うなことはなぜそういうことを、もう要らないと考えられたのかね。どういうあれで復

旧しているのか、基準でやってあるのかということで教えてもらいたいなと。 

○嶋田委員長  川端建設課長。 

○川端建設課長 多分それは路側線とか、そういう線が以前引いてあったんかなとは思い

ますねんけど、舗装をやり直すときには、そのもとの形のままで再現してもらっている

のが、それは下水工事であれどこの工事であれ、そういう形をしてもらっているんです

けど、一応、その場所等もう一回状況を確認させてもらって、白線処理なり、そういう

形ができるかどうか、ちょっと確認して、できるものは実施していきたいと思います。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  （「なし」と呼ぶ者あり  ） 

○嶋田委員長  ないようですので、これをもって第２款総務費についての質疑を終結いた

します。  

次に、第５款農林水産業費について説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長  それでは、第５款農林水産業費について説明させていただきます。  

座らせていただきます。 

農林水産業費ですが、決算書の１０８ページから１１３ページ、主要な施策の成果の

報告書の２０９ページから２２３ページでございます。  

農林水産業費全体といたしましては、予算現額１億５，６７１万１，１４７円に対し

まして、決算額１億２，３２９万９，４８４円で、執行率は７８．６％となっておりま

す。 

なお、次年度へ１９２万円を繰越ししております。繰越しの内訳といたしまして、平

成２４年度の国の補正予算として、震災対策農業水利施設整備事業が予算計上され、平

成２５年３月議会において増額補正を行いましたものでございます。翌年度に実施する

こととして、事業に要する経費を繰越しいたしました。  

また、第１項農業費では、予算現額１億５，６３６万５，１４７円に対しまして、決

算額１億２，２９８万６，１６６円で、執行率は７８．６％となっております。  
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それでは、主要な施策の成果報告書の２０９ページをお願いいたします。  

第１目農業委員会費であります。  

予算現額７６５万５，０００円に対しまして、決算額７４０万５，６８８円で、執行

率は９６．７％となっております。  

毎月農業委員会を開催し、農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められま

した規定に基づき、農地転用や農地の権利移動などの案件を審議し、処理を行ってまい

りました。  

そのほか、遊休農地の解消対策でございますが、昨年に引き続き、耕作放棄地の状況

を一筆ごとに把握するという耕作放棄地全体調査を実施し、この調査をもとに、地域ご

との解消計画を策定をいたしました。  

次に２１０ページ、第２目農業総務費でございます。 

予算現額２，９２６万１，０００円に対しまして、決算額２，８６０万７，２９４円

で、執行率は９７．７％となっています。主に農林関係に従事する職員の人件費でござ

います。 

次に２１１ページ。第３目農業振興費でございます。 

予算現額２７５万１，０００円に対しまして、決算額２４６万１，７７６円で、執行

率は８９．４％となっております。  

斑鳩町の農業を取り巻く環境は、遊休農地の増加、農家の高齢化、担い手不足など、

厳しい状況が続いています。しかしながら、農地は作物の生産の場だけではなく、洪水

調整機能や景観などの環境面など、多様な機能を持っています。  

これらの機能を十分に発揮するには、農業を活性化させていくことがますます重要な

施策になると考えているところでございまして、今後とも農業の活性化を図る施策の展

開をしてまいります。  

このような状況の中、農業経営の改善を目指し、農家・農協・行政の連携による相互

扶助体制など、効率的・安定的な農業経営の確立に努めました。また、斑鳩町内で活動

している農業関係団体に対し支援を行いました。  

次に、農業を初めとする町内産業の従事者と住民との交流の場を提供することにより、

町内産業への理解と認識を深めていただくため、斑鳩町産業まつり２０１２が１２月８

日から２日間実施されました。  

次に２１３ページ、第４目土地改良事業費でございます。 

予算現額１億３０２万７，１４７円に対しまして、決算額７，７４２万７，７２１円
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で、執行率は７５．１％となっています。 

農業生産の近代化、流通等の合理化を図り、あわせて農村環境の改善を図る上で必要

な農道・用排水路・機械揚水整備工事を高安地区及び三井地区、服部地区で実施いたし

ました。その他、農業経営を合理化し、農業振興を促進するため、水利組合等の団体が

実施する水路・ため池等の農業用施設の新設・改良・維持修繕に関する整備に対し支援

を行いました。  

次に、２１６ページ、第５目生産調整推進対策費でございます。  

予算現額４３６万２，０００円に対しまして、決算額３６６万５７３円で、執行率は

８３．９％となっています。 

引き続き戸別所得補償制度が継続され、農家の方々へは生産調整の達成に向けた協力

依頼を行いながら、町単独助成も行いました。  

次に２１８ページ、第６目有害鳥獣駆除対策事業費でございます。  

予算現額５３万２，０００円に対しまして、決算額４３万３，９８０円で、執行率は

８１．５％となっています。 

農作物への被害をもたらす有害鳥獣を駆除するため、地元猟友会に委託し、カラスや

ドバトなど１８１羽を駆除いたしました。  

また、近年農作物被害が拡大していますイノシシにつきましては、わなによる捕獲に

努めており、平成２４年度については４頭のイノシシを捕獲いたしました。  

次に、２１９ページ、第７目地域農政推進対策事業費でございます。 

予算現額７３３万８，０００円に対しまして、決算額１７３万６，５０８円で、執行

率は２３．６％となっております。  

農業者の高齢化・担い手不足が深刻化する中、地域の集落ごとの特徴をいかした農業

振興を図るため、地域の農業者の代表であります農家組合長を対象に、奈良県農協の協

力により先進地の視察研修を実施いたしました。  

また、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するた

め、青年の新規就農者を大幅に増加させる必要がございます。 

こういったことから、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、国の新規事

業であります新規就農総合支援事業を活用し、当町においても１名の新規就農者に対し

年間１５０万円の給付金を支出いたしました。 

次に、２２０ページ、第８目遊休農地解消総合対策事業費でございます。 

予算現額８４万９，０００円に対しまして、決算額７５万７，０４６円で、執行率は
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８９．２％となっています。 

農地の保全を図る上で遊休農地解消は緊急の課題となっていることから、農業委員会

において遊休農地解消に向けたプロジェクトチームを立ち上げ、解消に向けた取り組み

を実施いたしました。  

プロジェクトチームでは、農家の高齢化・担い手不足が深刻化する中、担い手対策と

して、地域で担う営農組織の法人化に向けた取り組みといたしまして、視察研修や研修

会等、さまざまな形の法人形態を勉強しながら、斑鳩町全体を担える法人組織の設立に

向けて検討を行ってまいりました。  

また、そば・菜の花・ジャガイモ・黒米栽培を実証展示圃で行いながら、農や食への

理解を深めていただくため、そば・ジャガイモ栽培において栽培サポーターを募集し、

サポーターの方々と一緒に栽培を行いました。  

次に２２１ページ、第９目農地・水・環境保全向上対策活動支援事業費でございます。

予算現額５９万円に対しまして、決算額４９万５，２２０円で、執行率は８３．９％と

なっています。 

農業者の高齢化等により、今まで農業者だけで守ってきた農地や農業用水路・農道な

どの地域資源の保全管理が困難になってきています。  

こうしたことから、今までの農業者に加え、自治会等の非農家の方の参画を得て新た

な活動組織を立ち上げ、一丸となって施設の保全活動を行っていくという事業でござい

ます。 

この事業は、平成２４年度からの５か年の事業といたしまして、稲葉車瀬地区の活動

組織が、この共同活動に取り組まれました。  

また、環境に優しい農業に取り組む環境保全型農業として、化学肥料を慣行から５割

以上低減し、化学合成農薬については慣行より３割以上低減する取り組みを稲葉車瀬地

区の梨部会で実施されました。  

次に２２２ページ、第２項林業費でございます。決算書の１１２ページでございます。  

予算現額３４万６，０００円に対しまして、決算額３１万３，３１８円で、執行率は

９０．５％となっています。 

主要な成果報告書の２２２ページでございます。 

第１目林業振興費でございます。予算現額２万４，０００円に対しまして、決算額１

万５，０００円で、執行率は６２．５％となっています。 

林業振興につきまして、各種林業関係協会等への負担金を支出いたしました。  
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次に、２２３ページ、第２目地域で育む里山づくり事業費でございます。 

予算現額３２万２，０００円に対しまして、決算額２９万８，３１８円で、執行率は

９２．６％となっています。 

平成１８年度から奈良県が森林環境税を徴収しておりまして、この森林環境税を活用

した事業として、荒廃した里山林の整備を森林所有者の協力を得て、ボランティア団体

により実施をしていただき、里山の機能回復を図ってまいりました。  

また、整備後の里山におきまして、植物の観察会やシイタケの菌打ちなどのイベント

を実施され、里山の利活用に努められたところでございます。 

以上が、第５款農林水産業費の決算の概要でございます。よろしくご審査賜りますよ

うお願い申しあげます。 

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の２１９ページのところの地域農政の推進なんですけども、ここ

で新規就農総合支援事業ということで、新規就農者に対する支援というのと、あと、経

営体の育成交付金という二つの事業やっておられるかと思うんですけども、これも不用

額のほうで、新規就農、まあ若者を農業者として育成していこうという事業については

不採択となったというふうに載っているのと、経営体育成交付金のほうについても、未

執行になっているということで、その状況についてお尋ねしたいと思います。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 今、２点のご質問がございました。まず、新規就農総合支援事業に

ついてということでございます。まずその事業については、平成２４年度からの国の新

規事業でありまして、４５歳未満で前年度所得が２５０万円未満の独立した農業を行う

青年に対して就農直後に収入が安定しない５年間を年間１５０万円補助するものでござ

います。  

  この事業につきましては、最初の予算要求の際、２４年度予算要求の際、町内の農家

組合へ対して当該事業の周知を行いました。その中で２名の新規就農者の方の問い合わ

せにより２名分の１５０万円掛ける２人ということで３００万円の予算計上いたしまし

たが、事業実施年度において当初の要件等確認する中で１名の申し出になったというこ

とで、１名が採択されております。  

  そして、もう１点でございますが、経営育成体交付金の未執行でございます。これも

国の新規事業でございまして、認定農業者、斑鳩町に１７名おられます認定農業者の担
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い手が農業用機械を融資を活用して購入する際、３０％の補助を受けることができると

いう補助事業であります。  

  この事業についても、平成２４年度の際、農家組合を通じて周知を行って、２件分の

要望がございました。その中で予算計上いたしました。そしてこの事業については、市

町村をまとめて１地区として、全国要望の市町村の中で、成果目標というのがございま

す。その成果目標の目標値に応じた成果ポイントの高い市町村から国の予算の範囲内で

事業が採択されるという事業でございます。  

  斑鳩については２名の農家の方から要望いただき、国へ対して要望を行いましたが、

国からの事業については非配分ということになって、この事業は未執行となった状況で

ございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 １点目のほうについては、２人予定していたけども、１人は要件に合わなか

ったということですね。やっぱりこれから農業の担い手をどうつくっていくのかという

ことで、非常に農家の皆さんも、また町のほうも苦労されている中で、私自身もどうし

ていくべきなのかなというふうに思っていますが、こうした国の制度を活用して新規営

農者をつくっていこうという取り組みについては非常に評価できるものだと思いますの

で、もう１人の方については要件が合わないということで残念ではありましたが、引き

続き、こうした国の施策等も活用していただいて、新しく担い手をつくっていくという

取り組みに力を入れていただきたいと思います。  

  それともう１点、機械購入に対する交付金の関係で、国のほうに採択されなかったと

いうことですが、その成果目標に対してポイントですね、いろいろな基準があるのかな

と思いますけども、その不採択となった要因といいますかね、その点について、どうす

れば採択されるのかということでは、担当課のほうではどんなふうに検討されておられ

るんでしょう。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 先ほど申しましたように、これは成果ポイントというのが、目標ポ

イントがあります。その中で、そのポイントというのは、例えば農業の６次産業化で１

点とか、農業経営面積の拡大したら１点とか、法人化したら１点とか、そしてあとは環

境に配慮したら１点とかいうふうないろいろな項目がございます。  

  この中で、今、斑鳩町が昨年申請した分は、３点という中で、この今の申しあげまし

たいろいろなこの目標がもっといろいろなところに拡大していったら、町にも配分があ
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るということでございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 申請自体は町を一つのエリアとして、２人の方、申請があって、町として応

募したけど採択されなかったということで、でも実際に採択されるためのこの成果ポイ

ントを実際に実績を上げようと思ったら、実際に農業されている方に頑張っていただか

ないといけないということですね。そこはその方に対してどういうアドバイスをすると

か、指導という言い方がいいのかどうなのかわかりませんけども、こうすれば採択され

るんじゃないですかというような相談なんかというのはどういう形でされているんでし

ょうか。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 この２名の方に対して、この採択要件というのを十分説明しており

ます。その中で、全国あちこちからこういう要望が当然出てきております。各市町村か

ら全てが。その中でうちヒアリングをしながら、今回３点で、これだけの機械を購入す

るんやということの中で、もうちょっと今度、これやと恐らく今までの例から言うたら

去年から始まっている事業の中で、多分無理かなという話もしております。  

  そしたら今度はその農業者の方は、その事業をされるに際して、もっと今までのその

いろいろなポイントを加算していったら、当然点数が上がるということ。そしてもう一

つは町単位で国が決めますから、１人が頑張って１人があまりポイントがなかったら、

もうはねられます。そういうふうな制度ですので、町全体でこれに取り組まなければな

らない事業だと思います。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 そうすると、国の予算がありますから、それを振り分けていくということで、

せやから応募はしたけど、これもともと採択される見込みはなかったということなんで

すかね。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 このヒアリングした中では全然わかりません。ただ、この点数が当

然高ければ当然国からの配分があります。それが例えば１０項目かあって、それが７点

であったら、そっちの市にいきます。うちが今、ことし３点ということだったので、ど

うやろうなと。全然よその状況もわかりませんでしたが、今回、こういうような結果が

出た中では、来年、この事業も続くと思いますが、そういう点では、またそういうふう

なヒアリングの中でご指導というかお話ししていきたいと思います。  
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○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 今３点ということで、斑鳩町の応募された方の実績のポイントですね。これ

は町のほうとしてつかんでおられるという中で応募していただいていると思うんです。

あとはやっぱり国のほうともいろいろ聞いて、採択されるにはやっぱりどうしていった

らいいのかという点についても、せっかくこうして事業を活用しようという中で、だか

ら同じポイントの市町村がいろいろ並んでいて、それて振り落とされるということもあ

るでしょうけども、やはり斑鳩町としても農業を支援していくためにどうすれば採択さ

れていくのかという点について、やっぱり国のほうとよく相談していただくことが大事

かなというふうに思いますので、ちょっとあまりつっこんだ施策のところまで私もわか

りませんけども、ぜひ、活用できる制度についてはとっていけるように、また研究して

いただきたいというふうに思います。  

  あと、この機械の購入に対するこの助成制度ですけども、以前、農家をされている方

で、団体じゃないとこういう補助金の交付は受けられないみたいな話を、相談をちょっ

と受けたことがあるんですけども、この制度については、個人でも助成を受けるという

ことが可能な制度なんですかね。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 可能でございます。  

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 わかりました。そうしましたら、広くこの制度がありますということも、こ

れまでに応募を求める時点で周知していただいていると思いますけども、やっぱりそう

いうふうに知らない方というのもいらっしゃいますので、また広く再度周知のほうもお

願いをしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 今の質疑と答弁のやりとりを聞いていて、何かものすごくだるさというか、

それを感じているんでね。というのは、この、今、先ほどから地域農政の推進というこ

とで、その内容ですよね。内容は青年の就農意欲の喚起です、呼び起こすという。これ

は誰がするんやということですね、多分ね。それで、就農後の定着を図るためには国の

補助事業である新規就農総合支援事業を活用し、これは補助金が出てくるからそれを使

ってください。この前半についてはやっぱり斑鳩町の人間が斑鳩町、そうして喚起して

いかなければいけないんだという。今やりとりを聞いていたら、補助金をするためには
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一定の基準がある、ポイントがある、成果ポイントですね。それが３点だからそれ採用

にいかなかったと。  

  だけど、せっかくその意欲がある人をどのようにしたらその制度にのっとって、就農

をしていけるようにするのかということが私は狙いだと思います。  

  だからそれらについては、やはりもっとこう、受け身的なポイントになるかならない

かでこれはしょうがないんやというような、そういうやりとりでは、私は何のための国

の補助事業を活用していくということにはならないと思います。  

  だから、そこらをしっかりと認識してもらって、ぜひとも、このことは遊休農地の解

消にもつながっていくんじゃないかなと私は思っておりますし、最近テレビでもいろい

ろそういうことも特集というのをやってますので、いろいろなことでの力を貸したって

あげてほしいし、貸すのがやっぱり行政やと私は思います。  

  そのことをちょっと言うといて、その前のページの２１８ページ、これは毎回この決

算のときとか予算のときにはあるんだと思いますが、ちょっと感じが変わってきている

なということで、有害鳥獣の駆除ということで、もうずっとこういうことがありますね

んけどね。それで、今回まず１点、この農作物の被害というのは、最近イノシシがちょ

っと名前を上げてきだしたあれですけどね、イノシシがものすごい批判がある。それと

今までからね、イタチですね。イタチ、小動物です。だから、それが私らが合い間合い

間にしている、楽しんでいる畑、住宅地の中にあるそういう畑を荒らして回っていると

いう実態があるんです。そういうことも聞いておられるのかなと。そういうのをお聞き

したいのと、それと、これは猟友会ですかね、市街地では駆除しにくい状態でしておら

れるんかなと、という中でやっておられるんだと思いますねんけど、今、私らが一番被

害で鳥とかで遭うのは、ここに書いてある、まあゼロしか駆除できてないというムクド

リ、ヒヨドリ。この被害というのも一番多いんですのでね。だけど、これは猟友会の人

には、こういう駆除、まして市街地での駆除は困難というか無理だと思いますねんけど、

何かいい方法を考えてもらわれないかなと、そういう２点、ちょっとお聞きしたいなと

思います。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 今、小野委員のご質問ですけども、猟友会のことについても努力はするもの

の、一定の効果はあるというものの、やっぱり一番難しい問題はイタチとか鳥とか、鳥

でもこの間奈良市はあの木にですね、ムクドリがとまっているということで木を切って

しまうというような議会でやったら、必ず斑鳩へ来てますよ。そのことの対策というの
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は、自分ところはよかったけども、その鳥が斑鳩へ来るということは、やっぱりそれは

農作物が荒らされるわけです。その辺がまた猟友会にお願いして、一定の関係はします

ものの、そう簡単にはいかないと思います。  

  そういうことでやっぱり繰り返しこういうことは、必ず県議会でもイノシシがおこっ

たらイノシシの費用に対する金がないということになってきますけども、やっぱりそう

いうことについてやっぱりこれ一番これから問題、今、宮崎県の日向市でサルの関係等

については、議会の一般質問の中でやっているという状況。それが１日朝から８時に集

合したかて捕獲できないという状況でございますから、やっぱりそういうような対策を

講じる中で、これからどうあるべきかということで、これ、県も国もそういう関係につ

いては、どうしたらこれなくなるのか。必ず斑鳩で減ったらまたどこかでまたふえてい

くというような感じになりますから、そういうことをやっぱりこれから県との連携をし

ていかなかったらいけないと思いますので、これはまた考えていきたいと思います。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 なかなか難しいから、皆さんで自衛をやっていかなければいけないんかなと

思いますねんけどね。行政がそこまでやっていけるのはちょっと限度もあると思います。  

  だけど、もう収穫時期のほん手前になったら、ぱさっといかれているというのは、も

のすごくくやしいけどもう呆れてますねんけど、何とかそういうものが段々だんだんふ

えてきてます。 

  けさですかね、アライグマ、きのうやったかな、アライグマの被害ということで何か

またテレビもやってたと思いますねんけど、なかなか難しい問題だと思いますねんけど。  

  それと、２２０ページに、先ほどちょっと触れましたけど、遊休農地の再生活動の実

践スタートということで３００万円。これももう全国的に遊休農地とそれから新規就農

者という関係、それから農作物のどういうものということで、いろいろなスタイルで特

集をやっておられますし、そばとか菜の花、黒米とか、それからジャガイモ栽培の実証

試験ということですが、まだそういう実証試験をされているというような段階かなと思

いますが、もうあえて実践するためには、若い人らにこういう斑鳩の里で農業しません

かと、またそれを遊休地を提供してもらえる農地所有者の方にも協力してもらわなけれ

ばいけないんですが、やはり斑鳩の里という名前と、都市部に近いところであるという

こともＰＲしながら、町外からそういう青年といいますか、新規就農を目指している人

たちの獲得にも力を出してほしいなと思っているんですが、そういう、ネットとかでい

ろいろと紹介するとか、そういう予定はないんですか。  
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○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 今のご質問でございますが、やはり今の農業の中で一番皆さんが心

配しておられる担い手不足で、その中で担い手がおらなかったら遊休地が発生すると。

遊休地が発生したらまたいろいろな環境面で悪くなるということの中で、農業委員会も

それをずっと取り組んでおります。  

  その中で、農地の集積化とか流動化ということで、平成２２年に、農業の経営規模が

５反から２反に下げて縮小しております。その中でまた農業もやりやすい。そうなると、

もう一つが農業経営基盤強化推進法という法律の中で、簡単に農地の貸し借りができる

利用権の設定でございます。それは、今まで小作権とか存する中で、なかなか相手に貸

さなかったけども、これを利用権が設定されたら、自動的に期限ということで、そうい

う心配はなくなってきたということがございます。  

  そういうこともいろいろ取り組んだ中で、今、農業委員会が取り組んでいるいろいろ

なそばとか黒米とか菜の花とかいう事業を実証展示圃というところで取り組んでおりま

すが、この事業も今年度、昨年度から法人化という中で、農業振興会がございます。  

  それが農業振興会が昨年一新されました。今まで補助金も２年間出しておられなかっ

たですが、昨年からまた補助金を出して、そしてその中で農業振興会を軸として、例え

ば農事組合法人の設立とかいうのを、設立という方向で今、進んでおります。農業委員

会等の農業振興会が。そういう法人化になれば、そういういろいろな貸し借りのシステ

ムとか、またネットで出したり、そういう借り手貸し手のマッチングもできるというふ

うなことにただいま取り組んでいる状況でございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 農業の担い手が尐ないと、町内では尐ないという、そういうこともあります

ので、農業振興会を軸にした法人化というのも一つの方法なんですが、まず人を集めな

ければいけないんじゃないかなと私は思っております。  

  だから、先ほど申しあげたように、斑鳩の里で農業をしませんかというようなキャッ

チフレーズでも考えながらやったらどうなんかなと。  

  いろんな新規就農者にとってみたら、もっと広い農地というのがあるところ、斑鳩の

農地というたら、言うたら悪いですけど、補助事業も一部しかやってませんし、割と小

さな農地という感覚なんですね。私にしてみたら。だから、もっと広い農地を新規就農

者は求めているような気もします。  

  だけど、山奥で、そんな流通にうまく載せていかれないようなところでというより、
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やはりこういう市街地に近いところで、そういう農業をやってもらいたい、やってもら

えませんかというような、そういう発想の転換というものが私は必要ではないかなと。  

  確かに、そしたらどういうものをそこにできるんやということに対しては、今ここで

実証試験されているようなこともできますよというようなことで、それらのキャッチの

中に入れられるという、そういうちょっと目先をかえて、この遊休農地の再生活動とい

うことに。  

  そら法人化とかそういうものに対しては、もう定石というかな、そういうものじゃな

いのかなと私は思っています。  

  だから、斑鳩でのそういう形をやはり担当者はいろいろと、まあ、あまりとっぴな、

そんなする必要はないけど、やはり実のある宣伝もしてもらいたいなと。そして、人が

尐しでも集まってもらうというような形を取り入れてもらいたいなと、そのように思い

ますので、ぜひとも頑張ってほしいと思います。  

結構です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  伴委員。  

○伴委員 ２２１ページの農地・水・保全管理、環境保全型農業の支援なんですが、この

上の段で、確か前の年の決算では岡本地区が載っておって、５か年計画の最後やったと

いうように私の印象はあるんですが、今年度、今度のこの新しい５か年計画の、岡本地

区がなくなっている、このあたりについて、どうなっているんでしょうか。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 昨年は、１９年からの５か年事業でありまして、２３年目の事業は

いったん終わりました。そして、２４年から２７年まで５か年計画を今回また始めてお

ります。  

  その中で、今おっしゃったように、昨年までは稲葉と、上段ですね、上段の部分が稲

葉と、岡本地区がこれについての事業をされておられました。  

  今回は、岡本地区がもう結構やと、申請でございますから。その中でなぜという中で

は、岡本地区は、共同活動がこれ主な事業でございます。その中で、農家と非農家とい

う中での人たちが水路の土砂揚げとか、農道の補修とか、水路の補修とか、農地の保全

とかいうふうなさまざまな活動、それを非農家と農家の方が一緒にされます。それに対

してのこれ国・県・町の補助がされるというのでございますが、岡本地区にしては、今

回は補助をもらわんでももう自分らでやっていくんやと。それともう一つはこの事業が
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やはりいろいろな事務的に煩雑いうか、いろいろな申請があります。そんなんを考えた

ら、もう自分らでやっていって、やっていけんねやということで岡本地区は外れたとい

う状況でございます。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 それなら、この新しい５か年計画は、今までどおりと同じような形になってお

るわけですか。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 まず、名前が変わりました。前回は、農地・水・環境保全向上対策

という事業名でしたが、今回からは、その環境が抜けて、農地・水保全管理事業という

名前になりました。内容は一緒でございます。  

○嶋田委員長  伴委員。 

○伴委員 名前が変わっただけですね。  

  それなら、次の２２３ページですねんけど、地域で育む里山づくり、これ、整備面積

がぐっとこう広がってますねんけど、このあたりはどういうような状況ですか。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 この里山事業につきましては、平成１８年度からの森林環境税を使

った森林整備に関する事業補助でございます。この事業は、ボランティア団体により不

用木の撤去などを行いながら、日の入らない放置された里山を日の入る健全な里山に整

備するというものでございます。  

  この事業も、先ほどと同じように５か年事業でありまして、１８年度から２２年度に

ついては、斑鳩の里自然クラブという団体により、白石畑から松尾山へ登る道の両脇を

整備する線整備をしておりました。そして今回、平成２３年度からは斑鳩の里自然クラ

ブから自然と緑というＮＰＯ団体でございますが、その団体の方々が、松尾寺、その今

線整備をした下の、松尾寺の下の森林において面整備を行っていただいているところで

ございます。  

  そうして、第１期というのは１８年度からの分が１ヘクタール整備を行いました。今

度、第２期、２３年度から２７年度については、１．６ヘクタール、５年間で１．６ヘ

クタールの整備を計画しておられます。  

  その中で、昨年、平成２３年度では０．２ヘクタール、そして平成２４年は０．６ヘ

クタール、今年度、今３年目でございましたが、もう０．６ヘクタールの整備を今して

いただいております。  
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  そうすると、３年間で１．４ヘクタールというふうになります。あと２年ある中で、

もうこれ十分最初の計画の１．６ヘクタールをクリアできる中で、来年度に向けては、

また地権者、また所有者の方と相談しながら、そこら広げていくというふうな計画を今

持っております。  

○嶋田委員長  ほか。 

小野委員。  

○小野委員 ちょっと先ほど質問するの忘れたんですが、この成果の２１３ページ、土地

改良事業費で、不用額調書の中の１５ページです。土地改良事業費の中で、公有財産購

入費が２３４万２，０００円ですか、不用ということになっている。 

  その理由として①ということだから、事業の実績減だから、それで農道整備工事にお

いて地元協議の結果、水路幅及び道路幅員が部分的に減尐したため。当然、その公有財

産として買う、それが減尐したためにこれが不用額になったと。借りてないとこまで買

う必要ないけどね。だけどね、この農道整備工事として、その逆に、その水路幅また道

路幅員で農道整備工事という目的が達成されるのかなと。それらについてはその間だけ

狭くなってしまっているんじゃないかなっていう心配をしているんですが、この状況と

いうのはどういう状況、地元協議の結果なんですね。だから、地元はもうこの幅員でい

いとなったというような表現になっているんやけど、その点はどうなんですか。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 この場所は高安の下川原線、斑鳩高校の北側の路線でございます。

その中で、今、小野委員さんがおっしゃった中で、農道整備工事、道が狭くなってそん

なんできんじゃないかということでございますが、もともと幹線がございます。そして

今の、この今回のこの土地を買い上げた中では、枝で中で３メーター。４メーターが幹

線があって、３メーターの路線でございます。だから、地元にとっては別に不便という

か、それでもいいということで、この土地の面積が減ったわけでございます。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 そしたら、地元でその農道整備してもらいたいということで要望が上がって

きてこちらで採択したと。その時点では４メーターの農道をつけようということで予算

を獲得していた。それで、地元としては、いやもう４メーターの道も要らないんやとい

うことで３メーターになったからということで、こういう形になったんだなということ

でよろしいんですよね。部分的なものでなくて、その道は初めから、初めからというか、

農道整備の中では３メーターでも十分だったと、そういうことだと思うんですがね。 
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  だけど、擁壁とか工事費は変わらないんですよね。３メーターの道とか水路、いくら

の水路とってあったか知りませんけどね、それを狭くするということで、公有面積、土

地を買うだけですよね。これ何メーターのところを改良されたんかどうか知りませんけ

どね、そのほかの経費が皆一緒なんですよ。  

  だけど、将来、あっということが起きてくるようなことも考えられるから、最低４メ

ーターにしておきましょうというような、そういう話をね、やはり根強くやっていくべ

きだと思うんです。  

  以前でしたらね、その３メーターでもいいから広げてくれというようなことを話して

も、いややっぱり４メーター以上なかったら道としてはどうのこうのというような話で

ね、なかなか受けてもらえなかったということもあるんです。 

  また４メーターの道でも、やはり今度車がもし行き来するようになったりしたら、や

っぱり通りにくい。そこまでかけている費用というものは、皆一緒なんですね。分筆費

用にしても一緒やし、擁壁の工事費用でも、埋戻しの土がちょっとふえるぐらいのもの

ですね、積算したら。擁壁とか、構造物は同じ構造物要ります。  

そんなことも含めてね、最初にそれは４メーターで予算を組んではるんやからね、進

めていく中で、これは減ってきたということになるしね。 

  きちっとそれはもう、最初からもう３メーターでいいという話であったんやったらそ

れはしょうないけどね。そしたら不用額が残らないからね。 

  だから、そこらの点をしっかりとやっぱり計画していかな、監査委員さんも予算計上

のときにしっかりとあれしてくれと。不用額残したからオーケーというあれないんやし、

また、こういう事象が起きてくるいうことは、その農道整備に関しての今後の効果に対

してものすごくマイナスになってくる。それらのこともしっかりと考えてもらいたいと

思うんですけどね。どうなんですかね、その点については。 

○嶋田委員長  この問題については、部長が答えたらどうですか。  

  藤川都市建設部長。 

○藤川都市建設部長 ただいま委員さんご指摘いただきましたように、事業を進めるに当

たりまして、その事業の必要性等も地元の方々と十分にお話をさせていただいて、途中

事情がかわっていくことがございましたら、やはりその当初の目的を達成するというこ

とで、話はできるだけ、当初の目標達成できるように話を進めてまいっていきたいと思

います。  

○嶋田委員長  小野委員。  
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○小野委員 私も長年議員をやっていますし、いろんなことも携わっているからね、なか

なか地元がそれ言うてるのを元へ戻してやろうというて説明するのは困難です。そした

らその事業もうええがなということはないし、いや、私はそこまでしか協力できへんね

んと。そしたらもうしょうないですねんけど、今部長が答弁してもらったように、でき

るだけ所期の目的に沿うように持っていってもらってやってほしいなと。同じような費

用を使っていくんだったらね、やっぱり将来のためにも、今、やっぱり４メーターの道

で、車が行き来するのはちょっと窮屈でしょ。当時は４メーターでもよかったから、そ

れでいいという判断やけど、その時にかけてある費用が将来やっぱり有効に動くような

事業展開をぜひとも粘り強くやっていって、してもらいたいということでお願いしてお

きます。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  （「なし」と呼ぶ者あり  ） 

○嶋田委員長  これをもって第５款農林水産業費についての質疑を終結いたします。  

次に、第６款商工費について説明を求めます。  

藤川都市建設部長。  

○藤川都市建設部長 それでは、第６款商工費について説明をさせていただきます。  

座らせていただきます。 

商工費についてでございますが、決算書の１１２ページから１１７ページ、主要な施

策の成果報告書の２２４ページから２３２ページでございます。  

第６款商工費全体でございますけれども、予算現額１億６８万９，０００円に対しま

して、決算額９，３６７万８，０５６円で、執行率は９３％となっております。  

なお、次年度へ２００万円を繰越しをしております。  

繰越しの内訳といたしましては、平成２４年度の国の補正予算として防災・安全社会

資本整備交付金が新たに予算計上されまして、観光会館の耐震診断事業について、２５

年３月議会におきまして増額補正をし、翌年度に繰り越して執行することとしたもので

ございます。  

それでは、主要な施策の成果報告書の２２４ページ、第１目商工総務費でございます。 

予算現額２，４５８万円に対しまして、決算額２，４５３万１，３６７円で、執行率

は９９．８％となっております。  

主には商工事業や観光事業に従事する職員の人件費とシルバー人材センターへの助成

でございます。 
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次に、２２６ページ、第２目商工業振興費でございます。 

予算現額１，４６５万７，０００円に対しまして、決算額１，２８８万６，４５５円

で、執行率は８７．９％となっています。 

斑鳩町の中小企業を取り巻く経済状況は依然として厳しく、町内商工業者の経営の近

代化、合理化及び安定化を促進し、中小企業者の発展等に役立てるため、県が行う融資

制度を活用した資金融資に対する債務保証料に対しての助成を行ってまいりました。  

このような状況の中、地域経済活性化のため、地域振興事業、創業、経営革新への支

援事業に取り組んでいます商工会に対して、引き続き支援をしてまいりました。  

次に２２７ページ、第３目観光費でございます。 

予算現額１，３４２万８，０００円に対しまして、決算額１，２１７万１，２０７円

で、執行率は９０．６％となっています。 

平城遷都１３００年祭の開催後、観光客が減尐しており、さらには法隆寺を中心とし

た拠点型通過観光でございます当町の観光では、観光による経済効果が非常に尐ない状

況となっています。  

このような状況の改善を目的に、地域特産品の販路拡大と、地域産業・地域観光の振

興に資するため、「斑鳩市」を開催することにより観光力の向上に努めました。  

また、案内業務、観光情報の発信や観光イベントを開催するとともに、観光客の誘致

活動を行っています斑鳩町観光協会に対し補助を行ってまいりました。  

また、歴史街道推進協議会などの観光振興団体とも協力しながら、斑鳩町の観光情報

の発信を行い、観光客の誘致活動に努めてまいりました。   

次に、２２９ページ、第４目観光会館費でございます。 

予算現額２３６万１，０００円に対しまして、決算額３３万１，８１７円で、執行率

は１４％となっています。  

現在では、主に地域住民の交流の場として活用されている状況であり、これらの方々

が安全で快適に利用していただけるよう、適切な維持管理に努めています。  

次に、２３０ページ、第５目歴史街道ネットワーク事業費でございます。 

予算現額１，４３８万円に対しまして、決算額１，３２２万４，９９９円で、執行率

は９１．９％となっています。 

町制６５周年という節目の年に、斑鳩の里で歴史的に培われてきた太鼓台を町内外の

多くの方々に知っていただき、歴史、町並みや風景を次世代にふるさととして伝えてい

くことを目的に、斑鳩の里ふるさと秋祭りを開催いたしました。  



 - 95 - 

また、法隆寺を中心とした拠点型通過観光から散策・回遊型観光のまちなか観光への

誘導を図るため、法隆寺かいわいにおけるまちあるき観光拠点づくりの推進を図りまし

た。 

次に、２３１ページ、第６目法隆寺ｉセンター管理費であります。  

予算現額２，２１０万８，０００円に対しまして、決算額２，１３６万４，２１３円

で、執行率は９６．６％となっています。 

法隆寺ｉセンターは、歴史街道構想の拠点施設として位置づけられており、指定管理

者である斑鳩町観光協会により管理運営されています。 

次に２３２ページ、第７目観光自動車駐車場運営費であります。  

予算現額９１７万５，０００円に対しまして、決算額９１６万７，９９８円で、執行

率は９９．９％となっています。 

観光自動車駐車場につきましても、斑鳩町観光協会を指定管理者として管理運営を行

っています。指定管理者であります斑鳩町観光協会におきましては、観光シーズン等の

駐車予想台数を的確に把握する中で、職員の配置などの調整をし運営に努めてまいりま

した。 

以上が、第６款商工費の決算概要でございます。よろしくご審査賜りますようお願い

申しあげます。  

○嶋田委員長  説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。  

  木澤委員。  

○木澤委員 成果報告書の２２６ページ、直接このページでは書いてないんですけども、

観光の面で、なら観光ビジネスカレッジ  斑鳩・信貴というのをこの間ずっと取り組ん

できていただいていると思うんです。  

  私も、最初のころぐらいしかちょっと参加はできてないんですけども、非常に今後の

斑鳩の観光ビジネスの活性化と観光の活性化とあわせて、いろんな方に取り組んでいた

だこうと広げていただいている、本当にいい取り組みだなというふうには思っているん

ですが、その参加の状況と、これを通じて今後町としてどのようにこうした学んだこと

を生かして斑鳩の観光の展開をしていけるのかというふうに思っているのか。今後の見

通しについてお尋ねをしておきたいと思います。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 ビジネスカレッジについての参加人数とかの問いでございますが、

このビジネスカレッジは平成２２年度から、まず、斑鳩町商工会主催により、なら観光
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ビジネスカレッジ斑鳩、そして平成２３年、２４年度には生駒郡商工会広域協議会主催

による、なら観光ビジネスカレッジ斑鳩・信貴を開催し、観光交流による地域活性化支

援に実績のある観光カリスマや大手旅行代理店などを講師陣に迎え、地域振興を担う人

材と事業所を育成するための講義、セミナーを執り行われました。  

  その中で、平成２２年度では合計３回で延べ１０１名の参加者、そして平成２３年度

で合計８回で２４８人、そして平成２４年で合計４回で９９人の参加者がございました。  

  そして、あと、今後のこのビジネスカレッジについて、どういうふうに町としてして

いくんやということでございますが、ことしもまたこの観光ビジネスカレッジが開催さ

れる予定です。補助金はとっておられます。その中で、今年度は、今まではセミナー形

式でしたが、今年度は民泊を主に考えており、モニターツアーの開発とか実施へもつな

げていきたいということを聞いております。そして、講義としては３回の予定をしてお

られます。  

  もう一つの中で、斑鳩町はどういうふうにこんなんを利用していくんやということで

は、こういう今、１００人から２００人の、それで３年間でこういう方々、小売業者の

方々とか、いろいろな方々が参加していただいてます。その中で、今までの知識を備え

ながら、今後いろいろな展開をしていくということを考えておられます。  

  そしてまた、町としても、歴史街道推進協議会とか、また、奈良県のビジターズビュ

ーロとか、奈良インバール促進協議会などを通じて全国各地で観光キャンペーンを実施

し、県内で開催されるイベントや観光資源を広く全国にＰＲするなど、地域交流化の促

進を図っていこうと思っております。  

  以上でございます。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 ２４年度まではセミナーで学習が中心でしたけども、２５年度からいよいよ

実践をしていくということで、これまで斑鳩町を訪れる方はたくさんいらっしゃったけ

ども、なかなか滞在していただけるような施設もないということで、町のほうとしては、

なかなかホテルなんかは誘致できないよというもとで、民泊なんかを実施していくとい

うことで、民間の皆さんの活力も非常に活用して、まちづくりを、また観光の活性化を

進めていくという点について、非常に期待できる施策かなと、取り組みかなというふう

に思ってます。  

  こうした点につきまして、それぞれ開催はしていただいております。私も参加できて

ない、個人のその、私自身の問題でもあるんですけども、また担当の常任委員会等で、
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こうした取組みについても、ぜひその時々の状況について、ぜひ報告いただいて、私ど

ももやはりこういう取組みをされている状況についても把握しながら、斑鳩の観光施策

をどのように進めていくのかという点についても検討していきたいなというふうに思い

ますので、その点もこういう取組みの支援とあわせてお願いしておきたいと思います。  

  そうしますと、その次の２２８ページ。これも斑鳩市の開催ということで、直接この

斑鳩市のことだけではないんですけども、この間、いろいろ町長のほうでも友好都市の

提携を結んでいただいて、いろいろイベントをやる際に、向こうのほうからもアンテナ

ショップを出していただいてますし、斑鳩のほうからも出向いていって、いろいろアン

テナショップも出して斑鳩の特産品、また、パゴちゃんなんかも宣伝をしていただいて

いるというふうに思うんですが、今、全国的には、やっぱりくまモンなんかが非常に有

名になってきて、そうした観光の戦略をどう展開していくのかというようなところが非

常に興味を集めてますし、そうした点で言いますと、斑鳩町として、いろいろこう友好

都市提携なんかをしていただいてますけども、全国への観光を、斑鳩に来ていただける

ような戦略についてはどう展開していこうと考えておられるのか。その観光戦略につい

て、お尋ねしたいと思います。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 観光政策というのか、この関係等については、仮に松山にしたって、あるい

は小田原にしたって、全部修学旅行は斑鳩の法隆寺に来ます。これは当然、松山市も力

を入れてですね、松山あたりはそういう大阪で店を出したり、いろいろと施策をする。

小田原にしたってやっぱりそういう展開をしてます。 

  これからは、どうあるべきかということは、私はこれからの日本の国がこういう文化

遺産登録とか関係ある中で、地震の関係とかいうたらやっぱり災害協定、そういうもの

が各市町村はそれを重視します。東北方面とか、あるいは九州方面とか、そういうこと

で災害協定を結んでいって、仮にそのときにはやっぱり手伝ってもらうとか、あるいは

そういう協定をする。地元は地元としてそういう地域の関係等については、この地域で

は郵便局もあれば、パンやさんもあれば、そういうところにやっぱり災害協定をしてい

く。あるいは市民生協とか、そういうところへも結んでいく。  

  あるいは平群町はかまどをつくった。ベンチかまどをつくったのは、これは市民生協

です。市民生協の奥さんがああいう形でやられて、この間新聞等にはたくさん載ってま

したけど、そういうものもやっぱり考えて、地域地域へ行ったところでどうあるべきか

ということを考えていかなかったら、うちの職員にもいつも申しあげるのは、仮に出張
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して、その地域でこのものが斑鳩にいいのか悪いのか、あるいはまたそういうことは勉

強しなかったら、それは立ちおくれていくと。もうどこの町も村も、何かを研究してる

んです。もう今、新聞等でもよく出ます。池田のコウヤマ町というところは、オウテと

いうその名前の方が、自分の出身したときにもその方が東京からそういういろいろなイ

ンターネットを使って、その若い学生がどんどんどんどん来るというような形もとって

おられますように、我々としても、この斑鳩の法隆寺を発信としてどうあるべきかとい

うことを十分考えていかなかったら、今、その一つの大きな起爆剤は、三町を取り込ん

だまちあるき観光。これは私はやっぱりいつも申しあげますように、あの北畠治房のあ

あいうものが残ってますから、そのものを今開放しようということで今取り組んでおら

れますから、これは私は何も天誅組の関係等についても、伴林光平も明らかにその北畠

治房のところへ安堵町からこう、来てますから、やっぱりそのところの歴史学というも

のも十分考えて、これを三町の方々も今、実践的にやっておられますから、できるだけ

これを何とか成功していく方法等を考えてやっていきたいと思っております。 

○嶋田委員長  木澤委員。  

○木澤委員 町長のほうから、やっぱり行く先々でいろいろなつながりをつくっていって、

そこから観光のほうにつなげていくと。それと、町長、重要なことをおっしゃいました

けど、やっぱり情報発信をどうしていくのかということについて、まちあるき観光とか、

いろいろな斑鳩町内というんですか、来ていただいてどう楽しんでいただくかというこ

とについて、非常に担当課のほうも努力もされていますし、報告はいただくんですけど

も、その情報発信をどうしていくかという点のそのビジョンはなかなかこちらのほうに

伝わってきませんでしたので、そうした点について、やはり今後観光戦略として情報発

信をどうしていくのかという点が非常に重要になってくると思いますので、その点につ

いても、いろいろ考えていただいていることはあると思いますので、またそうした点に

ついても、私たちも把握できるような形で、またご報告いただきたいと思いますので、

その点についてお願いをしておきたいと思います。   

  それともう１点だけ。２４年度でですね、観光駐車場の関係ですけども、観光ボラン

ティアの方から要望があった件なんですけども、その後、観光ボランティアの方から、

これに関することを何か町のほうには言ってこられてないですかね。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 平成２３年の３月ですね、ボランティアの方から駐車場の陳情書、

１００円の減免の陳情書が出ました。その中で、建設水道常任委員会でも報告させてい
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ただきました中で回答をいたしました。  

  その後、会長、副会長とも何回かお会いしておりますが、その後については何もおっ

しゃっておりませんということは、一定の理解をしていただいたと思っております。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

  小野委員。  

○小野委員 ちょっと順番が前後しますが、今、同僚委員が、２２８ページの斑鳩市のこ

とにも触れておられましたが、ことしの子ども模擬議会でもパゴちゃんの活用というの

ですかな、パゴちゃんのことを盛んに質問されてたように記憶してるんですがね。  

また、パゴちゃんの後というたらいかんけど、協力したというのは、そういうのを考

えてもらったりして、やはり今、ゆるキャラブームというんですかね、そういうことも

ありますので、それらもまた考えていってもらいたいなということをちょっとお願いを

先にしといて。 

  ２２６ページなんですが、商工業振興費の中で、債務保証による支援体制の整備とい

うところで、これはずっと続けていただいてもらっていることでありがたいなと思って

おりますが、昨年度から申請数が１８、１０以上尐なくなってますし、そのことでこの

不用額調書には過去の実績をもとに推計し、予算計上していたが、これを下回ったため

ということで、その原因をおっしゃって、書いていただいてますが、これぐらい、半分

とまでいかないですけど、尐なく下回っているということに対して、町としてはどのよ

うな分析というか感想を持っておられるのかなということで、お示し願いたいなと思い

ます。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 昨年と比べても、昨年が２９件、そしてことしが１８件ということ

でございます。その前の年、平成２２年ですと３８件とか、２１年だと４７件とかとい

う数字で、どんどん落ち込んでおります。  

  この分析といたしましては、やはりこの東北大震災によって経済が下になっていると

いうことで、このお金を借りてまで確定がなかなかできないということであろうと考え

ております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 これは債務保証料を支援するということで、その商工業者にとって、その活

性化を図ってもらうために融資を受けてもらって、そしてだんだん事業を膨らませてい

ってもらいたいなと、そういう思いからできてきた、こういう事業だと思うんですが、



 - 100 - 

今、課長、この前の数字もちょっと言うてもらったけど、どんどんどんと下がっていっ

ているんやね。それは今の災害によってというのは、ちょっと私は当たってないと。景

気がその災害が起きたからそんなことになってくるとか、それは私は当たってないと思

うんですが、はっきり言ってこちらのほうも、農業の方もそうですが、商工業者にとっ

ても後を引き受けてもらう人が尐ない、なり手がないという、そういうことがずっと続

いているんじゃないかなと思うんですけど、もっとカンフル剤的なこともやはり考えて

いかなければ、斑鳩の商工会の商工業者も、こういう融資を受けてもう一度やり直すと

いうような気が、なかなかなってこれないのかなと。その環境づくりをするのがやはり

行政であって、その環境づくりの一つがこの債務保証による支援ということだと私は認

識してますので。これらについても、現実にこうなってるんだからもうしょうないとい

うような考え方になるのかもしれませんけど、私は何かいいアイデアも出していっても

らいたいな、商工会とタイアップしていろいろなことも考えていってもらいたいなと、

そのようにぜひともいろいろな知恵を出し合って、やはり斑鳩の商工業者が元気づくと

いうことは町税もふえてくるという、根本的なことでありますので、そのことをしっか

りと認識してもらって、事業展開をしてもらいたいと、そのように思います。  

  それと、不用額調書のほうのページで言いますと１６ページですね。その今の商工業

振興費の２つ下、５番、歴史街道ネットワーク事業費で、不用額として挙げておられる

んですが、この内容を読ませていただくと、斑鳩町歴史まちづくり推進協議会において

報酬支給対象委員数、これが当初見積りを下回ったということで、下に１５人の予定が

１２人になったということで、この委員というのは、町のほうからいろいろ委嘱されて

いる委員だと思うんですが、１５名ということで、委員会というのか、それを設置して、

いろんなそういう方を人選されたんだと思いますが、結局、１５名は選んだけど辞めら

れたのか、いやもう１５名までいろいろ人選いったけど、１２人しか実績として来ても

らえなかったと、そのどちらなんですかね。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 この委員は斑鳩町歴史まちづくり推進協議会委員でございます。１

５名の委員さんはおられます。その中で１２人という中は、県の職員２人と町の職員１

人という中で、委員報酬費が１２というカウントをしております。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 その方が報酬支給対象委員じゃないということで３名減ったということだと

思うんですが、そしたら、この委員会を立ち上げるときに、その県の職員２人ですか、
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報酬を支払うことができない人らを当初から委員として人選する予定だったのか。それ

だったらこの見積りとしては１５というのはおかしい話だから、その点はどうなんです

かね。 

○嶋田委員長  藤川都市建設部長。 

○藤川都市建設部長 今、委員ご指摘いただいておりますように、当初、予算段階で、メ

ンバーにつきましては各文化財であったり、まちづくり、さまざまな方面から参画をい

ただこうということで、法定協議会でございますので、一応１５名ということではして

おったんですけれども、メンバーについてまで確定をしておりませんでした。  

  確かに、おっしゃっていただきますように、行政のメンバーも入っていくという必要

性は当然当初から考えられたわけでございますので、そういう意味ではご指摘いただき

ますように、人数は別にいたしまして、ちょっと配慮をさせていただく必要があったの

かなと思います。  

○嶋田委員長  小野委員。  

○小野委員 細かいことばかりきょうは言うてますけどね、そのことだと思うんです。た

だ単にそういう事象が起きたから、これは①番て書いてあるんです。だから、本来ここ

へ分類するものじゃ私はないと思うんです。事業実績じゃないと思う。予算計上したと

きのその人数としてはね。それは予算に、今、部長が言うように当初からそういう県職

ですか、の方とそれから町の職員、その人は入れる予定はなかったんだと思うんです。  

  だから、その後で、だから１５名だと。初めからそれを入れる予定でしたら１２しか

しなかったと思う。だから、この不用額調書についても、この１番から５番までナンバ

リングしてますけどね、このことはやっぱりなぜこうなったかという、そのチェックで

すね、いろいろ考え方、予算執行していった中で、こういうことで不用額残ったけど、

これはやっぱり次に対してどうしていくんかということを見るために、こういう不用額

調書の裏面に書いてもろてます。これ、誰かほかの人つくったんと違いますやろ。皆さ

んでつくっている調書ですしね。だからそれらのこともしっかりと吟味しながら、やっ

ぱりこういう決算の認定に議会へ提出してもらいたいなと、そういうことを今思ってい

ますので、ぜひともそういうこともチェックしながらやってほしいなと思います。お願

いしておきます。 

以上です。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  

宮﨑委員。 
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○宮﨑委員 ちょっとお聞きしたいんですけどね。商工会に対する支援という、施策の成

果２２６ページなんですけど、商工会に対する支援というのがあるんですけど、１，１

６０万ですかね。これの大体、内訳というのか、大まかでも結構ですけど、どういうふ

うに支援されているのか、教えていただけますか。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 １，１６０万円は運営費、商工会に対する補助が８１０万円、それから商工

まつり等に係る事業費が３５０万円で１，１６０万でございます。  

○嶋田委員長  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 ８１０万円ということですけど、１年前ですかね、斑鳩町の周りの平群とか

王寺とかいろいろ調べていただいて、大体６００万か６５０万というような補助金をい

ただいて商工会をやっていると思うんですけど、斑鳩町はそのときもうちょっと高かっ

たと思うんですけど。今、商工会のほうが体制、いろいろ県のほうとかいろいろ変わっ

たんですけど、まだこれだけの補助金が必要なんですかね。その辺がちょっとまだしっ

かりわからないんですけど、体制がどうなっているか。ちょっとその辺、わかっていた

ら教えていただけますか。  

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 近隣を見ますと、平成２４年度の補助金額は、生駒市が９６１万５，７６７

円、大和郡山市が１，１６０万円、平群町が５３３万６，０００円、三郷町が３５０万、

安堵町が５００万、上牧町がゼロ、王寺町が６７０万、河合町が２８０万という関係で

ございます。  

  以前かて関係でいろいろとあったんですけども、安堵の当時、嶋田町長がおられた時

分は、斑鳩町さんが９００万も補助してるよってにうちかてこれ上げてくれということ

で５００万に今、上げていると。規模的に３分の１ですから、うち２万八千何ぼでで向

こうが８，０００人ですから。そういうことを考えますと、やっぱり商工会としての活

動というのか、そういうものを考えていく中で、やっぱりいろいろな施策。ただまあ斑

鳩町の場合は大型的なものが商工会には入っておりませんし、またいろいろな関係もあ

ろうかと思いますけど、当初はやっぱりジャスコとかああいう関係であそこに入ってい

た、商店の方々も入っておられましたし、今、この数が減ってまいってます。 

  これ、９００万のやつを１０％カットして８１０万円という形でずっと今きてますけ

ど、我々としても商工会をこれからするために、小野議員さんはいろいろとご指摘をい

ただきますけど、商工会のプレミアム商品券というのか、２５年度から商工会の方々が
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やっていただいているんですね。これも一つの活気が出てくるんでないかなと。そうい

うことまでやっぱりやっていくということは、それはまた商工会青年部の関係等につい

ても、皆さん方が支援をいただいてますから、当然こういう形で支援をしていく何かの

形を示していくということが我々にとっては一番大事なんじゃないかなと思っておりま

す。 

  今現状では８１０万円ということでやってますけども、こういう形で、今、当面は続

けていきたいと思っております。  

○嶋田委員長  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 私が質問させてもらったのは、前の代表監査のときに、支援しているのはも

うほとんど職員さんの給料に当たっているということで、３年ほどしたら商工会あかん

ようになるんと違うかというようなことも言われたので、その辺がちょっと心配だった

んで、もっと活性化するように頑張っていただきたいと思いますし、今、体制がかわっ

たので、小野さんですかね、局長が向こうへ行かれましたんですけど、今、実際斑鳩町

の商工会、給料を払っているのは何人ぐらいおられるんでしょう。  

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 今は４人おられます。給料いうのは、奈良県の商工会連合会からの

給料でございます。  

○嶋田委員長  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 全て、それなら商工会連合会のほうから給料は出ているんですかね。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 一応これ、奈良県商工連合会の職員に帰属するということで、職員になって

います。  

  ただ問題は、結局、奈良県商工会も金が減ってくる。金がなくなってくる。あるいは

県の補助が減ってくる。その関係でやっぱりだんだんとこの、まあ市町村が厳しいわけ

ですから、そういうことで一応なってくる。その以前に広域化ということを考えたんで

す。これも合併せいと言わんばかりの関係でですね。そしたらそのときに斑鳩町は、こ

の組合員の関係等でいったもんやから、かなり負担金が高くなって、事務局はここに置

いたもんですから、結局、平群、三郷、安堵の方々がここへ来て、結局そういう関係の

こともやってきたけども、結局商工会連合会そのものがやっぱりこれからやっていかな

かったら、この町で採用、まあ商工会で採用するというのか、なかなか難しい問題があ

ろうと思いますので、奈良県商工会から一応職員を派遣するとか、職員として派遣する
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ということになってますから、給料そのものというのはやっぱり、恐らく斑鳩町から県

に対して何ぼか払った分でまた給料を払っていると私は思っております。  

○嶋田委員長  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 わかりました。それなら、支援のほうをされているということで。 

あと、私がちょっとひっかかったのは、さっき町長が言うておられたプレミアム券で

すかね、あれの１５万円ですか。補助金を出してまた補助金を出すというのに、ちょっ

と私も疑問を感じたんですけど。１，６５０万ですかね、の限度までということで。 

あと、あのとき１４件でしたか加入、１３件でしたかね。今何件になるんですか。 

○嶋田委員長  小城町長。  

○小城町長 今、９月９日現在ですね、きのう現在で５６店舗が入っておられまして、き

のう説明会をやって、９店舗、イオンとか、あるいは上新電機とか、何社か、９社来て

ますから。できるだけ入っていただいて、やっぱり斑鳩町の経済状況をプレミアム券で

やっていただいて、１万１，０００円ですから。仮に１万円払ったら、１，０００円分

プレミアムありますから。そういうことも考える中で、これからどういう形で効力があ

るのか、そういうことも一つの起爆剤と思っております。  

○嶋田委員長  宮﨑委員。  

○宮﨑委員 初めの説明だと１３件かそこらでしたので、どうなることやと思ってたんで

すけど、大型店も入っていただけると、今、町長の答弁で安心させていただきました。

それやったらね、みんな買おうかなと思うと思いますので。その辺またためてもっとふ

えるんやったらふえるでいいことやと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。  

  あともう一つなんですけど、観月祭なんですけど、観月祭のところで、これ、観光客

の誘致イベントとして開催しているということなんですけど、町外の人がどれぐらい来

ているのか、その辺はちょっと数的にはわからないとは思うんですけど、ふえてんのか

ふえてへんのかだけでも教えていただけたらなと思ってるんですが。 

○嶋田委員長  清水観光産業課長。 

○清水観光産業課長 はっきりした数字は出ておりませんが、毎年アンケートをとってお

ります。その中で、昨年でしたら、２８６人の方からアンケートをいただいた中で、ど

こから来ておられますかと、何回目来て、何回来られますかというふうな感じのアンケ

ートでございますが、その中では約６割の方が町外で、２回以上来ておられるというこ

とが出ております。  

○嶋田委員長  ほかにございませんか。  
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  これをもって第６款商工費についての質疑を終結いたします。  

  本日はここまでとし、これにて散会いたします。  

明日は午前９時から再開し、引き続いて審査することといたします。  

本日はどうもご苦労さまでございました。  

（ 午後 ４時２９分 散会 ） 


